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論

文仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

堀

川

秀

徳

□
要

旨

本
稿
で
は
、
仮
殿
遷
宮
の
研
究
を
通
し
て
、
神
宮
の
遷
宮
史
に
お
け
る
中
世
的
遷
宮
か

ら
近
世
的
遷
宮
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
変
遷
に
つ
い
て
説
い
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
平
安

期
末
か
ら
中
絶
期
に
至
る
間
に
、
正
殿
の
屋
根
の
朽
損
に
よ
る
殿
内
の
湿
損
等
を
理
由
に

仮
殿
遷
宮
が
顕
著
に
行
わ
れ
な
が
ら
正
遷
宮
を
行
っ
て
い
く
時
代
を
中
世
的
遷
宮
と
位
置

づ
け
た
い
。
そ
の
後
、
鎌
倉
期
か
ら
式
年
遷
宮
の
中
絶
期
を
中
心
に
、
多
種
多
様
な
要
因

で
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
様
々
な
形
式
で
執
り
行
わ
れ
た
仮
殿
遷
宮
を
類
型

化
し
、
可
否
を
加
え
た
顕
著
な
記
録
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
神
宮
祠
官
で
あ
る
薗そ

の

田だ

守
良

も
り
よ
し

の
記
し
た
『
神
宮
典
略
』
よ
り
以
前
に
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
中
の
「
式
年
外
遷
宮
」

か
ら
守
良
の
神
道
思
想
に
よ
る
仮
殿
遷
宮
の
姿
を
考
察
し
、
様
々
な
要
因
や
形
式
を
一
概

的
に
す
る
の
で
は
な
く
、
複
数
に
分
類
し
、
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
仮
殿
遷
宮
に
潜
在
す
る
要
素
を
明
ら
か
に
し
て
考
察
す
る
と
、
時
代

に
よ
っ
て
仮
殿
遷
宮
の
意
義
に
変
遷
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
解
さ
れ
る
。
中
絶
期
を
中
心
に

生
じ
る
古
殿
の
扱
い
の
変
更
、
仮
殿
遷
宮
に
お
け
る
造
宮
使
（
修
理
使
）
任
命
の
有
無
、

儲
殿
遷
宮
の
要
因
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
が
中
世
的
遷
宮
か
ら
の
移
行
期
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
天
正
期
に
式
年
遷
宮
は
再
興
を
迎
え
、
正
殿
御
屋
根
に
屋
根
板

を
敷
く
と
い
う
造
営
工
事
上
の
英
断
を
下
し
、
萱
屋
根
の
修
理
に
当
た
っ
た
針
返
役
人
は

断
絶
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
、
臨
時
的
な
御
炎
上
等
を
除
い
て
、
正
殿
の
萱
の
朽
損
を

理
由
と
す
る
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
る
時
代
は
終
焉
を
迎
え
る
。
そ
し
て
、
江
戸
幕
府
と
い

う
統
一
的
且
安
定
的
な
政
権
下
で
式
年
遷
宮
が
営
ま
れ
る
時
代
を
近
世
的
遷
宮
と
区
分
し

た
い
。

□
キ
ー
ワ
ー
ド

神
宮

遷
宮

仮
殿
遷
宮

薗
田
守
良

神
宮
典
略

式
年
外
遷
宮

針
返
役
人

黒
木
造

薗
田
守
晨

は
じ
め
に

神
宮
式
年
遷
宮
は
、
室
町
時
代
の
『
遷
宮
例
文
』
に
「
皇
家
第
一
の
重
事
、
神
宮
無
双
の
大

営
」
と
記
さ
れ
、
二
十
年
に
一
度
諸
殿
舎
を
造
替
す
る
だ
け
で
な
く
、
御
装
束
神
宝
を
新
調
し
、

勅
使
参
向
の
も
と
新
殿
に
御
正
体
を
御
遷
し
す
る
国
家
最
大
の
重
儀
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
正
遷

宮
」
と
称
す
る
一
方
、
そ
れ
以
外
に
様
々
な
理
由
か
ら
臨
時
的
な
遷
宮
が
執
り
行
わ
れ
て
き
た
。

正
殿
の
御
屋
根
や
千
木
を
始
め
心
御
柱
・
御
装
束
等
に
異
常
が
見
ら
れ
た
際
に
、
仮
の
殿
舎
を
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設
け
る
乃
至
東
宝
殿
等
の
諸
殿
舎
を
仮
殿
と
し
て
御
遷
し
申
し
上
げ
、
正
殿
の
修
理
が
完
了
し

た
後
に
還
御
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
仮
殿
」
又
は
「
仮
殿
遷
宮
」
等
と
言
い
、
平
安
末
期
か
ら
徐
々

に
増
え
始
め
、
そ
の
多
く
は
中
世
に
集
中
し
て
い
る
。
特
に
、
室
町
期
に
お
け
る
両
宮
約
一
二
〇

年
以
上
式
年
遷
宮
が
中
絶
し
て
い
る
間
に
も
こ
れ
が
行
わ
れ
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に

両
宮
で
行
わ
れ
た
式
年
遷
宮
前
後
ま
で
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
し
い
と
こ
ろ
で
は
昭
和

十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
も
内
宮
に
て
斎
行
さ
れ
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
、
状
況
に
応
じ
て

禰
宜
層
が
中
心
と
な
り
宮
中
を
奉
護
す
る
中
で
、
異
常
が
確
認
さ
れ
次
第
、
一
貫
し
て
仮
殿
遷

宮
を
行
う
べ
き
旨
を
注
進
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
宮
司
・
祭
主
へ
の
上
申
を
経
て
朝
廷
へ
上
奏

さ
れ
、
占
断
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
り
、
日
時
選
定
の
上
、
宣
旨
を
賜
り
下
さ
れ
て
行
わ
れ
る
。
こ

の
一
連
の
過
程
は
正
遷
宮
と
同
様
で
あ
る
。

凡
そ
、
仮
殿
遷
宮
の
研
究
の
多
く
は
、
式
年
遷
宮
の
延
引
・
中
絶
期
の
処
置
と
し
て
の
側
面

（
1
）

や
、中
世
社
会
を
中
心
と
す
る
怪
異
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
側
面

（
2
）等

も
保
有
し
て
い
る
。
確
か
に
、

仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
る
事
由
は
様
々
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
一
括
し
て
仮
殿
遷
宮
と
す
る
の
で
は
な
く
、
個
別
に
見
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
分

類
で
き
る
か
と
い
う
点
と
、
仮
殿
遷
宮
の
根
底
に
は
ど
う
い
っ
た
要
素
が
潜
在
し
て
い
る
か
と

い
う
点
、
更
に
は
そ
の
可
否
に
つ
い
て
、
先
哲
に
導
か
れ
な
が
ら
改
め
て
整
理
し
た
い
。
そ
し

て
、近
世
に
入
る
と
仮
殿
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
な
ぜ
、

遷
宮
の
中
絶
期
を
中
心
に
中
世
に
繁
多
に
見
ら
れ
た
仮
殿
遷
宮
が
終
焉
を
迎
え
た
の
か
考
察
を

深
め
た
い
。

第
一
節

仮
殿
遷
宮
と
正
遷
宮
と
の
比
較

一
、
諸
行
事
の
比
較
に
つ
い
て

現
存
す
る
最
古
の
遷
宮
記
は
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
に
内
宮
で
執
り
行
わ
れ
た
正
遷
宮

の
記
録
で
あ
る
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』（
原
名
『
文
治
三
年
記
』）
で
あ
る
。
そ
の
八
年
後

の
建
久
九
年
に
、
同
じ
く
内
宮
で
斎
行
さ
れ
た
仮
殿
遷
宮
の
記
録
で
あ
る
『
建
久
九
年
仮
殿
遷

宮
記
』
と
併
せ
て
、
同
時
代
の
遷
宮
を
知
り
得
る
上
で
最
も
重
要
且
貴
重
な
史
料
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
両
者
の
記
録
を
比
較
し
な
が
ら
、
仮
殿
遷
宮
と
正
遷
宮
の
比
較
検
討
を
深
め
た
い
。

ま
ず
、『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記

（
3
）』

に
見
え
る
遷
宮
諸
祭
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
列
挙
し

て
お
き
た
い
。

（
ア
）
文
治
三
年

十
月

十
八
日

造
宮
使
大
中
臣
公
宣
の
参
宮
饗
膳

（
イ
）

十
月
二
十
七
日

山
口
祭

（
ウ
）

四
年

三
月

造
宮
使
大
中
臣
為
定
の
事
始
一
殿
饗
膳

（
エ
）

八
月
二
十
九
日

手
𨨞
始
饗
膳

（
オ
）

五
年

八
月
二
十
二
日

造
宮
使
大
中
臣
有
能
の
事
始

（
カ
）

同

鎮
地
祭

（
キ
）

八
月
二
十
八
日

心
御
柱
奉
建

（
ク
）

八
月
二
十
九
日

立
柱
上
棟

（
ケ
）

六
年

二
月
二
十
四
日

堅
魚
木
奉
上

（
コ
）

四
月

二
日

杵
築
祭

（
サ
）
建
久
元
年

八
月

二
日

造
宮
使
大
中
臣
清
房
の
事
始

（
シ
）

九
月

十
二
日

神
宝
読
合

（
ス
）

九
月

十
三
日

宮
飾
事

（
セ
）

九
月

十
四
日

御
衣
神
事

（
ソ
）

九
月

十
五
日

御
卜
神
事

（
タ
）

九
月

十
六
日

河
原
御
祓

（
チ
）

同

遷
御
次
第
等

と
十
七
の
諸
行
事
に
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。
当
該
の
正
遷
宮
と
現
行
の
式
年

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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遷
宮
と
の
主
な
相
違
点
は
、
建
久
年
間
に
は
造
宮
使
が
補
任
さ
れ
て
神
宮
へ
参
拝
す
る
拝
賀
が

あ
る
と
い
う
点
、
山
口
祭
か
ら
の
遷
御
に
至
る
期
間
が
足
掛
け
四
年
と
短
い
点
、
心
御
柱
が
建

て
ら
れ
る
の
は
鎮
地
祭
の
直
後
で
あ
る
点
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
準
備
に
際
し
て
、（
ウ
）・（
オ
）・（
サ
）
と
三
度
に
わ
た
り
造
宮
使
が
交
替
す
る

と
い
う
経
緯
を
有
し
て
い
る
。
大
中
臣
公
宣
の
逝
去
に
伴
い
大
中
臣
為
定
が
任
を
受
け

（
4
）、

次
に

大
中
臣
為
定
も
「
為
定
養
子
、
彼
故
障
替
」
を
理
由
に
し
て
大
中
臣
有
能
が
急
遽
就
任
し
、
卒

爾
に
つ
き
饗
膳
を
取
り
や
め
て
い
る

（
5
）。

大
中
臣
有
能
も
母
の
逝
去
に
よ
る
服
忌
に
掛
か
る
た

め
、
遷
御
の
一
か
月
前
に
大
中
臣
清
房
に
交
替
し
て
い
る

（
6
）。

本
来
的
に
は
、
造
宮
使
は
異
常
が

な
け
れ
ば
遷
御
完
遂
ま
で
任
を
全
う
す
る
こ
と
が
慣
例
で
あ
る
。
加
え
て
（
ス
）
の
宮
飾
事
は
、

御
殿
に
金
物
を
打
ち
付
け
る
現
在
の
甍
祭
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。（
ソ
）
の
御
卜
神
事
に

関
し
て
言
う
と
、
神
嘗
祭
当
日
に
併
せ
て
遷
御
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
神
嘗
祭
の
御
卜
の
神
事
を

兼
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
建
久
期
の
正
遷
宮
を
同
神
事
も
含
め
て
、
実
質
的
に
は
十
四
の
諸

行
事
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

次
に
、
建
久
九
年
時
の
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
抑
々
、
仮
殿
遷
宮
は
正
殿
に

修
理
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
、
一
時
的
に
仮
殿
を
設
け
て
奉
遷
し
、
正
殿
に
修
理
を
施
す
。

そ
の
た
め
、
神
宮
側
か
ら
朝
廷
側
に
仮
殿
遷
宮
が
必
要
で
あ
る
旨
を
「
注
進
状
」
と
し
て
上
申

す
る
こ
と
が
起
因
と
な
る
。
御
垣
内
の
警
護
に
あ
た
る
禰
宜
等
の
巡
視
時
等
で
異
常
が
発
見
さ

れ
て
後
、
祭
主
・
大
宮
司
に
上
申
し
、
祭
主
よ
り
朝
廷
へ
言
上
し
て
更
に
上
奏
さ
れ
、
執
行
の

有
無
や
日
時
の
選
定
等
が
占
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
建
久
九
年
の
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
お
い
て

は
、
そ
の
三
年
前
で
あ
る
建
久
六
年
十
二
月
二
十
六
日
に
、
正
殿
以
下
東
西
宝
殿
や
各
殿
舎
御

門
の
差
檜
皮
葺
萱
が
朽
損
し
、
修
理
が
必
要
な
旨
を
注
進
し
て
い
る

（
7
）。

つ
ま
り
、
前
回
に
あ
た

る
建
久
元
年
の
正
遷
宮
よ
り
僅
か
満
五
年
を
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
、
早
く
も
各
殿
舎
の
屋
根
等

に
異
常
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
仮
殿
遷
宮
の
諸
祭
を
見
る
と
心
御
柱
を
奉
建
す
る

も
位
置
の
相
違
が
み
ら
れ
、
改
立
に
及
ん
で
い
て
諸
行
事
が
遅
延
し
て
い
る
。
再
度
日
時
を
選

定
し
て
い
る
た
め
、同
件
に
関
わ
る
部
分
は
、例
外
的
で
あ
る
た
め
次
の
項
目
か
ら
除
外
し
た
い

（
8
）。

（
ア̀
）
建
久
九
年

二
月
二
十
九
日

修
理
造
宮
使
大
中
臣
隆
宗
参
宮
饗
膳

（
イ̀
）

三
月

十
八
日

心
御
柱
奉
採

（
エ̀
）

四
月

六
日

木
造
始

（
カ̀
）

四
月
二
十
四
日

鎮
地
祭

（
キ̀
）

同

心
御
柱
奉
建

（
ク̀
）

七
月

六
日

立
柱
上
棟

（
セ̀
）

七
月

十
四
日

御
装
束
裁
縫
行
事
（
～
十
五
日
）

（
タ̀
）

七
月

十
五
日

河
原
御
祓
（
御
装
束
奉
飾
・
洗
清
）

（
チ̀
）

七
月

十
六
日

遷
御

以
上
の
よ
う
に
九
つ
の
諸
行
事
を
近
例
で
あ
る
建
久
の
正
遷
宮
と
諸
祭
を
照
合
し
て
み
る
と
、

（
ア̀
）
は
、
名
称
こ
そ
異
な
る
が
、
造
宮
使
拝
賀
と
一
殿
（
現
在
の
五
丈
殿
）
に
て
饗
膳
を
同

じ
く
行
っ
て
お
り
、（
イ
）
の
山
口
祭
は
、
造
営
に
必
要
な
材
木
の
伐
採
に
あ
た
り
山
の
神
を

鎮
め
る
祭
祀
で
知
ら
れ
る
が
、
一
殿
で
の
行
事
の
後
、「
今
日
奉
レ
採
二
造
替
心
御
柱
一、
安
二
置

新
宮
所
一

（
9
）」

と
見
え
る
こ
と
か
ら
（
イ̀
）
の
「
心
御
柱
奉
採
」
と
全
く
同
意
と
思
わ
れ
る
。

（
エ
）
の
手
𨨞
始
に
つ
い
て
も
、「
于
レ
時
造
宮
已
下
進
二
出
一
殿
前
一
拝
之
、
次
番
匠
等
小
工

堪
レ
事
進
寄
切
二
木
口
一
打
レ
墨
（
後
略
)

（
10
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
事
実
上
の
（
エ̀
）
木
造
始
祭
と
同

意
と
取
っ
て
良
い
と
思
わ
れ
、
そ
れ
以
降
の
正
遷
宮
の
諸
行
事
（
カ
）（
キ
）（
ク
）（
セ
）（
タ
）

（
チ
）
と
仮
殿
遷
宮
諸
行
事
（
カ̀
）（
キ̀
）（
ク̀
）（
セ̀
）（
タ̀
）（
チ̀
）
は
、
同
じ
意
義
を
有

し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尚
、正
殿
造
営
に
関
わ
る
諸
祭
の
中
で
も（
ケ
）（
コ
）

（
ス
）
に
あ
た
る
諸
祭
が
仮
殿
造
営
時
に
は
見
当
た
ら
な
い
他
、
御
装
束
は
改
め
ら
れ
る
も
御

神
宝
の
新
調
は
行
わ
ず
、
先
の
正
遷
宮
で
納
め
ら
れ
た
御
神
宝
類
を
威
儀
物
と
し
て
御
遷
し
す

る
た
め
、（
シ
）
の
読
合
を
行
う
必
要
も
な
い
。
加
え
て
（
ソ
）
の
御
卜
神
事
は
、
仮
殿
遷
宮
が

神
嘗
祭
に
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、こ
こ
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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正
遷
宮
の
要
素
か
ら
差
し
引
い
て
、
仮
殿
遷
宮
の
諸
行
事
に
残
存
し
た
行
事
が
仮
殿
遷
宮
を

斎
行
す
る
た
め
の
必
須
的
な
条
件
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
個
別
に
諸
祭
を
見
て
い
く
と
、
造
宮

使
の
拝
賀
に
関
わ
る
（
ア̀
）、
心
御
柱
に
関
わ
る
（
イ̀
）（
エ̀
）（
キ̀
）、
造
営
工
事
に
関
わ

る
諸
祭
の
中
で
も
鎮
地
祭
（
カ̀
）・
立
柱
上
棟
祭
（
ク̀
）、
そ
し
て
御
飾
に
該
当
す
る
御
装
束

裁
縫
行
事
（
ソ̀
）
と
御
装
束
奉
飾
、
御
神
宝
は
新
調
し
な
い
た
め
奉
飾
す
る
御
装
束
を
始
め

と
す
る
御
料
を
祓
う
た
め
の
河
原
御
祓
（
タ̀
）、
最
後
に
御
正
体
を
御
遷
し
す
る
行
事
で
あ
る

遷
御
（
チ̀
）
と
大
き
く
区
分
し
た
い
。
整
理
す
る
と
、
造
宮
使
拝
賀
、
心
御
柱
に
関
わ
る
諸

行
事
、
鎮
地
・
立
柱
上
棟
祭
、
御
飾
、
河
原
御
祓
、
遷
御
が
仮
殿
遷
宮
を
執
り
行
う
上
で
必
須

的
な
条
件
を
保
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
取
物
の
比
較
に
つ
い
て

遷
御
を
執
り
行
う
際
に
、
御
正
体
だ
け
で
な
く
御
神
宝
を
始
め
、
奉
遷
す
る
時
に
使
用
す
る

御
料
を
取
物
と
呼
称
す
る
。
こ
の
御
神
宝
類
や
奉
遷
御
料
に
つ
い
て
も
、
仮
殿
遷
宮
と
正
遷
宮

で
は
相
違
点
が
あ
っ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
た
い
。

最
も
古
い
仮
殿
遷
宮
記
で
あ
る
『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
に
「
仮
殿
御
遷
宮
取
物
次

第
行
事

（
11
）」

と
し
て
、
奉
遷
時
の
御
列
を
前
陣
と
後
陣
に
分
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
正

遷
宮
と
の
比
較
を
し
た
い
が
、
遷
宮
記
を
見
て
も
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記

（
12
）』『

安
貞
二
年
内

宮
遷
宮
記

（
13
）』『

宝
治
元
年
内
宮
遷
宮
記

（
14
）』

は
、
何
れ
も
行
事
次
第
を
理
解
す
る
事
が
出
来
て
も
、

記
さ
れ
た
形
式
が
異
な
る
た
め
、
何
を
奉
遷
し
た
か
確
認
し
難
い
。
御
列
を
記
し
た
形
式
の
遷

宮
記
は
、
元
亨
期
ま
で
下
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
の
『
建
久

九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
と
、
そ
の
約
一
二
〇
年
後
で
あ
る
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
の
『
元

亨
三
年
内
宮
遷
宮
記

（
15
）』双

方
に
記
載
さ
れ
て
い
る
取
物
次
第
条
を
一
覧
表
に
し
て
比
較
し
た
い
。

但
し
、
奉
仕
員
の
氏
名
を
除
い
て
奉
遷
御
料
と
員
数
の
み
掲
載
し
た
い
。

ま
ず
、建
久
九
年
仮
殿
遷
宮
時
の
御
物
を
基
準
に
異
同
が
見
ら
れ
る
の
は
、前
陣
供
奉
の「
菅

御
笠
二
枚
」「
雑
作
御
大
刀
十
腰
」、
後
陣
供
奉
「
紫
御
翳
二
枚
」
が
見
ら
れ
な
い
点
、
逆
に
建

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮

元
亨
三
年
内
宮
正
遷
宮

名
称

員
数

名
称

員
数

一
前
陣
供
奉

一
前
陣
供
奉

（
宮
掌
八
人
）

（
宮
掌
六
人
）

秉
燭
内
人

十
人

秉
燭
内
人

十
人

道
敷
奉
仕
内
人

十
六
人

道
敷
奉
仕
内
人

十
六
人

行
障

二
人

行
障

二
人

御
楯

六
枚

御
楯

十
四
枚

御
桙

六
基

御
桙

十
四
基

御
靫

六
腰

御
靫

十
四
腰

御
弓

六
張

御
弓

十
四
張

菅
刺
羽

二
枚

菅
御
翳

二
枚

菅
御
笠

二
枚

紫
御
羽

二
枚

紫
御
翳

二
枚

金
銅
作
御
大
刀

四
腰

雑
作
御
大
刀

十
腰

玉
纏
御
大
刀

四
腰

玉
纏
須
賀
利
御
大
刀

二
腰

御
飾
剱

四
腰

御
鏡
筥

四
合

御
鏡
笞
（
筥
ヵ
）

四
合

御
櫛
筥

四
合

御
櫛
笞
（
笞
ヵ
）

四
合

御
蓋

一
基

御
蓋

一
基

同
綱

同
綱

御
絹
垣

十
人

御
絹
垣

二
十
人

一
後
陣
供
奉

一
後
陣
供
奉

御
鏡
筥

四
合

御
鏡
笞
（
筥
ヵ
）

四
合

玉
佩
御
筥

四
合

玉
佩
御
笞
（
筥
ヵ
）

四
合

須
我
利
御
大
刀

四
腰

玉
纏
須
賀
利
御
大
刀

四
腰

余
銅
作
御
大
刀

四
腰

金
銅
作
御
大
刀

十
二
腰

御
蓋

一
基

御
蓋

一
基

同
綱

同
綱

菅
御
笠

二
枚

菅
御
笞
（
笠
ヵ
）

二
枚

紫
御
翳

二
枚

御
弓

六
張

御
弓

十
二
張

御
靫

六
腰

御
靫

十
二
腰

御
桙

六
基

御
桙

十
四
基

御
楯

六
枚

御
楯

十
四
枚

（
後
略
）

（
後
略
）



久
九
年
時
に
し
か
見
ら
れ
な
い
御
物
は
、
前
陣
の
「
金
銅
作
御
大
刀
四
腰
」「
御
飾
剱
四
腰
」

で
あ
る
。
菅
御
笠
・
紫
御
翳
が
見
え
な
い
件
は
、
建
久
九
年
の
前
陣
供
奉
に
同
御
物
が
見
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
、
建
久
九
年
時
の
「
金
銅
作
御
大
刀
四
腰
」「
玉
纏
御
大
刀
四
腰
」「
御
飾
剱
四

腰
」
の
計
十
二
腰
に
対
し
て
、
元
亨
期
は
「
雑
作
御
大
刀
十
腰
」「
玉
纏
須
賀
利
御
大
刀
二
腰
」

の
計
十
二
腰
で
、
前
陣
の
大
刀
類
の
員
数
は
同
数
で
あ
る
。「
御
楯
」「
御
桙
」「
御
靫
」「
御
弓
」

は
前
後
両
陣
と
も
に
員
数
に
相
違
が
あ
り
、
御
正
体
の
周
囲
の
垣
で
あ
る
絹
垣
の
奉
仕
員
は
、

正
遷
宮
時
に
比
べ
て
仮
殿
遷
宮
時
は
半
数
で
あ
る
。

補
足
的
に
言
う
と
、『
仁
治
三
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
で
は
、「
絹
垣
」
の
奉
仕
は
二
十
人
、

前
陣
に
「
菅
御
笠
二
枚

（
16
）」

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
各
仮
殿
遷
宮
に
よ
っ
て
捧
持
さ
れ
る
取

物
に
異
同
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
相
対
的
に
は
御
一
宿
の
仮
殿
へ
の
遷
御
に
お
い
て
員
数
に

多
少
の
差
異
が
見
ら
れ
る
も
、
正
遷
宮
の
奉
遷
御
列
及
び
威
儀
物
と
ほ
ぼ
同
等
の
御
神
宝
を
御

遷
し
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
遷
宮
に
準
じ
て
い
る
こ
と
と
結
論
付
け
た
い
。

三
、
ま
と
め

以
上
の
考
察
か
ら
、仮
殿
遷
宮
と
正
遷
宮
を
諸
祭
儀
と
取
物
の
観
点
か
ら
比
較
す
る
と
共
に
、

若
干
の
考
察
を
加
え
て
纏
め
と
し
た
い
。

一
、
仮
殿
遷
宮
を
執
り
行
う
上
で
の
必
須
条
件
と
し
て
は
、
造
宮
使
（
修
理
使
）
補
任
及
び
拝

賀
、
心
御
柱
に
関
わ
る
諸
神
事
、
造
営
工
事
に
関
わ
る
鎮
地
祭
と
立
柱
上
棟
祭
、
造
営
工

事
が
完
了
し
て
後
に
行
わ
れ
る
御
飾
、
奉
遷
御
料
を
始
め
奉
仕
員
を
河
原
御
祓
に
か
け
、

遷
御
に
至
る
部
分
を
至
要
た
る
祭
儀
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

二
、
仮
殿
へ
奉
遷
さ
れ
る
際
の
取
物
に
つ
い
て
は
、
正
遷
宮
と
比
べ
て
多
少
の
員
数
の
差
異
が

見
ら
れ
る
も
、
そ
の
品
目
は
ほ
ぼ
同
等
で
あ
る
。

三
、
御
樋
代
・
御
船
代
の
調
製
が
無
か
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
御
杣
山
の
変
遷
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
径
木
の
採
集
が
困
難
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
短
い
期
間
で
の

製
材
は
油
分
が
枯
れ
な
い
た
め
、木
材
の
暴
れ
を
招
く
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

現
実
に
即
さ
な
い
と
判
断
し
て
新
調
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
御
樋
代
を
そ
の
都
度
改
め
る
と
言
う
こ
と
は
、
神
器
に
手
を
触
れ
る
こ
と
が
増
え
て

し
ま
う
た
め
、
極
力
そ
れ
を
避
け
た
こ
と
も
当
然
な
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
顕
著
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
記
録
は
、
薗
田
守
良
神
主
の
『
神
宮

典
略
』
が
記
さ
れ
る
以
前
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
次
節
で
は
、『
神
宮
典
略
』
の
仮
殿
遷
宮
に

関
わ
る
部
分
を
抜
粋
し
て
類
型
化
し
、
そ
の
可
否
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節

薗
田
守
良
の
仮
殿
遷
宮
の
研
究

一
、
薗
田
守
良
の
遷
宮
観

今
節
で
は
、
薗
田
守
良
神
主
（
以
降
守
良
と
略
す
）
著
『
神
宮
典
略
』
を
通
し
て
遷
宮
に
対

す
る
見
解
に
触
れ
つ
つ
、
正
遷
宮
以
外
と
い
う
意
の
呼
称
で
あ
り
、
守
良
の
造
語
と
思
わ
れ
る

「
式
年
外

し
き
ね
ん
が
い

遷
宮

せ
ん
ぐ
う

」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い

（
17
）。

そ
の
条
目
に
基
づ
い
て
仮
殿
遷
宮
に
関
わ
る

箇
所
を
抜
粋
し
、
項
目
立
て
さ
れ
て
い
る
「
仮
殿
」「
諸
殿
を
以
て
仮
殿
と
す
る
」「
怪
異
に
依

る
遷
宮
」「
臨
時
遷
宮
」「
儲
殿

も
う
け
ど
の

」
の
各
項
目
の
特
質
を
は
じ
め
、
守
良
の
神
道
思
想
に
よ
る

仮
殿
遷
宮
の
姿
を
考
察
し
た
い
。
尚
、
本
稿
の
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
両
宮
の
正
遷
宮
並
び
に

式
年
外
遷
宮
の
一
覧
表
を
附
し
て
お
く
。
後
述
す
る
式
年
外
遷
宮
の
論
証
を
踏
ま
え
て
、
各
仮

殿
遷
宮
を
類
型
化
し
て
説
明
に
返
し
た
い
。

そ
の
守
良
の
人
物
像
は
、『
伊
勢
の
宮
人

（
18
）』

に
秀
抜
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
天
明
五
年

（
一
七
八
五
）
に
薗
田
西
神
主
家
の
一
男
と
し
て
生
を
受
け
、
二
十
七
歳
に
あ
た
る
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）
に
内
宮
禰
宜
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
古
代
法
制
や
神
宮
に
お
け
る
故
典
儀
礼
に

精
通
し
、
著
述
は
二
百
余
巻
に
及
ぶ
と
さ
れ
、
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
五
十
六
歳
で
生
涯

を
終
え
る
。
数
あ
る
著
作
の
中
で
も
、『
新
釈
令
義
解
』
と
並
ん
で
、
守
良
の
代
名
詞
で
あ
り
、

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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神
宮
の
百
科
事
典
と
称
さ
れ
る
『
神
宮
典
略
』（
以
降
『
典
略
』
と
略
す
）
全
四
十
四
巻
は
、
宮

地
直
一
氏
が
そ
の
序
文
に
お
い
て
、「
神
宮
に
関
す
る
類
書
と
し
て
は
、
大
神
宮
故
事
類
纂
に

先
立
ち
て
近
世
的
学
究
の
風
潮
に
光
明
を
放
ち
、
学
究
的
労
作
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
生
涯
心
血
を
注
い
だ
結
晶
の
名
著
と
言
え
る

（
19
）。

さ
て
、
守
良
の
仮
殿
遷
宮
観
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
正
遷
宮
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い

て
確
認
し
た
い
。『
典
略
』
巻
六
に
お
い
て
、「
正
遷
宮
」
の
条
目
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
内
宮

の
遷
宮
に
つ
い
て
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
「
常
以
二
九
月
十
四
日
一
云
々
」
と
見
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
上
古
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
是
認
し
て
い
る

（
20
）。

一
方
、
そ
の
初
回
遷

宮
に
対
し
て
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
典
拠
と
す
る
史
料
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
①
～
⑦
の
順
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
天
武
天
皇
朱
雀
三
年
宣
旨
「
二
所
太
神
宮
之
御
遷
宮
事
、
廿
年

一
度
応
レ
奉
レ
令
二
遷
御
一。
宜
レ
為
二
長
例
一
也
（
中
略
）
而
依
二
件
宣
旨
一
定
二
遷
宮
之
年

限
一

（
21
）」

②
『
皇
字
沙
汰
文
』
永
仁
四
年
太
神
宮
神
主
請
文
「
太
神
宮
御
造
替
。
可
レ
限
二
廿
年
一
之

条
。
天
武
天
皇
御
時
被
二
定
置
一
云
々

（
22
）」

③
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
例
文
』「
白
鳳
十
三
年
庚
寅
九
月
、
太
神
宮
御
遷
宮
、
持
統
天
皇

四
年
也
、
自
二
此
御
宇
一
造
替
遷
宮
被
レ
定
二
置
廿
年
一、
但
大
伴
皇
子
謀
反
時
、
依
二
天
武

天
皇
之
御
宿
願
一
也

（
23
）」

④
『
日
本
書
紀
』「
天
武
天
皇
元
年
六
月
二
十
六
日
条

（
24
）」

に
見
え
る
天
武
天
皇
の
朝
明
郡

か
ら
伊
勢
神
宮
へ
の
遙
拝
記
事

⑤
『
造
伊
勢
二
所
太
神
宮
宝
基
本
記
』

（
一
）「
纏
向
珠
城
宮
垂仁
御
宇
廿
六
年
丁
巳
冬
十
月
甲
子
、
奉
レ
遷
二
天
照
太
神
於
五

十
鈴
原
一、
今
歳
云
々
、
天
照
太
神
并
荒
魂
宮
和
魂
宮
伴
神
等
於
鎮
座
也
、

（
25
）」

（
二
）「
纏
向
日
代
宮
景行
十
五
歳
九
月
十
五
日
、
伊
勢
天
照
皇
太
神
宮
仮
殿
遷
宮
事
、

奉
レ
渡
二
正
体
於
仮
殿
一、
黒
木
板
葺
、
修
二
造
宝
殿
一、
同
日
夕
、
奉
レ
遷
二
正

体
於
宝
殿
一
已
終

（
26
）」

（
三
）「
仲
哀
天
皇
五
歳
三
月
、
仁
徳
天
皇
十
歳
九
月
、
允
恭
天
皇
廿
歳
十
月
、

有
二
仮
殿
遷
幸
事
一

（
27
）」

⑥
『
二
所
皇
太
神
宮
遷
宮
次
第
記
』「
持
統
天
皇
四
年
式
月
式
日
、
内
宮
正
遷
宮
、
内
宮
正

遷

宮

自
レ
此

始
、 （

28
）」

⑦
『
中
臣
氏
系
図
』「
遷
宮
使
中
臣
弟
投

（
29
）」

ま
ず
、
正
史
で
あ
る
④
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
朝
に
お
け
る
伊
勢
に
関
わ
る
記
事
は
、
朝
明

郡
か
ら
の
遙
拝
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
式
年
の
制
定
記
事
が
見
ら
れ
な
い
。
①
～
③
に
つ
い

て
も
、
後
の
加
筆
の
可
能
性
が
否
め
な
い
と
守
良
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
宮
の
「
禰

宜
」
の
始
ま
り
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
か
天
武
天
皇
の
御
代

か
、
も
し
く
は
持
統
天
皇
の
御
代
か
、
そ
れ
ぞ
れ
混
同
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
一
件
と
類
似
し

て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
更
に
、
⑤
に
つ
い
て
も
同
書
以
外
で
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
を
根

拠
と
し
て
い
る
か
不
明
で
あ
り
、文
状
を
見
て
永
仁
期
以
降
の
加
筆
と
断
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

③
と
⑥
は
共
に
出
口
延
佳
神
主
が
筆
者
で
あ
り
、「
度
会
氏
人
は
旧
記
な
り
と
て
此
書
に
は
迷

ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

（
30
）」

と
し
て
い
る
一
方
、「
た
ゞ
上
代
よ
り
か
く
二
十
年
に
新
宮
造
替
の
御
制

は
有
け
る
事
と
す
べ
き

（
31
）」

と
制
度
が
存
在
し
た
こ
と
は
是
認
し
て
い
る
が
、
そ
の
初
見
の
典
拠

と
す
べ
き
で
な
い
と
の
認
識
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
を
は

じ
め
と
す
る
右
の
①
～
⑥
の
史
料
批
判
に
つ
い
て
、
厳
正
な
姿
勢
を
窺
わ
せ
る
。
守
良
は
、
そ

の
初
回
を
知
り
得
る
記
録
と
し
て
、
神
宮
の
祭
主
職
や
造
宮
使
を
輩
出
し
た
大
中
臣
氏
の
系
本

で
あ
る
⑦
の
『
中
臣
氏
系
図
』
の
弟
投
の
尻
付
に
「
伊
賀
守
従
五
位
下
弟
投
、
大
中
臣
朝
臣
養

子
也
、
造
宮
補
任
云
。
延
暦
四
年
九
月
太
神
宮
遷
宮
使
神
祇
大
祐
正
六
上
弟
牧
ト
云
此
人
事

歟
。」
と
の
記
事
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
神
祇
大
祐
正
六
位
上
中
臣
弟
牧
（
弟
投
）
が
造
宮
使

と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
中
央
側
の
史
料
と
照
合
の
上
、
現

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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段
階
で
確
証
で
き
る
初
見
は
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
の
遷
宮
で
あ
る
と
し
、
続
く
文
中
で
は
、

延
暦
期
以
降
に
斎
行
さ
れ
た
内
宮
の
正
遷
宮
・
仮
殿
遷
宮
の
一
覧
表
を
掲
載
し
て
い
る
。

『典
略
』
内
の
外
宮
に
お
け
る
遷
宮
次
第
の
条
で
も
同
様
で
あ
り
、「
雄
略
天
皇
廿
二
年
よ
り

数
ふ
べ
き
理
り
な
れ
ば
、
是
よ
り
記
さ
む
と
す
る
に
、
詳
な
る
旧
記
な
け
れ
ば
せ
ん
す
べ
き
に

よ
り
て
、
今
は
延
暦
六
年
よ
り
書
し
る
せ
り
。

（
32
）」

と
述
べ
る
に
留
ま
ら
ず
、「
又
例
文
に
、
持
統

天
皇
六
年
九
月
○
九
月
ノ
二
字
例

文
ニ
見
エ
ズ
。

和
銅
四
年
九
月
○
九
月
ノ
二
字
例

文
ニ
見
エ
ズ
。

と
次
第
に
委
し
く
記
し
な
が
ら

其
日
と
は
な
き
も
、
専
ら
後
人
の
作
れ
る
物
に
て
（
中
略
）
遷
宮
次
第
記
に
は
、
其
日
を
記
さ

ぬ
は
式
日
な
る
故
な
り
、
と
強
て
己
が
推
量
を
も
て
、
詳
に
有
つ
る
事
と
信
用
ひ
た
る
は
あ
さ

ま
し
き
事
な
り
け
り
。

（
33
）」

と
述
べ
、
こ
こ
で
も
後
世
の
加
筆
の
可
能
性
が
残
る
も
の
に
つ
い
て

は
除
外
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
守
良
の
説
で
は
、
初
回
正
遷
宮
に
つ
い
て
内
宮
は
延
暦
四
年
、
外
宮
は
二
年
後
の

延
暦
六
年
説
を
唱
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
守
良
の
史
料
に
対
す
る
考
え
方
に
起
因
し
、
正
史
を

重
ん
じ
て
中
央
で
あ
る
朝
廷
側
の
史
料
に
典
拠
を
求
め
て
い
る
。
少
し
で
も
疑
念
の
残
る
書
物

や
記
事
は
、
た
と
え
内
宮
神
宮
家
の
記
録
で
あ
る
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
で
あ
っ
て
も
慎
重
に

選
定
す
べ
き
と
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

二
、
仮
殿
に
つ
い
て

守
良
は
『
典
略
』
巻
七
「
遷
宮
下
」
に
、
正
遷
宮
と
区
別
す
る
形
式
で
、「
式
年
外
遷
宮
」

の
項
目
を
立
て
、
①
「
仮
殿
」、
②
「
以
諸
殿
為
仮
殿
」、
③
「
依
怪
異
仮
殿
」、
④
「
臨
時
遷
宮
」、

⑤
「
儲
殿
」、
⑥
「
二
宮
御
炎
上
」、
⑦
「
御
炎
上
の
時
祈
祷
」
そ
れ
ぞ
れ
七
つ
に
区
分
し
て
い

る
（
34
）が

、
本
稿
で
は
仮
殿
遷
宮
に
該
当
す
る
①
～
⑤
を
中
心
に
、
必
要
に
応
じ
て
⑥
に
つ
い
て
、

以
下
守
良
の
分
類
に
従
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
「
仮
殿
」
の
条
目
に
つ
い
て
取

り
扱
い
た
い
。

守
良
の
言
う
式
年
遷
宮
成
立
以
後
に
お
け
る
「
仮
殿
遷
宮
」
が
行
わ
れ
た
最
初
の
事
例
に
つ

い
て
見
た
い
。
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
八
月
五
日

（
35
）に

、
内
宮
東
宝
殿
に
多
数
の
盗
賊
が
侵
入
し
、

最
終
的
に
は
正
殿
を
始
め
両
宝
殿
や
各
御
門
等
焼
亡
に
至
り
、
同
月
中
に
行
わ
れ
た
仮
殿
遷
宮

が
、
神
宮
に
お
け
る
式
年
遷
宮
立
制
後
の
初
見
と
述
べ
て
い
る
。
時
の
大
宮
司
野
守
が
、
御
正

体
及
び
相
殿
神
の
御
体
を
御
前
の
黒
山
に
仮
殿
を
設
け
て
奉
遷
さ
れ
た
が
、
そ
の
規
模
や
仕
様

等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
窺
い
知
る
こ
と
が
難
し
い
。

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
正
殿
を
始
め
諸
殿
舎
及
び
心
御
柱
等
の
顛
倒
や
朽
損
・
御
装
束
等

の
湿
損
・
天
災
・
火
災
・
触
穢
な
ど
の
様
々
な
要
因
に
よ
り
、
正
殿
の
修
繕
や
心
御
柱
立
替
え

の
た
め
に
仮
殿
を
設
け
て
奉
遷
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
事
例
も

あ
る
が
、
仮
殿
遷
宮
が
頻
繁
に
斎
行
し
始
め
る
十
一
世
紀
中
葉
か
ら
十
二
世
紀
中
葉
で
見
ら
れ

る
各
要
因
に
つ
い
て
、
主
に
四
種
の
事
例
を
列
挙
し
た
い
。

一
例
目
、
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
七
月
二
十
六
日
に
発
生
し
た
大
風
に
よ
っ
て
、
外
宮
正

殿
や
東
西
宝
殿
の
顛
倒
に
至
る
と
い
う
風
雨
の
被
害
か
ら
修
造
の
必
要
性
を
理
由
と
す
る
仮
殿

遷
宮
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
御
正
体
を
御
饌
殿
へ
奉
遷
し
、
翌
日
仮
殿
を
設
け
て
奉
遷
し
て

い
る
。
そ
の
後
、
正
殿
を
修
繕
し
て
翌
八
月
仮
殿
よ
り
還
御
を
迎
え
て
い
る
。「
怪
異
」
を
理

由
と
す
る
仮
殿
遷
宮
に
分
類
さ
れ
て
い
る
た
め
、
詳
細
に
つ
い
て
は
第
四
項
に
譲
り
た
い
。

二
例
目
、
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
四
月
三
日
、
御
装
束
の
湿
損
を
理
由
に
、
内
宮
に
て
仮

殿
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る

（
36
）。

三
例
目
、
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
十
一
月
二
十
七
日
に
は
、
同
月
一
日
に
内
宮
心
御
柱
が

顛
倒
し
た
た
め
、
仮
殿
遷
宮
を
行
い
、
心
御
柱
を
改
立
し
て
翌
二
十
八
日
に
還
御
し
て
い
る
。

こ
れ
も
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
述
べ
た
い
。

四
例
目
は
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
十
二
月
二
十
一
日
に
内
宮
で
発
生
し
た
火
災
に
よ
り

行
わ
れ
た
仮
殿
遷
宮
を
挙
げ
た
い
。
そ
の
炎
火
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
一
時
的
に
山
中
へ
奉
遷
し
、

鎮
火
し
て
か
ら
忌
火
屋
殿
を
仮
殿
と
し
て
遷
御
申
し
上
げ

（
37
）、

そ
の
後
、
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）

六
月
十
七
日
に
正
殿
以
下
の
造
営
を
終
え
、
臨
時
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る

（
38
）。

以
上
の
通
り
、
仮

殿
遷
宮
に
至
る
要
因
は
、
災
害
や
殿
舎
の
朽
損
等
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
仮
殿
遷
宮
の
斎
行
に

至
っ
て
い
る
。

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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さ
て
、
仮
殿
遷
宮
を
執
り
行
う
に
は
「
仮
殿
を
新
造
」
す
る
場
合
と
、「
既
存
の
殿
舎
を
仮

殿
と
す
る
」
場
合
と
に
分
類
で
き
る
。
守
良
が
記
し
た
「
仮
殿
」
条
の
冒
頭
に
、「
仮
殿
と
は

本
殿
修
理
奉
レ
仕
る
時
は
御
殿
を
造
り
奉
り
、
其
殿
に
出
御
な
し
奉
り
置
て
、
本
殿
の
修
理
訖

て
又
還
御
な
し
奉
る
例
に
し
て
、
暫
時
其
処
に
ま
せ
ば
い
と
仮
初
の
御
殿
な
る
よ
し
の
名
な

り
。

（
39
）」

と
し
て
、
仮
殿
遷
宮
斎
行
の
理
由
は
、
正
殿
に
異
常
を
来
し
た
場
合
、
修
理
が
必
要
と

な
る
た
め
に
行
う
と
し
て
お
り
、
仮
初
め
の
御
殿
を
設
け
る
た
め
、「
仮
殿
」
と
称
し
て
い
る

と
述
べ
て
い
る
。
正
遷
宮
の
場
合
は
、
造
宮
使
が
発
遣
さ
れ
拝
賀
の
後
に
山
口
祭
以
下
の
諸
祭

行
事
が
行
わ
れ
る
が
、
仮
殿
遷
宮
の
場
合
は
修
理
使

（
40
）が

発
遣
さ
れ
た
。
新
造
す
る
仮
殿
に
使
用

さ
れ
る
材
木
は
、
正
殿
と
同
じ
素
木
で
は
な
く
「
黒
木
」
に
限
ら
れ
、
檜
材
の
樹
皮
が
付
着
し

た
状
態
の
ま
ま
造
営
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
実
例
は
、
最
も
古
い
仮
殿
遷
宮
の
記
録
で
あ
る
『
建

久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
の
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
七
月
九
日
条

（
41
）に

、
こ
の
日
竣
工
し
た

仮
殿
の
寸
法
を
記
載
す
る
中
に
「
御
板
敷
皆
檜
皮
也
、
木
材
皆
黒
木
也
」
と
あ
り
、
他
に
『
嘉

元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記

（
42
）』

で
は
「
料
黒
木
大
小
七
十
枝
」「
御
材
木
并
工
等
員
数
、
任
二
先

例
一
准
二
仮
殿
一
先
日
注
進
之
処
、
任
二
建
久
之
例
一
可
二
注
進
一
之
由
被
二
仰
下
一
之
間
」
と
建
久

九
年
の
例
を
引
い
て
黒
木
が
用
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
、『
応
永
二
十
五
年
内
宮
仮
殿

遷
宮
記

（
43
）』

に
も
「
応
永
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
頭
工
注
進
云
、
黒
木
小
参
百
枚
、
於
二
当

山
一
神
路
山

な
り
。
可
レ
奉
二
採
用
一
之
日
数
貳
箇
日
、
○
中

略

彼
黒
木
可
レ
奉
レ
付
二
于
宮
地
一
之
人
夫
料
足
、

漆
貫
五
百
文
」
と
あ
り
、
神
境
内
で
あ
る
神
路
山
よ
り
黒
木
が
採
ら
れ
て
い
る
。
同
書
応
永

二
十
四
年
（
一
四
一
七
）
九
月
二
十
七
日
条

（
44
）に

も
「
抑
御
事
始
云
々
、
黒
木
之
儀
式
北
御
門
前

於
二
荒
垣
内
一
致
之
」
と
あ
る
。
室
町
後
期
の
薗
田
守
晨
神
主
の
制
規
を
記
し
た
『
永
正
記
』

も
引
用
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、『
典
略
』
本
文
中
は
引
用
文
の
箇
所
だ
け
空
欄
と
な
っ

て
い
る

（
45
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
守
良
は
『
典
略
』
の
「
仮
殿
」
の
文
頭
に
複
数
の
実
例
を
あ
げ
て
、

頻
り
に
「
黒
木
造
」
を
訴
え
て
い
る
点
と
、
古
制
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
黒
木
で
造

営
に
あ
た
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

そ
の
黒
木
を
用
い
る
と
い
う
共
通
点
で
は
、
大
嘗
宮
も
黒
木
造
で
あ
る
。『
典
略
』
に
も
そ

の
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。『
延
喜
式
』「
践
祚
大
嘗
宮
」
条

（
46
）よ

り
、「
悠
紀
院
所
造
二
正

殿
一
宇
一、
長
四
丈
。
廣
一
丈
六
尺
。
棟
當
二

南
北
一。
以
二

北
三
間
一

爲
レ

室
。
以
二

南
二
間
一

爲
レ

堂
。
南
開
二

一
戸
一。
蔀
蓆
爲
レ

扉
。
甍
置
二

堅
魚
木
八
枚
一。
著
二

高
博
風
一。
構
以
二
黒
木
一、
葺
以
二

青
草
一
」、
同
じ
く
「
廻
立
殿
」
条
に
は
「
造
二
廻
立
宮
正
殿
一
宇
一、
長
四
丈
。
廣
一
丈
六
尺
。
棟
當
二

東
西
一。
其
西
三
間
以
レ

席
蔀
レ

之
。
東

南
開
レ
戸
、
構
以
二
黒
木
一、
以
レ
苫
葺
レ
之
」
を
引
い
て
、
古
代
よ
り
黒
木
で
造
営
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
上
で
、
守
良
は
「
黒
木
を
も
て
造
替
の
事
は
朝
廷
大
嘗
祭
の
時
に
神
宮
を
も
か

く
仕
奉
る
例
あ
り
。」
と
述
べ
る

（
47
）に

留
ま
ら
ず
「
貞
観
儀
式
」
稲
実
殿
条

（
48
）「

神
坐
殿
者
構
以
二

黒
木
一、
云
々
、
以
二
四
枝
黒
木
一
為
レ
柱
、
用
レ
葺
為
二
壁
代
一
」
の
箇
所
を
引
い
て
、「
今
も
此

宮
作
り
の
状
を
も
て
仮
殿
の
事
を
准
へ
知
べ
し
。
又
大
床
、
高
欄
、
御
橋
造
進
の
例
な
り
。」

と
述
べ

（
49
）、

神
宮
の
仮
殿
と
大
嘗
宮
が
同
じ
仕
様
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
。

続
い
て
、
遷
御
す
る
日
時
の
選
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
正
遷
宮
に
は
式
年
の
制
が
敷
か
れ
、

式
月
式
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
仮
殿
遷
宮
は
必
要
に
応
じ
て
両
宮
か
ら
大
宮
司
・
祭

主
を
通
じ
て
朝
幕
に
注
進
さ
れ
て
、
占
断
を
仰
ぎ
、
吉
日
を
選
び
定
め
ら
れ
て
宣
下
さ
れ
る
。

そ
の
事
例
を
本
文
中
に
お
い
て
、
公
家
側
の
史
料
と
し
て
『
永
昌
記
』
と
『
兵
範
記
』
を
採
用

し
、
神
宮
側
で
は
『
伊
勢
勅
使
部
類
記
』
を
引
用
し
て
い
る

（
50
）。

前
掲
の
三
種
の
記
録
の
う
ち
『
兵

範
記

（
51
）』

を
見
る
と
、「
嘉
応
元
年
十
月
廿
二
日
甲
辰
、
晩
頭
左
大
将
参
レ
陣
、
被
レ
申
二
定
豊
受

太
神
宮
仮
殿
遷
宮
事
一
云
々
、
陰
陽
寮
択
申
、
可
レ
被
レ
修
二
造
伊
勢
豊
受
太
神
宮
一
雑
事
日
時
、

入
レ
杣
採
二
材
木
一
日
時
、
十
一
月
二
日
甲
寅
、
時
卯
二
点
、
始
二
仮
殿
木
作
一
日
時
、
廿
六
日
戊

寅
、
時
午
二
点
、
立
柱
上
棟
日
時
、
十
二
月
八
日
己
丑
、
時
巳
二
点
、
奉
レ
渡
二

御
躰
於
仮

殿
一
日
時
、
十
二
月
十
九
日
庚
子
、
時
寅
二
点
、
修
二
理
正
殿
一
日
時
、
同
日
庚
子
、
時
寅
二
点
、」

と
あ
る
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。
山
口
木
本
・
木
作
・
立
柱
上
棟
・
仮
殿
奉
遷
の
日
時
が
順
次

定
め
ら
れ
、
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
十
二
月
十
九
日
に
正
殿
を
修
繕
し
て
後
、
還
御
し
て
い

る
。
こ
の
「
入
レ
杣
採
二
材
木
一
」
と
の
表
現
に
対
し
て
、
仮
殿
遷
宮
に
お
い
て
も
正
遷
宮
同
様

に
、
御
杣
山
に
入
り
材
木
を
採
る
こ
と
は
事
実
上
の
「
山
口
木
本
祭
」
で
あ
り
、
同
名
称
を
重

ん
じ
使
用
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る

（
52
）。

ま
た
、
こ
の
時
は
所
謂
「
御
一
宿
」
と
言
わ
れ
る
一
晩

乃
至
半
日
程
で
仮
殿
か
ら
正
殿
へ
還
御
さ
れ
て
い
る
事
例
で
、
短
期
的
な
修
繕
工
事
の
為
に
、

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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御
正
体
を
鎮
め
奉
る
仮
殿
を
設
け
る
ほ
ど
、「
一
夜
或
は
半
日
ば
か
り
の
事
な
る
を
、
新
に
御

殿
を
営
み
移
し
奉
る
は
古
よ
り
此
二
大
宮
は
い
と
尊
き
ほ
ど
明
か
な
ら
ず
や
」と
守
良
は
述
べ

（
53
）、

両
宮
が
幾
許
も
恭
敬
で
あ
っ
た
こ
と
が
言
え
る
。

次
に
祝
詞
の
項
目
で
は
、
遷
御
･還
御
の
祝
詞
に
限
っ
て
言
及
さ
れ
、「
使
中
臣
の
告
刀
も
四

度
あ
る
例
」
で
あ
る
と
述
べ

（
54
）、

順
を
追
う
と
①
正
殿
よ
り
出
御
、
②
仮
殿
へ
遷
御
、
③
仮
殿
よ

り
出
御
、
④
正
殿
へ
還
御
の
際
に
、
各
奏
上
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
掲
げ
ら
れ
て
い
る

典
拠
は
、『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
六
月
七
日
条
よ
り
引
い

た
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
心
御
柱
の
立
柱
に
相
違
を
理
由
に
し
て
延
引
し

（
55
）、

七
月
十
六
日
に

遷
御
が
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
同
条

（
56
）に

「
寅
時
出
御
、
同
日
戌
時
還
御
の
時
四
度
告
刀
申
」
と
見

ら
れ
る
。
そ
の
他
に
『
典
略
』
に
は
『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記

（
57
）』

よ
り
「
従
二
正
殿
一
出

御
の
時
告
刀
云
々
、
仮
殿
奉
鎮
の
時
、
ま
た
従
二
仮
殿
一
御
出
の
時
、
ま
た
本
宮
に
令
二
鎮
御

坐
一
時
云
々
、
已
上
四
箇
所
乃
詔
詞
ヲ
杉
原
一
枚
仁
書
之
」
の
部
分
を
掲
げ
て
、
各
四
度
の
祝

詞
を
用
紙
一
枚
に
記
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
て
、何
れ
も
神
宮
側
の
史
料
の
み
掲
載
し
て
い
る
。

次
い
で
、
殿
内
の
御
飾
り
等
に
つ
い
て
の
段
に
は
、
ま
ず
仮
殿
の
御
料
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
て
、
特
に
御
神
座
周
り
の
御
船
代
や
各
行
事
の
御
装
束
用
物
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
勅
使
部
類
記

（
58
）』

天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
閏
七
月
二
十
七
日
以
降
に
、「
一
応
丁
任
二
長
久

例
一、
令
丙
二
祭
主
一
造
乙
進
豊
受
太
神
宮
仮
殿
甲
事
、
一
応
下
任
二
長
暦
例
一、
令
レ
造
中
進
御
船
代
上
事
、

同
八
月
一
日
、
被
レ
勘
二
下
船
代
祭
日
時
一、
同
四
日
被
二
仰
下
一
云
、
於
二
御
船
代
一
者
、
任
二
長

暦
例
一、
所
レ
被
二
作
進
一
也
。
是
仮
殿
依
レ
可
二
経
レ
宿
御
一
也
。」
と
記
し
て
い
る
。
長
久
の
例
に

基
づ
い
て
外
宮
仮
殿
が
造
営
さ
れ
、
長
暦
の
例
に
基
づ
い
て
御
船
代
が
造
進
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
続
い
て
正
嘉
期
の
例
を
掲
げ
て
い
る
。
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
八
月
十
三
日
に

頭
工
等
で
直
会
殿
へ
収
め
ら
れ
、
玉
串
行
事
所
で
禰
宜
の
点
検
が
行
わ
れ
て
い
る
と
同
月
十
六

日
条
に
記
さ
れ
て
い
る

（
59
）。

御
一
宿
の
御
座
所
で
あ
っ
て
も
、
正
遷
宮
と
同
じ
よ
う
に
御
船
代
を

新
調
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、
守
良
は
「
又
仮
殿
に
は
必
ず
心
御
柱
を
立
奉
る

は
云
も
更
な
り
」
と
主
張
す
る
よ
う
に

（
60
）、

御
船
代
・
心
御
柱
を
新
調
す
べ
き
点
を
記
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
仮
殿
内
を
装
飾
す
る
た
め
の
御
料
で
あ
る
「
御
飾
・
御
壁
代
・
土
代
布
・
御
床
敷

絹
・
長
筵
」
は
、
正
遷
宮
度
と
同
様
に
各
正
権
禰
宜
（
正
員
禰
宜
と
権
禰
宜
）
等
へ
分
配
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
七
月
十
六
日
に
還
御
さ
れ
て
か
ら
翌
十
七

日
の
例
を
挙
げ
て
、「
朝
廷
の
官
庫
」
か
ら
奉
ら
れ
る
べ
き
と
述
べ
て
い
る

（
61
）。

更
に
、
同
年
四

月
八
日
条

（
62
）「

仮
殿
御
遷
宮
勤
行
間
用
途
物
、
明
衣
料
布
捌
拾
端
、
四
宇
御
門
幌
絹
一
疋
四
丈
八

尺
、
庸
布
廿
三
端
三
丈
道
敷
料
云
々
」
等
の
奉
遷
御
料
や
各
御
門
の
御
幌
、
装
束
に
至
る
ま
で

も
同
様
に
分
配
し
て
い
た
例
を
記
し
て
い
る
。
特
に
、
前
掲
の
『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』

七
月
十
五
日
条

（
63
）に

「
御
被
・
天
井
・
蚊
屋
・
壁
代
・
絹
垣
・
行
障
等
」
と
あ
り
、
同
じ
項
目
が

確
認
で
き
る
と
同
時
に
、
仮
殿
も
正
遷
宮
と
同
じ
よ
う
に
奉
飾
さ
れ
、「
か
く
仮
殿
御
飾
料
の

絹
布
を
給
ふ
事
は
古
よ
り
の
例
な
る
べ
し

（
64
）」

と
、
絹
に
よ
っ
て
調
製
さ
れ
た
御
料
を
頒
賜
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
恒
例
的
で
あ
っ
た
点
も
解
さ
れ
る
。

造
営
時
に
正
殿
を
覆
い
隠
す
た
め
の
「
雲
形
布
」
も
同
様
で
あ
る
。
建
久
年
間
に
は
、「
用

途
物
、
雲
形
料
紺
布
捌
端

（
65
）」

と
し
て
用
物
品
に
見
ら
れ
、
嘉
元
年
間
に
「
任
二
永
久
建
久
等
例
一、

奉
レ
移
二
東
宝
殿
一、
引
二
隔
雲
形
紺
布
一
可
レ
被
レ
修
二
造
正
殿
一
之
由
、

院
宣
官
状
隨
到
来

（
66
）」

と

あ
り
、
東
宝
殿
を
仮
殿
と
す
る
場
合
も
同
様
に
、
前
例
を
踏
襲
し
て
雲
形
幕
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、守
良
は
御
装
束
類
の
相
違
が
著
し
か
っ
た
と
言
え
る
寛
正
期

（
67
）の

事
例
を
引
い
て
い
る
。

「
去
明
徳
二
年
十
二
月
廿
日
御
遷
宮
者
、
山
名
奥
州
源
時

氏

謀
叛
、
内
野
合
戦
天
下
忩
劇
之
刻
、

且
為
二
御
祈
禱
一
急
被
二
遂
行
一、
仍
正
殿
一
宇
、
荒
祭
宮
正
殿
一
宇
造
畢
、
東
西
宝
殿
者
地
板
マ

テ
、
重
々
之
御
垣
者
小
柴
、
御
門
鳥
居
等
者
、
以
二
黒
木
一
致
二
沙
汰
一、
遷
御
ヲ
被
二
遂
行
一
畢
、

如
レ
斯
聊
爾
之
御
遷
宮
、
宮
立
以
来
雖
レ

無
レ

例
、
依
二

天
下
忩
劇
一、
不
レ

及
二

是
非
沙
汰
一、

非
レ
據
勤
、
不
レ
可
レ
為
レ
例
」
と
見
え
て
、
戦
況
が
激
し
く
な
り
、
急
い
で
遷
宮
を
遂
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
中
、
正
殿
と
荒
祭
宮
各
一
宇
の
造
替
に
限
ら
れ
、
東
西
宝
殿
以
下
他
の
殿
舎

の
荒
廃
著
し
く
、
そ
の
上
重
々
の
御
垣
は
小
柴
を
、
御
門
・
鳥
居
等
は
黒
木
を
使
用
し
て
造
営

に
あ
た
る
事
等
は
例
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
状
況
を
鑑
み
て
取
り
急
ぎ
是
非
を
問
わ
ず
執
り
行

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
特
例
と
し
て
い
る
。
と
て
も
正
遷
宮
の
御
殿
や
設
え
と
は
言
い

難
く
、「
仮
殿
に
似
た
り
」
と
評
し
て
い
る

（
68
）。

少
し
下
っ
て
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
閏
十
二
月
の
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
、『
二
所

皇
太
神
宮
遷
宮
次
第
記

（
69
）』

に
「
同
二
日
、
以
二
清
浄
之
榊
葉
一、
構
二
暫
時
之
仮
殿
一、
纔
奉
レ
凌
二

雨
露
一
者
也
」
と
見
え
る
。
所
謂
「
万
治
の
大
火
」
の
折
に
は
、
一
時
的
に
山
中
へ
避
難
し
て

か
ら
、
雨
露
を
凌
ぐ
程
度
の
暫
定
的
な
仮
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

更
に
『
二
所
皇
太
神
宮
遷
宮
次
第
記
』
の
中
か
ら
『
司
家
旧
記

（
70
）』

の
「
同
二
日
、
以
二
内
外

宮
大
小
工
等
一、
終
日
経
二

営
御
仮
殿
一、
同
夜
戌
時
奉
二

遷
御
一

了
（
中
略
）、
今
度
之
儀
、

雖
レ
為
二
雨
覆
仮
殿
一、
以
二
当
時
司
中
私
力
一、
造
営
難
レ
叶
之
間
、
令
レ
告
二
知
于
当
地
奉
行
所
石

川
大
隅
守
従
臣
岩
代
氏
一
之
処
、
既
自
二
朔
日
未
明
一
御
材
木
令
二
用
意
一、
翌
日
二
日
三
日
励
レ
功

尽
レ
力
営
作
畢
、
同
夜
奉
二
遷
座
一
了
」
部
分
を
引
用
し
て
、
火
災
発
生
か
ら
二
三
日
中
に
仮
殿

を
急
造
し
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
正
遷
宮
に
準
じ
て
各
諸
祭
を
重
ね
る
仮
殿
遷
宮
と
言

い
難
い
事
例
を
続
け
て
記
し
て
い
る
。

抑
も
こ
の
火
災
は
、
万
治
元
年
十
二
月
三
十
日
に
宇
治
館
町
の
民
家
か
ら
発
生
し
、
内
宮
の

正
殿
・
荒
祭
宮
・
風
日
祈
宮
・
宇
治
橋
、
東
側
の
御
敷
地
に
残
置
さ
れ
て
い
た
古
殿
ま
で
も
そ

の
炎
火
が
延
び
た
。
翌
日
中
に
仮
殿
を
新
造
し
て
、
奉
遷
す
る
旨
を
注
進
し
、
更
に
そ
の
翌
日

で
あ
る
閏
十
二
月
二
日
に
山
田
奉
行
所
よ
り
正
殿
と
各
別
宮
の
仮
殿
造
営
に
対
し
て
出
費
が
認

め
ら
れ
「
励
レ
功
尽
レ
力
営
作
」
の
御
陰
で
、
同
日
夜
に
仮
殿
へ
の
奉
遷
に
至
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
御
正
体
を
御
守
り
す
る
こ
と
を
最
優
先
と
し
た
結
果
で
あ
り
、
守
良
も
「
此
仮
殿
は
回

禄
の
後
急
速
の
造
営
な
れ
ば
実
の
仮
殿
の
例
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ

（
71
）、

奉
護
の
た
め
に
設
け
た
便

宜
的
な
御
殿
を
設
け
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
火
災
当
日
に
荒
祭
宮
の
東

側
山
頂
へ
御
遷
し
し
、
閏
十
二
月
二
日
に
仮
殿
へ
の
遷
御
を
「
儲
殿
遷
宮
」
と
し
、
翌
年
四
月

十
八
日
に
仮
殿
を
新
造
し
て
「
仮
殿
遷
宮
」
に
至
り
、
同
年
十
一
月
の
遷
御
を
「
臨
時
遷
宮
」

と
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
各
項
目
に
譲
り
、
次
の
点
を

列
挙
し
て
当
項
の
纏
め
と
し
た
い
。

一
、
仮
殿
遷
宮
は
正
遷
宮
に
准
じ
て
、
禰
宜
か
ら
次
第
を
注
進
し
て
宮
司
・
祭
主
を
経
て
上
奏

さ
れ
る
。
そ
の
後
、
御
卜
に
よ
る
占
断
に
よ
っ
て
日
時
選
定
の
上
、
宣
下
さ
れ
て
、
準
備

に
遺
漏
な
く
厳
粛
に
行
わ
れ
て
い
る
。

二
、
仮
殿
を
新
造
す
る
場
合
の
仕
様
は
、
大
嘗
宮
と
同
じ
く
黒
木
造
で
あ
っ
た
。

三
、
心
御
柱
の
奉
製
、
御
神
座
周
り
の
設
え
及
び
殿
内
奉
飾
に
関
す
る
御
装
束
類
を
絹
布
に
て

新
調
す
べ
き
点
は
、
仮
殿
遷
宮
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
。

四
、
薗
田
守
良
は
、
神
宮
側
に
伝
わ
る
記
録
類
だ
け
で
な
く
、
公
家
の
日
記
を
中
心
と
す
る
朝

廷
側
の
史
料
を
多
角
的
に
引
用
し
て
い
る
。
祭
祀
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
神
宮
側

の
史
料
に
依
拠
し
て
い
る
が
、『
伊
勢
勅
使
部
類
記
』
は
中
央
か
ら
遣
い
が
立
て
ら
れ
て

い
る
た
め
、
神
宮
の
独
自
性
が
薄
い
。
ま
た
、
各
遷
宮
記
録
の
中
で
も
『
建
久
九
年
内
宮

仮
殿
遷
宮
記
』『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
を
多
用
し
て
い
る
点
か
ら
重
視
し
て
い

た
と
言
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
典
略
』「
式
年
外
遷
宮
」
の
「
仮
殿
」
条
か
ら
見
る
守
良
の
仮
殿
遷
宮
の

定
義
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
論
証
に
必
要
で
あ
る
正
確
な
典
拠
を
選
定
し
、
極
め
て
客

観
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
た
事
が
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
既
存
殿
舎
の
使
用
に
つ
い
て

前
項
で
は
、
主
に
新
造
さ
れ
る
仮
殿
の
仕
様
、
行
事
次
第
等
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
当
項
で

は
、そ
れ
に
対
し
て
東
宝
殿
等
既
存
の
諸
殿
を
仮
殿
と
し
て
奉
遷
す
る
事
例
を
見
て
い
き
た
い
。

こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
点
は
、『
典
略
』
は
守
良
が
設
け
た
各
条
の
重
要
事
項
か
ら
順
に

記
載
さ
れ
て
い
る
点
で
、「
正
遷
宮
」
条
の
次
項
に
「
式
年
外
遷
宮
」
条
を
置
き
、
同
項
中
で

は
「
仮
殿
」
の
次
項
に
「
以
諸
殿
為
仮
殿
」
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
前
項
で
整
理
し
た

通
り
、
仮
殿
新
造
が
優
先
的
な
条
件
で
あ
る
が
新
造
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
お
い
て
は
、

代
替
え
的
な
処
置
と
し
て
東
宝
殿
を
始
め
と
す
る
「
諸
殿
」
を
仮
殿
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
次

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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の
順
位
に
値
す
る
と
考
え
得
る
。

東
宝
殿
を
仮
殿
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
は
、
守
良
に
よ
れ
ば
天
永
年
間
に
早
く
も
見
ら
れ
る

と
し
て
、『
神
宮
雑
例
集
』
天
永
元
年
（
一
一
一
〇
）
十
一
月
二
十
七
日
条
、
同
十
二
月
二
十
四

日
条
を
掲
載
し
て
い
る

（
72
）。

し
か
し
、
各
条
を
見
て
も
、
東
宝
殿
を
仮
殿
と
し
て
い
た
事
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
に
引
用
し
て
い
る
『
神
宮
雑
例
集
』

の
「
顛
倒
」
条

（
73
）つ

ま
り
心
御
柱
顛
倒
に
関
す
る
項
目
よ
り
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
該
当
部
全
文

を
見
る
と
、

天
永
元
年
十
一
月
廿
七
日
辛
卯
、
太
神
宮
仮
殿
遷
宮
也
。
寅
二
点
奉
レ
渡
二
御
躰
於
仮
殿
一、

且
奉
レ
修
二
補
御
殿
一、
且
同
日
入
レ
夜
奉
レ
替
二
立
正
殿
心
柱
一、
勤
二
後
鎮
祭
一、
廿
八
日
壬
辰
、

亥
二
点
奉
レ
移
二
御
躰
於
正
殿
一
了
。
是
去
年
依
二
心
柱
朽
損
顛
倒
一、
被
レ
行
二
仮
殿
遷
宮
一

也
。
抑
去
十
月
造
替
遷
宮
山
口
祭
、
採
二
心
柱
一
安
二
置
宮
処
一。
而
仮
殿
為
二
造
立
一、
於
二

彼
心
柱
一
者
、
依
二

宣
旨
一
任
二
評
定
一、
宮
地
坤
方
松
俣
爾
安
置
志天
、
仮
殿
造
立
之
破
退
之

後
、
如
レ
本
奉
二
安
置
一
之
。

と
あ
っ
て
、
内
宮
で
は
心
御
柱
朽
損
顛
倒
を
理
由
に
、
仮
殿
遷
宮
を
行
わ
れ
る
べ
き
旨
を
注
進

し
て
宣
下
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
天
永
元
年
か
ら
見
て
、
前
回
の
正
遷
宮
は
嘉

保
二
年
（
一
〇
九
五
）
で
あ
り
、
約
十
五
年
が
経
過
し
て
い
る
。
東
側
の
新
御
敷
地
に
お
い
て

造
営
工
事
が
始
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
瑞
垣
内
の
南
西
に
あ
る
松
の
木
の
根
元
に
、
次
回
式
年

遷
宮
用
の
心
御
柱
を
安
置
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

続
い
て
外
宮
側
で
も
、
同
書
の
全
文
を
見
た
い

（
74
）。

天
永
元
年
十
二
月
廿
四
日
戊
午
、
豊
受
宮
仮
殿
御
遷
宮
也
。
寅
二
点
奉
レ
渡
二
御
躰
於
仮

殿
一、
修
二
補
御
殿
一、
奉
レ
立
二
正
殿
心
柱
一。
廿
五
日
己
未
、
奉
レ
移
二
御
躰
於
正
殿
一
了
。
是

依
二
心
御
柱
朽
損
顛
倒
一、
所
レ
被
レ
行
也
。
抑
取
二
出
心
柱
一、
安
二
置
宮
地
一
之
日
、
宮
中
雑

人
出
鎮
之
例
也
。
而
今
度
可
二
安
置
一
之
宮
地
者
、
造
二
立
仮
殿
一
也
。
仍
無
下
可
二
安
置
一

之
処
上。
仍
當
廿
四
日
、
工
一
人
給
二
明
衣
一、
隨
二
身
荷
夫
一
入
二
御
杣
一、
造
二
出
心
柱
一、
高

宮
東
山
口
志天
逗
留
、
日
晩
入
レ
夜
、
上
中
下
人
退
出
之
後
、
直
持
二
参
正
殿
下
一、
色
節
職

掌
人
等
調
二
儲
祭
物
一、
奉
レ
立
二
心
柱
一、
勤
二
行
後
鎮
祭
一
了
。
但
准
二
正
遷
宮
之
時
之
例
一、

山
口
祭
、
木
本
祭
、
地
鎮
祭
、
後
鎮
祭
、
船
代
祭
等
、
依
二

宣
旨
一
一
々
勤
行
了
。

外
宮
で
も
守
良
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
古
殿
地
に
「
仮
殿
造
有
け
れ
ば
、
心
御
柱
立
奉
る

の
地
な
き
故
に
、
か
り
に
正
殿
の
床
下
に
奉
立
の
よ
し
な
り

（
75
）。」

と
い
う
点
は
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、「
東
宝
殿
が
仮
殿
と
定
め
ら
る
る
事
始
り
し
な
ら
ん
か
」
と
の
趣
旨
は
、
こ
の
文
脈

で
は
理
解
し
難
い
。

次
に
『
典
略
』
に
記
述
の
「
是
東
宝
殿
を
用
ひ
ら
れ
し
始
め
な
る
べ
し

（
76
）」

こ
と
を
『
神
宮
雑

例
集
』
の
「
顛
倒
」
条
、
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
、
四
月
十
一
日
改
元
「
建
久
」）
四
月
十
一
日
条

（
77
）

か
ら
引
用
し
て
い
る
。

文
治
六
年
庚
戌
四
月
十
一
日
甲
午
、
未
時
、
内
宮
正
殿
心
御
柱
朽
損
顛
倒
之
由
見
附
之
旨
、

禰
宜
等
注
進
之
間
、
頭
工
等
申
云
、
去
六
日
拝
二
見
御
板
敷
本
様
一
之
時
見
付
云
々
、
仍

祭
主
能
隆
朝
臣
同
十
三
日
言
上
。
同
廿
日
癸
卯
被
レ
行
二
御
卜
一。
同
廿
七
日
大
夫
史
廣
房

仰
云
、
一
任
二
天
仁
天
永
例
一、
可
レ
被
レ
行
二
仮
殿
御
遷
宮
一
之
処
、
已
立
二
新
殿
一、
卜
二
他

所
一
可
レ
立
二
仮
殿
一
與
。
一
可
レ
奉
レ
渡
二
便
宜
殿
一
與
。
一
相
二
待
九
月
遷
宮
一、
不
レ
可
レ
有
二

沙
汰
一
與
。
能
々
議
定
、
祭
主
宮
司
可
二
参
洛
一
也
者
。
五
月
九
日
二
宮
禰
宜
請
文
云
、

卜
二
他
所
一
立
二
仮
殿
一
事
、
御
垂
跡
以
来
宮
地
被
レ
定
二
二
所
一
之
後
、
無
二
他
所
之
例
一。
又

便
宜
殿
事
、
長
暦
四
年
依
二
外
宮
正
殿
顛
倒
一、
遷
二
宮
御
気
殿
一。
仁
安
三
年
依
二
内
宮
炎
上
一、

遷
二
宮
忌
火
殿
一。
彼
両
度
例
事
、
依
二
卒
爾
一
不
レ
経
二

奏
聞
一、
祭
主
宮
司
禰
宜
所
二
計

行
一
也
。
今
度
例
不
レ
能
二
准
拠
一。
其
中
内
宮
云
、
東
宝
殿
可
レ
宜
與
。
又
相
二
待
九
月
遷

宮
一、
殿
舎
破
損
之
時
、
尚
不
日
加
二
修
造
一。
况
心
御
柱
事
、
爭
可
レ
無
二
沙
汰
一
哉
。
就
レ
中

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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九
月
遷
宮
以
後
、
又
輙
難
レ
奉
二
改
立
一
云
々
者
。
同
五
月
十
日
、
祭
主
能
隆
朝
臣
大
司
盛

家
依
レ
召
参
洛
。
同
月
廿
二
日
乙
亥
有
二
陣
定
一。（
中
略
）
応
和
年
中
雖
レ
有
二
旧
跡
相
違
之

事
一、
空
過
二
廿
年
一。
天
仁
有
二
顛
倒
一、
天
永
奉
二
改
立
一。
是
又
送
二
一
廻
一。
然
者
来
九
月
御

遷
宮
今
両
三
月
也
。
被
二
相
待
一
何
事
之
有
哉
。
但
殊
致
二
祈
請
一、
可
レ
被
レ
行
二
御
卜
一
也

云
々
者
。
同
年
八
月
廿
五
日
丁
未
、
奉
レ
遷
二
御
躰
於
東
宝
殿
一、
改
二
立
心
御
柱
一。
但
件
宝

殿
大
床
并
高
欄
御
橋
等
、
宮
司
准
二
仮
殿
一
造
二
進
之
一。
先
レ
是
今
月
十
四
日
丙
申
、
公
卿

勅
使
権
大
納
言
藤
原
賴
實
発
遣
、
被
レ
祈
二
申
東
宝
殿
遷
宮
之
由
一。
同
年
九
月
造
替
御
遷

宮
勤
行
。

と
あ
る
。
正
遷
宮
を
当
年
に
控
え
る
中
で
、
四
月
六
日
に
外
宮
禰
宜
が
頭
工
等
と
共
に
正
殿
板

敷
の
本
様
を
確
認
す
る
た
め
内
院
に
進
ん
だ
際
、
心
御
柱
が
顛
倒
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、

三
案
を
以
て
祭
主
・
大
宮
司
に
伺
い
を
立
て
て
い
る
。
第
一
案
は
、
天
仁
・
天
永
の
例
に
任
せ

て
、
他
の
所
を
選
ん
で
仮
殿
を
設
け
て
遷
宮
を
行
い
、
正
殿
心
御
柱
を
改
立
す
る
案
。
第
二
案

が
既
存
の
殿
舎
へ
便
宜
上
奉
遷
す
る
案
で
、
長
暦
期
の
外
宮
に
お
け
る
御
饌
殿
や
仁
安
期
の
内

宮
に
お
け
る
忌
火
屋
殿
の
奉
遷
が
そ
の
前
例
で
あ
り
、
上
奏
を
経
て
い
な
い
こ
と
も
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。
第
三
案
が
同
年
九
月
に
控
え
る
式
年
遷
宮
ま
で
待
つ
と
い
う
案
で
あ
る
。
そ
し
て
、

種
々
検
討
さ
れ
五
月
十
日
に
祭
主
・
大
宮
司
が
上
洛
し
て
後
、
二
十
二
日
に
仗
議
が
行
わ
れ
た

結
果
、
陣
の
定
に
よ
り
第
二
案
に
決
定
し
便
宜
殿
、
こ
こ
で
は
東
宝
殿
を
仮
殿
と
し
て
設
え
て

奉
遷
し
、
心
御
柱
を
改
立
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

新
御
敷
地
が
新
殿
の
造
営
工
事
を
進
め
て
い
る
中
、
仮
殿
遷
宮
の
注
進
及
び
宣
旨
が
下
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
宮
地
を
新
た
に
造
成
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
く
、
御
敷
地
は
東
西
の
二
箇
所
と

定
め
ら
れ
て
い
る
。
守
良
は
、
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
の
台
風
に
よ
る
外
宮
正
殿
の
被
害
に

伴
う
仮
殿
遷
宮
と
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
の
大
火
に
よ
る
内
宮
仮
殿
遷
宮
は
、
共
に
「
今

度
例
不
レ
能
二
准
拠
一
」
と
し
て
、
遷
御
先
と
な
る
仮
殿
が
既
存
の
殿
舎
で
あ
っ
た
こ
と
は
準
拠

と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
し
て
い
る

（
78
）。

こ
こ
で
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
の
内
宮
仮
殿

遷
宮
が
東
宝
殿
へ
の
遷
御
の
初
見
と
見
て
良
い
と
思
わ
れ
、
東
宝
殿
に
心
御
柱
を
立
て
る
だ
け

で
な
く
、
大
床
・
高
欄
御
橋
を
新
造
す
る
こ
と
に
よ
り
仮
殿
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
上
、
遷

御
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

少
し
下
っ
て
『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
の
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
十
二
月
二
十
九

日
の
注
進
状

（
79
）に

「
抑
正
殿
漏
霑
之
条
、
任
二
建
久
之
例
一、
奉
レ
遷
二
御
躰
於
東
宝
殿
一
」
と
あ
り
、

建
久
元
年
の
仮
殿
遷
宮
の
例
に
基
づ
い
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
六
月
二
十
二
日
に
は
「
内
宮
仮
殿
遷
宮
、
東
宝
殿

御
一
宿

（
80
）」

と
見
え
る
こ
と

か
ら
、
建
久
元
年
と
同
じ
よ
う
に
東
宝
殿
が
仮
殿
と
さ
れ
て
、
一
夜
間
御
遷
り
に
な
ら
れ
た
こ

と
が
分
か
る
。

『
応
永
七
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
の
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
四
月
十
八
日
に
は
、「
御
教
書

云
、
内
宮
一
宿
仮
殿
遷
宮
事
、
任
二
明
徳
近
例
一、
以
二
東
宝
殿
一
為
二
行
在
所
一、
忩
遂
二
行
其
儀
一、

取
二
替
御
座
板
并
御
戸
板
等
一
」
と
あ
っ
て
、
明
徳
期
の
例
、
つ
ま
り
建
久
元
年
の
例
に
准
じ

て
御
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
同
年
の
五
月
六
日
禰
宜
の
請
文
に
「
殊
東
宝
殿
者
、

今
度
可
レ
為
二
遷
御
一
之
殿
、
忩
令
レ
用
二
意
御
橋
高
欄
一、
可
レ
致
二
修
理
一
之
由
、
厳
密
被
レ
仰
二
下

忠
澄
一、
不
日
奉
レ
成
二
遷
御
一
矣
」
と
あ
る

（
81
）。

前
例
に
基
づ
き
御
正
体
を
迎
え
る
た
め
、
東
宝
殿

に
御
橋
高
欄
が
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
追
証
で
き
る
。

更
に
、『
文
安
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
の
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
九
月
注
進
状

（
82
）に

、

注
進
、
可
下
早
被
レ
経
二
次
第
御
沙
汰
一、
忩
被
遂
二
行
仮
殿
遷
御
一
間
事
、

右
当
宮
御
仮
殿
事
、
以
前
度
々
巨
細
注
進
之
処
、
于
レ
今
停
滞
之
条
、
神
慮
難
レ
測
、
建

久
以
来
新
造
九
箇
度
、
東
宝
殿
六
箇
度
也
、
勘
文
備
レ

右

依
二
心
御
柱
相
違
一
被
レ
遂
二
行
仮

殿
一
之
時
、
於
二
東
宝
殿
一
遷
御
事
無
二
先
例
一、
爭
及
二
新
儀
御
沙
汰
一
哉
、
東
宝
殿
遷
御
之

事
者
、
古
宮
所
新
殿
造
立
之
間
、
依
レ
無
二
在
所
一
也
、
其
上
、
今
度
東
宝
殿
御
修
理
、

與
二
新
造
功
程
一
相
違
不
レ
幾
者
歟
、
然
早
被
レ
経
二
御
沙
汰
一、
任
二
先
例
一
被
レ
新
二
造
仮
殿
一、

被
レ
遂
二
行
遷
御
一、
彌
被
レ
専
二
天
下
泰
平
国
家
安
全
御
祈
祷
一
矣
、
注
進
言
上
如
レ
件
、
以
解

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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と
あ
っ
て
、
内
宮
禰
宜
等
が
幕
府
に
対
し
何
度
も
注
進
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
殿
遷

宮
に
至
ら
な
い
こ
と
を
訴
え
る
中
で
、
守
良
は
「
右
の
如
く
東
宝
殿
遷
御
は
仮
殿
造
立
の
地
な

き
故
な
る
を
、
若
其
地
あ
ら
ば
新
造
の
仮
殿
に
遷
御
あ
る
べ
き
事
上
に
辨
へ
い
へ
る
が
如
し
」

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
83
）。

従
っ
て
、
御
正
体
の
奉
遷
先
で
あ
る
殿
舎
は
、「
任
二
先
例
一

被
レ
新
二
造
仮
殿
一
」
の
通
り
、
あ
く
ま
で
も
新
造
す
べ
き
と
の
認
識
で
あ
る
。
ま
た
、「
建
久

以
来
新
造
九
箇
度
、
東
宝
殿
六
箇
度
也
、」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
『
典
略
』
内
で
、
文
治

六
年
・
嘉
元
二
年
・
明
徳
二
年
・
応
永
七
年
の
例
を
挙
げ
て
き
た
。
残
る
二
件
は
貞
治
二
年

（
一
三
六
三
）・
応
永
廿
七
年
（
一
四
二
〇
）
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
補
足
的
に
言
え
ば
『
応

永
七
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
同
五
年
十
二
月
二
十
六
日
条

（
84
）に

「
任
二
貞
治
明
徳
近
例
一、
奉
レ
遷
二

御
躰
於
東
宝
殿
一、
欲
レ
被
レ
遂
二
行
一
宿
御
仮
殿
一
間
事
」
と
あ
る
の
で
、
応
永
七
年
と
共
に
貞

治
二
年
の
件
も
同
じ
く
追
証
で
き
る
。
し
か
し
、
段
末
に
「
此
外
い
つ
の
頃
な
る
か
詳
に
考
が

た
し
。
例
文
に
よ
れ
ば
、
貞
治
二
年
・
応
永
廿
七
年
を
そ
へ
て
、
六
箇
度
の

数
に
は
あ
へ
ど
も
、
定
め
が
た
き
事
も
あ
れ
ば
、
省
き
つ
る
な
り
。
此
後
東
宝
殿
遷
御
の
事
は
物
に

見
え
ず

（
85
）」

と
結
ん
で
い
て
、『
二
所
太
神
宮
例
文
』
の
「
廿
七
年
」
に
疑
念
を
抱
い
て
い
る
。

こ
こ
で
、
東
宝
殿
を
仮
殿
と
し
た
初
見
に
つ
い
て
、
も
う
一
点
加
え
た
い
。
出
口
延
佳
神
主

の
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
遷
宮
次
第
記
』
に
「
永
久
三
年
（
一
一
一
五
）
内
宮
仮
殿
遷
宮
東
宝
殿
」

と
記
さ
れ
て
、
守
良
は
「
例
文
に
、
永
久
三
年
、
内
宮
仮
殿
遷
宮
東
宝
殿
と
い
ふ
事
を
記
し
つ

れ
ど
も
、
此
時
に
始
れ
る
と
も
見
え
ざ
れ
ば
誤
な
り
」
と
述
べ
て
い
る

（
86
）。

恐
ら
く
、
正
史
を
始

め
と
す
る
朝
廷
側
の
記
録
か
ら
も
、
他
の
神
宮
側
の
史
料
か
ら
も
典
拠
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と

類
推
さ
れ
、
明
確
な
情
報
し
か
論
証
し
な
い
一
例
と
言
え
る
。

さ
て
、
仮
殿
遷
宮
を
行
う
に
あ
た
り
、
既
存
の
殿
舎
を
奉
遷
先
と
す
る
事
例
は
東
宝
殿
に
限

ら
な
い
。
先
述
の
長
暦
の
大
風
・
仁
安
の
大
火
・
万
治
の
大
火
等
で
は
、
外
宮
の
御
饌
殿
・
内

宮
の
忌
火
屋
殿
等
の
例
を
取
り
上
げ
た
。
火
災
に
つ
い
て
は
、『
典
略
』「
式
年
外
遷
宮
」
内
に

あ
る
「
二
宮
御
炎
上

（
87
）」

条
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
内
宮
で
は
、
前
述
の
延
暦
・
仁
安
に
加

え
、
万
治
・
天
和
年
間
、
外
宮
で
は
文
明
・
延
徳
年
間
の
火
災
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
守
良
が
引
用
し
た
部
分
か
ら
仮
殿
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
の
み
抜
粋
し
な
が
ら
見
て
い
き

た
い
。
但
し
、
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
に
も
正
殿
以
下
が
御
炎
上
の
被
害
に
遭
う

（
88
）が

、
延
暦
四

年
の
正
遷
宮
以
前
で
あ
る
た
め
、
そ
の
対
象
外
と
し
た
い
。

ま
ず
、
外
宮
の
文
明
年
間
の
大
火
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。「
二
宮
御
炎
上
」
で
は
、『
外

宮
子
良
館
旧
記
』
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
十
二
月
二
十
二
日
条
の
「
午
刻
為
二
兵
火
一、
回

禄
云
々
、廿
四
日
一
禰
宜
朝
敦
神
主
、與
二
物
忌
父
二
臈
某
神
主
一、密
奉
レ
移
二
御
體
於
古
殿
一
畢
、

未
曾
有
珍
事
也

（
89
）」

を
抜
粋
し
て
お
り
、
事
件
二
日
後
の
十
二
月
二
十
四
日
に
古
殿
へ
奉
遷
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
抑
々
、
当
時
は
正
遷
宮
が
永
享
以
来
永
禄
年
間
に
至
る
迄
の
一
二
〇

余
年
中
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
期
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
正
殿
を
始
め
と
す
る
各
殿
舎
の
荒

廃
が
著
し
い
だ
け
で
な
く
、
仮
殿
を
新
造
で
き
な
い
た
め
、
古
殿
を
使
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
そ
し
て
、
未
曾
有
の
珍
事
と
は
、
宇
治
と
山
田
地
区
の
神
人
間

の
抗
争
を
指
し
て
い
る
。『
典
略
』「
二
宮
御
炎
上
」
の
条

（
90
）で

は
、
同
じ
く
『
外
宮
子
良
館
旧
記

（
91
）』

を
引
い
て
「
文
明
十
八
年
十
二
月
廿
日
、
宇
治
與
二
国
司
北
畠
氏
一
攻
二
山
田
一、
取
二
上
野
城
一、

山
田
悉
敗
軍
而
走
入
二
宮
中
一
云
々
、
榎
倉
掃
部
武
則
即
ち
村
山

武
則
な
り
。
上
下
八
人
出
二
於
宮
中
一
力
戦
、

放
二
火
於
御
殿
一、
當
二
午
寅
角
十
許
間
一
自
殺
、
時
レ
于
廿
二
日
未
刻
也
、
山
田
悉
焼
亡
、
同
廿

四
日
、
一
朝
敦
奉
レ
仮
二
遷
正
體
於
古
殿
一、
明
年
長
享

元
年
、
四
月
仮
殿
造
了
、
九
月
三
日
遷
宮
也
」

と
あ
り
、
敗
走
し
た
山
田
陣
営
で
あ
る
榎
倉
武
則
等
が
外
宮
域
内
に
侵
入
し
、
二
十
二
日
未
の

刻
（
十
四
時
）
の
頃
に
火
を
放
っ
て
自
刃
に
至
っ
た
。『
典
略
』
の
割
注
部
分
に
は
、
そ
れ
よ

り
約
三
十
時
間
経
過
し
た
二
十
四
日
亥
の
刻
（
二
十
二
時
頃
）
に
、
御
正
体
を
遷
御
し
て
い
る

点
に
つ
い
て
、
ま
ず
速
や
か
に
御
正
体
を
奉
護
す
る
こ
と
が
最
優
先
で
あ
り
、
同
時
に
相
殿
神

の
記
載
も
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

文
明
十
八
年
時
点
に
お
け
る
外
宮
の
正
殿
は
、
先
の
正
遷
宮
が
永
享
六
年
（
一
四
三
一
）
に

斎
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
約
五
十
年
の
歳
月
を
経
て
い
る
。
そ
の
中
絶
期
に
お
い
て
外
宮
側
の

記
録
類
は
、
遷
宮
記
を
始
め
、
長
官
日
記
や
引
付
等
、
著
し
く
史
料
が
乏
し
い
一
方
で
、
内
宮

側
は
藤
波
氏
経
神
主
の
著
書
・
書
写
等
を
含
め
多
く
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、『
氏

経
卿
引
付
』
の
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
十
一
月
二
十
七
日
「
大
宮
司
大
中
臣
氏
長
書
状

（
92
）」

に
、

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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「
外
宮
仮
殿
之
事
、
可
二
造
進
一
之
由
被
二
仰
出
一
候
、
仍
工
等
為
二
黒
木
採
用
一、
可
レ
入
二
当
山
一
候
、

任
レ
例
無
二
相
違
一
候
者
、
所
レ
仰
候
、
恐
々
謹
言
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
宮
仮
殿
御
料
の
黒

木
を
内
宮
領
内
か
ら
採
る
よ
う
通
告
し
て
い
て
、
過
去
に
前
例
が
あ
る
事
も
分
か
る
。
以
後
、

同
年
十
二
月
十
九
日

（
93
）に

は
仮
殿
遷
宮
に
至
っ
て
い
る
が
、
享
徳
期
以
降
仮
殿
遷
宮
の
記
録
が
見

え
な
い
た
め
詳
細
を
窺
い
知
れ
な
い
が
、
享
徳
期
に
造
営
さ
れ
た
仮
殿
が
古
殿
地
に
残
置
し
て

い
る
と
類
推
す
る
。
そ
し
て
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
の
宇
治
山
田
合
戦
の
末
に
、
外
宮

正
殿
の
火
災
が
発
生
す
る
。
現
宮
地
で
あ
る
東
側
を
中
心
に
炎
上
し
、
遷
御
先
を
東
宝
殿
・
御

饌
殿
・
忌
火
屋
殿
を
外
し
て
、
西
側
で
あ
る
古
殿
を
選
択
し
た
と
推
考
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
仮
殿
と
比
し
て
も
前
例
に
は
な
い
経
緯
を
有
し
て
い
る
。
更
に
、「
仮
殿
」
の
域
を
出
て
し

ま
う
が
、
守
良
の
「
二
宮
御
炎
上
」
条
は
、
吉
田
兼
倶
の
外
宮
の
「
御
神
体
の
儀
口
伝
存
知
の

由
」
を
「
深
き
下
心
有
て
の
事
」
と
糾
弾
し
て
い
て
、
詳
細
を
『
典
略
』「
卜
部
系
図
」
で
重

ね
て
論
じ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
「
二
宮
御
炎
上
」
条
に
は
、
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
）
八
月
十
八
日
に
発
生
し

た
火
災
に
つ
い
て
も
、『
外
宮
子
良
館
旧
記

（
94
）』

を
引
い
て
い
る
。「
古
殿
の
御
仮
殿
天
火
に
て
御

や
け
候
、
御
た
か
ら
物
な
と
も
こ
と
〳
〵
く
御
や
け
候
、
お
な
し
く
御
舟
し
ろ
も
御
や
け
候
、

其
た
か
ら
物
共
ハ
、
御
政
印
の
御
蔵
へ
御
う
つ
し
候
、
同
御
舟
し
ろ
ハ
酒
殿
御
蔵
へ
御
う
つ
し

候
、」
と
あ
り
、
古
殿
地
に
残
置
さ
れ
て
い
た
仮
殿
・
宝
殿
等
が
炎
上
、
罹
災
し
た
御
神
宝
並

び
に
御
船
代
を
御
政
印
御
蔵
・
御
酒
殿
の
そ
れ
ぞ
れ
へ
御
遷
し
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、「
同
書
」

の
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
九
月
十
四
日
条
に
、「
正
殿
殿
・
御
か
り
殿
天
火
や
ら
ん
、
又
ハ

つ
け
火
に
て
候
や
ら
ん
御
焼
候
、
同
御
船
代
の
ふ
た
御
あ
き
候
て
御
座
候
間
、
不
審
に
て
候
、

そ
の
と
き
長
官
宮
後
の
朝
敦
と
申
長
官
に
て
御
入
候
、
の
こ
り
の
禰
宜
さ
ま
も
み
な
〳
〵
御
祭

禮
の
御
参
籠
に
て
館
に
御
座
候
間
、
い
そ
き
御
ま
ゐ
り
候
て
御
拝
見
候
て
、
や
か
て
御
神
躰
ハ
、

一
の
禰
宜
殿
ま
つ
調
の
御
蔵
へ
う
つ
し
御
申
候
、
同
御
ふ
な
し
ろ
・
同
御
樋
代
ハ
、
酒
殿
御
倉

へ
御
う
つ
し
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
正
体
は
御
敷
地
北
側
の
調
御
倉
へ
、
御
船
代
と
御
樋

代
は
御
酒
殿
へ
各
奉
遷
し
て
い
る
。
翌
十
五
日
に
急
い
で
仮
殿
を
設
け
て
、
発
生
よ
り
二
日
後

の
十
六
日
に
は
仮
殿
へ
御
遷
し
し
て
い
て
、
一
日
間
で
仮
殿
を
設
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

（
95
）、

違
例
に
尽
き
る
仮
殿
遷
宮
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

守
良
は
、
外
宮
に
お
け
る
文
明
十
八
年
十
二
月
・
長
享
三
年
（
延
徳
元
年
）
八
月
・
翌
二
年

九
月
の
火
災
が
、「
幾
年
も
経
ざ
る
に
三
箇
度
の
御
炎
上
は
珍
事
な
り
け
り
。」
と
述
べ

（
96
）、

五
年

も
満
た
な
い
期
間
で
の
三
度
に
亘
る
火
災
に
「
天
火
」
と
の
み
表
現
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
問

題
が
あ
り
、「
さ
れ
ど
是
を
し
も
天
火
と
の
み
い
ふ
は
、
外
神
宮
の
飾
詞
な
る
べ
く
、
又
亀
鳴

を
此
御
炎
上
の
示
怪
と
云
も
い
か
が
な
り

（
97
）」

と
し
て
、
科
学
的
根
拠
を
有
さ
ず
、
責
任
の
所
在

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
言
い
回
し
を
疑
問
視
し
て
い
る
。

最
後
に
、
当
条
で
守
良
が
挙
げ
て
い
る
「
諸
殿
」
の
実
例
は
、
内
宮
天
和
年
間
の
大
火
で
あ

る
（
98
）。『

天
和
三
年
内
宮
臨
時
御
遷
宮
之
覚
』
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
十
二
月
十
四
日
の
覚
書

か
ら

（
99
）「

十
三
日
夜
子
刻
、
内
宮
正
殿
東
西
宝
殿
御
炎
上
云
々
、
奉
二
遷
山
中
一、
次
奉
レ
安
二
鎮
古

殿
一
候
」
と
引
い
て
お
り
、
古
殿
へ
遷
御
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
も
、『
典
略
』
の
「
二

宮
御
炎
上
」
条
に
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
当
時
長
官
で
あ
っ
た
藤
波
氏
富

神
主
の
日
記
で
あ
る
『
氏
富
記

（
100
）』

が
詳
し
い
。
そ
こ
に
は
、
火
災
発
生
直
後
、
正
殿
よ
り
相
殿

神
を
含
め
る
御
正
体
を
恙
な
く
奉
遷
し
、
将
軍
よ
り
下
賜
さ
れ
た
太
刀
や
奉
安
さ
れ
て
い
る
御

神
宝
も
取
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、氏
富
が
正
殿
の
御
正
体
を
奉
戴
し
、

古
殿
よ
り
奉
出
さ
れ
た
御
船
代
に
榊
を
覆
い
、
同
所
に
相
殿
神
と
御
神
宝
類
を
遷
し
、
四
方
を

幔
幕
で
囲
っ
て
奉
護
に
務
め
て
い
る
。
恐
ら
く
御
正
体
は
、
御
樋
代
と
共
に
奉
遷
さ
れ
る
が
、

御
船
代
と
御
一
体
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
悉
く
祓
い
を
徹
底
す
る
点
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
正
殿
の
御
飾
り
で
も
見
ら
れ
る
壁
代
の
代
用
品
と
言
う
べ
き
幔
幕
を

張
り
巡
ら
せ
、
修
祓
で
も
用
い
ら
れ
る
榊
で
覆
う
こ
と
に
よ
り
、
如
何
に
正
殿
の
奉
斎
の
状
態

に
尽
く
す
か
と
い
う
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

加
え
て
言
う
と
、
遷
宮
記
は
記
録
で
あ
る
の
で
、
注
進
状
等
の
結
果
が
見
え
る
も
そ
こ
に
至

る
過
程
が
表
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
長
官
日
記
で
あ
る
『
氏
富
記
』
に
は
、
細
か
い
経
緯
が
記

さ
れ
て
い
る
。
同
月
十
三
日
に
山
中
へ
奉
遷
し
て
、
古
殿
を
仮
殿
と
し
て
御
遷
し
し
て
後
、

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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十
五
日
に
禰
宜
層
以
下
で
協
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
同
日
此
度
御
炎
上
ニ
付
、
仮
殿
遷
宮
ニ
訴
訟
可
レ
申
哉
、
臨
時
遷
宮
ニ
願
可
レ
申
哉
、

予
申
候
者
只
今
之
古
殿
を
則
仮
殿
ニ
用
ひ
臨
時
之
遷
宮
を
訴
訟
可
レ
申
、
先
年
御
炎
上

之
節
者
飯
屋
殿
ニ
さ
へ
奉
遷
候
へ
は
、
只
今
之
古
殿
を
仮
殿
に
用
る
事
可
レ
然
と
や
、

二
祢
宜
被
レ
申
候
者
、
此
度
之
儀
者
万
治
之
例
ニ
被
レ
致
候
而
、
先
仮
殿
被
二
遂
行
一
其

後
臨
時
之
遷
宮
被
レ
行
可
レ
然
と
之
事
也
、
十
経
晃
氏
守
等
申
云
、
二
祢
宜
申
分
之
時

者
仮
殿
者
何
方
ニ
可
レ
被
レ
立
哉
、
只
今
之
御
屋
敷
ハ
頓
而
式
年
遷
宮
参
候
ヘ
は
是
以

仮
殿
之
地
ニ
難
レ
成
、
如
何
候
哉
、
二
祢
宜
被
レ
申
候
者
、
仮
殿
ハ
古
殿
之
東
、
則
東

宝
殿
之
跡
ニ
可
レ
作
と
也
、
経
晃
申
云
、
又
臨
時
を
被
二
遂
行
一
者
、
来
式
年
遷
宮
ニ
則

此
臨
時
を
被
レ
用
候
様
ニ
と
存
無
二
心
元
一
事
や
、
二
祢
宜
被
レ
申
候
者
、
兎
角
仮
殿

不
レ
被
二
遂
行
一
候
者
、
宮
司
ゟ
六
ヶ
敷
可
レ
被
レ
申
、
先
年
万
治
之
節
之
出
入
も
仮
殿
之

儀
ニ
付
て
之
事
也
、
能
々
思
案
可
レ
申
と
也
、
氏
守
被
レ
申
候
ハ
万
治
之
節
者
地
を
払

て
炎
上
な
れ
ハ
、
暫
時
仮
殿
を
作
奉
二
遷
座
一
候
へ
は
外
ニ
又
奉
遷
所
無
レ
之
、
然
故
新

造
仮
殿
を
被
レ
行
事
也
、
今
度
ハ
古
殿
有
レ
之
候
へ
は
是
を
仮
殿
可
レ
致
事
可
レ
然
也
、

予
申
候
者
、
仮
是
難
二
一
決
一
候
得
者
、
兎
角
先
例
共
を
申
達
候
上
、
此
度
ハ
臨
時
を

被
レ
行
式
年
ニ
御
用
可
レ
有
哉
、
但
又
式
年
ハ
又
可
レ
被
二
成
下
一
哉
、
又
仮
殿
臨
時
共
ニ

可
レ
被
レ
行
哉
、
下
野
守
殿
得
二
御
意
一
御
吟
味
次
第
可
レ
然
と
也
、
各
伺
二
此
儀
一

と
記
さ
れ
て
い
る

（
101
）こ

と
か
ら
、
氏
富
は
古
殿
を
仮
殿
と
し
て
臨
時
遷
宮
を
行
う
よ
う
注
進
す
る

考
え
に
あ
る
。
対
し
て
二
禰
宜
経
盛
は
、
新
た
に
仮
殿
を
設
け
て
奉
遷
す
べ
き
旨
を
意
見
し
て

い
る
が
、
こ
の
意
見
に
対
し
て
、
十
禰
宜
経
晃
と
権
禰
宜
氏
守
は
仮
殿
を
設
け
る
場
所
が
な
い

と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
問
題
は
古
殿
地
側
の
御
敷
地
は
来
る
式
年
遷
宮
の
宮
地
に
な
る
た

め
、
造
営
工
事
の
開
始
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
宮
司
も
難
色
を
示

し
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
と
の
意
向
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
終
的
に
は
、
こ
こ
で
決
定

致
し
か
ね
る
た
め
、
検
討
し
た
件
を
整
理
し
て
幕
府
側
の
窓
口
で
あ
る
山
田
奉
行
所
へ
事
の
経

緯
を
追
っ
て
提
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
吟
味
さ
れ
て
か
ら
、
結
果
的
に
氏
富
案
で
あ
っ
た
古
殿

を
仮
殿
と
し
て
奉
飾
し
、
明
年
の
臨
時
遷
宮
へ
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
式
年
造
替
後
の
古
殿
を
仮
殿
と
し
て
再
び
御
正
体
を
御
遷
し
す
る
点
に
つ
い
て
は
、

些
か
例
外
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
世
に
お
け
る
古
殿
解
体
時
期
と
、
そ
れ
以
前
と
で
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
既
に
櫻
井
勝
之
進
氏
の
『
伊
勢
神
宮
の
祖
型
と
展
開
』「
古

殿
の
存
置

（
102
）」

の
項
目
で
、
古
殿
の
撤
却
時
期
に
つ
い
て
の
考
察
が
見
ら
れ
、
そ
の
変
遷
を
大
き

く
区
分
し
た
い
。

ま
ず
、
藤
波
氏
経
が
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
の
正
遷
宮
を
迎
え
た
後
、
翌
年
に
撤
却
す
る

古
殿
（
永
享
期
造
営
の
御
殿
）
を
鎌
倉
以
降
の
近
例
に
準
拠
を
見
出
し
、
古
殿
を
約
三
年
残
置

す
る
こ
と
を
違
例
で
は
な
い
と
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
依
っ
て
、

中
世
で
は
恒
例
的
に
古
殿
解
体
が
翌
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

次
に
、近
世
に
お
い
て
は
式
年
遷
宮
諸
祭
で
あ
る
後
鎮
祭
斎
行
と
同
時
に
古
殿
が
撤
却
さ
れ
、

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
ま
で
そ
の
慣
例
が
敷
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
は

現
行
と
同
様
に
遷
御
翌
年
に
解
体
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
良
い
。

そ
の
上
で
同
氏
は
、
古
殿
を
仮
殿
と
し
て
奉
遷
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ら
の
異
常
の

時
に
お
け
る
措
置
を
一
応
例
外
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
以
往
に
あ
っ
て
は
古
殿
は
万
や
む
を
得
ざ
る
事
情
が
起
こ
る
ま
で
は
、
あ
え
て

手
を
触
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
存
置
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
。

（
103
）」

と
述
べ
、
更
に

近
世
に
入
る
と
「
古
殿
が
万
一
の
際
の
仮
殿
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
古

殿
の
存
置
は
そ
う
い
う
実
用
目
的
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
非
常
の
場
合
に
た
ま
た

ま
充
用
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
。」
と
結
論
付
け
て
い
る
点
を
付
記
し

た
い

（
104
）。

さ
て
当
項
で
は
、
新
造
さ
れ
る
仮
殿
で
は
な
く
、
既
存
の
諸
殿
舎
を
仮
殿
と
し
て
奉
遷
さ
れ

る
事
例
を
掲
げ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
優
先
さ
れ
る
点
は
、東
西
の
宮
地
内
で
あ
る
と
い
う
点
、

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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次
に
宮
地
に
隣
接
す
る
神
域
内
の
殿
舎
で
あ
る
点
と
、
順
位
付
け
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、

そ
の
殿
舎
は
東
宝
殿
・
御
饌
殿
・
古
殿
、
更
に
は
内
宮
忌
火
屋
殿
・
外
宮
調
御
倉
も
対
象
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
守
良
は
、
あ
く
ま
で
も
事
例
の
列
挙
に
努
め
て
い
る
が
、
彼
の
見
解
を

含
め
当
項
の
特
徴
を
整
理
し
た
い
。

一
、
大
前
提
と
し
て
、
仮
殿
は
新
造
す
べ
き
で
あ
る
が
、
新
御
敷
地
に
お
い
て
式
年
遷
宮
の
造

営
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
仮
殿
を
設
け
る
宮
地
が
な
い
事
を
理
由
に
現
御
敷
地

の
東
宝
殿
に
大
床
・
高
欄
御
橋
を
新
造
し
、
仮
殿
と
し
て
使
用
し
た
。

二
、
御
饌
殿
・
忌
火
屋
殿
・
古
殿
・
調
御
倉
等
を
仮
殿
と
す
る
場
合
、
す
べ
て
火
災
や
水
害
等

の
緊
急
を
強
い
ら
れ
る
際
の
対
処
法
で
あ
っ
た
。
本
来
御
正
体
を
御
遷
し
す
る
場
合
は
、

先
だ
っ
て
上
奏
し
て
宣
下
さ
れ
る
が
、
御
正
体
の
奉
護
を
最
優
先
と
す
る
止
む
を
得
な
い

手
段
で
あ
っ
た
。

三
、
当
条
の
全
文
は
、
行
数
に
し
て
七
十
行
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
内
、
東
宝
殿
遷
御
に
四

十
七
行
と
全
体
の
約
三
分
の
二
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
の
典
拠
は
、『
百
錬
抄
』『
兵
範
記
』

だ
け
が
朝
廷
の
史
料
で
、『
神
宮
雑
例
集
』
や
「
各
遷
宮
記
」
等
ほ
と
ん
ど
神
宮
側
の
史

料
で
考
証
さ
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
神
宮
側
の
記
録
の
方
が
事
態
の
詳
細
を
把
握
で

き
、
正
確
で
あ
る
た
め
と
推
察
で
き
る
。

四
、
怪
異
を
理
由
と
す
る
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て

「
怪
異
に
依
る
仮
殿
」
遷
宮
の
理
由
と
し
て
、
守
良
は
『
典
略
』
本
文
中
に
風
水
害
だ
け
で

な
く
、「
盗
賊
狂
男
の
参
入
、
或
は
鼠
鴿
な
ど
の
御
葺
萱
を
損
し
、
御
装
束
を
湿
し
、
或
は
牛

馬
の
心
御
柱
を
犯
し
な
ど
す
る
は
皆
怪
異
事
」
と
説
い
て
い
る

（
105
）。

そ
の
不
浄
に
触
れ
る
と
い
う

意
か
ら
、
仮
殿
を
設
け
て
御
正
体
を
御
遷
し
し
、
修
繕
や
奉
飾
等
を
終
え
て
仮
殿
よ
り
還
御
す

る
と
い
う
清
浄
の
徹
底
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
大
風
」「
大
雪
」
に
よ
る
殿
舎
の
転
倒
、

「
狂
人
」「
盗
賊
人
」
参
入
に
よ
る
不
浄
、「
鼠
」「
牛
馬
」「
鴿
」
に
よ
る
被
害
を
す
べ
て
怪
異

と
し
、
こ
こ
で
は
計
七
項
目
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
大
風
」
に
よ
る
怪
異
を
み
た
い
。『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）

七
月
二
十
六
日
条

（
106
）に

「
西
風
俄
吹
テ
、
豊
受
太
神
宮
正
殿
、
東
西
宝
殿
、
瑞
垣
御
門
等
払
レ
地

顛
倒
」
と
し
て
、
前
述
第
二
項
で
例
を
挙
げ
た
外
宮
正
殿
が
大
風
に
よ
る
被
害
を
受
け
、
一
時

的
に
難
を
逃
れ
、
仮
殿
遷
宮
に
至
っ
た
一
件
で
あ
る
。『
百
錬
抄

（
107
）』

や
、
神
宮
の
申
状
を
以
っ

て
実
際
に
後
朱
雀
院
へ
奏
聞
し
た
藤
原
資
房
の
日
記
で
あ
る
『
春
記

（
108
）』、

加
え
て
鎌
倉
初
期
に

成
立
し
た
説
話
集
『
古
事
談

（
109
）』

と
多
く
の
視
点
か
ら
同
類
の
条
文
を
引
用
し
て
い
る
。

大
風
に
よ
る
殿
舎
の
被
害
は
、
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
八
月
四
日
に
も
見
ら
れ
、『
扶
桑

略
記

（
110
）』、『

百
錬
抄

（
111
）』

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
風
に
よ
り
、
内
宮
の
西
宝
殿
一
宇
と
回
廊
、

外
宮
の
東
西
宝
殿
等
の
殿
舎
に
被
害
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
守
良
は
「
寛
治
四
年

十
二
月
に
、
二
宮
仮
殿
遷
宮
有
け
る
を
併
せ
考
ふ
る
に
、
宝
殿
の
造
営
は
浅
間
な
り
け
ん
」
と

考
察
し

（
112
）、

二
年
前
に
あ
た
る
寛
治
四
年
十
二
月
に
仮
殿
遷
宮
を
行
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

大
風
で
御
殿
に
影
響
が
出
る
程
、
造
営
が
浅
は
か
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
大
雪
」
に
よ
る
怪
異
に
つ
い
て
は
、『
管
見
記
』
よ
り
引
い
て
い
る
が
、
同
書
で
あ
る
『
公

衡
公
記
』
の
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
十
二
月
二
十
六
日
注
文
状
に
「
昨
日
依
深
雪
当
宮
以
西

松
木
倒
二
懸
西
宝
殿
一、
彼
殿
令
二
破
損
一
給
、
東
宝
殿
并
瑞
垣
御
門
千
木
等
折
損
云
々

（
113
）」

と
あ
る
。

雪
の
重
み
で
松
の
木
が
傾
き
、
外
宮
西
宝
殿
に
掛
か
り
、
被
害
が
及
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
。
し

か
し
、
そ
の
直
前
で
あ
る
同
年
十
月
十
一
日
に
「
豊
受
太
神
宮
神
主
、
注
進
、
可
下
早
経
中
次

第
上
奏
上、
任
二
先
例
一
勤
二
行
御
一
宿
御
仮
殿
一、
忩
被
レ
奉
レ
直
二
新
宮
御
方
心
御
柱
所
損
間
事
一、

（
114
）」

と
そ
の
注
進
状
が
載
せ
ら
れ
て
、
弘
安
十
年
九
月
の
正
遷
宮
後
に
、
参
詣
人
増
加
に
よ
る
天
平

賀
の
破
損
や
心
御
柱
の
御
餝
・
榊
の
損
失
が
見
え
、
そ
れ
に
併
せ
て
西
宝
殿
・
御
門
の
被
害
が

重
な
り
、「
大
雪
」
の
被
害
は
そ
の
一
因
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）

九
月
二
日
に
御
一
宿
の
仮
殿
遷
宮
に
至
っ
て
い
る

（
115
）。

「
狂
人
」
の
参
入
に
よ
る
怪
異
は
、『
百
錬
抄
』
承
安
四
年
（
一
一
七
四
）
四
月
三
十
日

（
116
）に

「
去

年
外
宮
宝
殿
簀
子
狂
男
子
上
事
等
也
」
に
つ
い
て
仗
議
さ
れ
て
い
て
、
事
件
翌
年
に
仮
殿
遷
宮

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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に
至
っ
て
い
る
。『
玉
葉
』
に
も
同
日
の
記
事
に
詳
細
が
見
え
る

（
117
）。

更
に
『
平
戸
記
』
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
八
月
二
十
三
日
条

（
118
）に

、

仁
治
三
年
八
月
二
十
三
日

官
外
記
勘
申
、
祭
主
神
祇
権
大
副
大
中
臣
隆
通
卿
言
上
、

於
二
豊
受
大
神
宮
内
院
瑞
垣
御
門
内
一、
見
二
附
梳
レ
髪
男
一、
何
様
可
レ
有
二
沙
汰
一
哉
事
、

右
大
臣
、
実経
、
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
、
実雄
、
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
為
経
定
嗣
等
定
申
云
、

任
二
承
安
例
一
可
レ
被
二
量
行
一、
○
中

略

匪
二
仍
狂
乱
之
身
一
昇
二
御
殿
簀
子
一、
其
所
為
等
縡
絶
二

常
篇
一、
早
行
二
彼
罪
科
一、
殊
可
レ
被
二
祈
謝
一、
兼
亦
如
二
神
宮
奏
状
一
者
、
大
破
無
二
比
類
一

四
面
猶
不
レ
全
云
々
、
今
此
狂
人
入
二
墻
郡
一、
是
則
修
造
擁
滞
之
咎
、
番
直
懈
怠
之
故
也
、

○
中

略

大
宰
権
帥
藤
原
朝
臣
資賴
、
定
申
云
、
任
二
承
安
例
一
行
二
仮
殿
遷
宮
一、
可
レ
被
レ
造
二
替
神

殿
簀
子
階
等
一
與
、
件
男
病
痛
相
侵
、
言
嗣
不
レ
詳
云
々
、
参
入
旨
趣
非
レ
無
二
疑
殆
一、
猶

尋
二
捜
子
細
一、
重
委
可
二
言
上
一
與
、
且
隨
二
申
状
一
可
レ
被
レ
定
二
其
科
一、
凡
虎
光
出
レ
拝
猶

為
二
忠
守
之
過
一、
況
狂
男
入
レ
垣
、
徧
是
番
直
之
疎
也
、（
後
略
）

と
詳
細
を
引
用
し
て
い
る
。「
狂
男
」
と
表
記
す
べ
き
で
は
な
く
、
僧
の
忌
み
言
葉
と
し
て

「
梳
レ
髪
男
」
と
し
て
い
る
点
に
触
れ
、
そ
の
男
の
参
殿
を
怪
異
と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、

承
安
の
例
に
任
せ
て
仮
殿
遷
宮
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
指
摘
に
終
わ
ら
ず
、

前
年
の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
の
十
月
十
九
日
に
、
外
宮
は
仮
殿
遷
宮
が
斎
行

（
119
）さ

れ
て
い
て
、

御
造
営
の
直
後
で
あ
る
た
め
「
実
に
四
面
御
垣
厳
重
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
仮
殿
造
替
の

大
司
怠
懈
の
故
と
い
ふ
べ
き
な
り
。」
と
咎
め
て
い
る
。
更
に
翌
年
の
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）

四
月
二
十
八
日

（
120
）に

、
仮
殿
遷
宮
に
至
る
が
、
そ
の
理
由
に
「
抑
今
度
御
遷
宮
、
非
二
殿
内
漏
湿

之
儀
一、
去
年
三
月
十
日
、
狂
人
美
濃
国

住
人
、
参
二
昇
正
殿
大
床
一
之
間
、
為
二
御
簀
子
御
階
造
替
一
」
と

の
理
由
を
列
挙
し
て
仮
殿
遷
宮
に
至
っ
て
い
る
。

「
盗
賊
人
」
参
入
に
よ
る
不
浄
に
つ
い
て
は
、
仮
殿
遷
宮
の
初
見
で
も
触
れ
た
延
暦
十
年

（
七
九
一
）
八
月
五
日
に
生
じ
た
事
件
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
並
び
に
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』

を
引
用
し
て
「
数
多
の
盗
人
が
東
宝
殿
に
参
入
」
し
て
「
盗
二
賜
御
調
、
糸
等
一
」
の
被
害
が

出
た
と
み
ら
れ
る

（
121
）。

下
っ
て
応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
十
二
月
二
日
「
為
二
盗
人
一
神
宝
御
装
束

紛
失
事
、
忩
遂
二
行
仮
殿
遷
宮
一、
取
二
替
御
戸
板
并
御
坐
板
等
一、
可
レ
奉
レ
祓
二
清
神
殿
一
之
由

（
122
）」

と
祭
主
に
上
申
し
て
お
り
、御
神
宝
を
始
め
装
束
類
に
被
害
が
あ
っ
た
た
め
仮
殿
遷
宮
を
行
い
、

正
殿
の
御
扉
や
御
坐
板
と
言
わ
れ
る
御
船
代
を
安
置
す
る
た
め
の
土
代
等
を
新
調
し
て
い
る
。

「
狂
人
参
入
に
よ
る
怪
異
」
と
同
様
に
番
直
者
の
怠
り
と
、
御
垣
の
粗
悪
な
状
態
が
原
因
と
断

定
し
、
双
方
と
も
特
に
謹
ん
で
従
事
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。

「
鼠
」
の
怪
異
は
、『
百
練
抄
』
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
九
月
二
十
日
条

（
123
）に

、「
今
夜
有
二
仗
議
一。

太
神
宮
御
船
代
干マ

マ

透
鼠
出
入
有
二
其
恐
一
可
レ
被
二
造
替
一
哉
事
也
。」
と
あ
っ
て
、
内
宮
の
正
殿

内
に
鼠
の
遺
骸
が
見
つ
か
り
、
御
船
代
に
鼠
の
出
入
り
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
同
年
十
月
二
十
二

日
に
仮
殿
遷
宮
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
他
に
、
建
長
年
間
に
も
外
宮
に
て
御
装
束
類
に
虫
喰
い

の
汚
損

（
124
）、

御
装
束
に
被
害
の
中
で
も
、
い
さ
さ
か
そ
の
対
応
を
批
判
し
て
い
る
の
が
、
元
弘
二

年
（
一
三
三
二
）
の
事
例
で
あ
る
。

南
北
朝
時
代
に
入
っ
て
も
類
似
の
被
害
が
続
き
、『
伊
勢
勅
使
部
類
記

（
125
）』

に
「
正
慶
元
年
、

内
宮
御
装
束
二
種
鼠
喰
損
事
、
及
二
仮
殿
御
沙
汰
一、
度
々
雖
レ
被
レ
仰
二
忠
緒
一、
此
時
の
大
神

宮
司
な
り
。
終
以

不
二
造
進
一
之
間
、
送
二
十
余
年
一
康
永
奉
レ
遷
二
新
宮
一
畢
。」
と
、
装
束
類
に
鼠
に
よ
る
被
害
が

見
ら
れ
て
も
、
度
々
宮
司
に
上
申
す
る
も
一
向
に
仮
殿
遷
宮
に
至
ら
ず
、
実
に
十
一
年
後
の
康

永
二
年
（
一
三
四
三
）
に
正
遷
宮
を
迎
え
て
い
る
。
こ
の
間
、
何
度
も
違
例
を
注
進
し
て
い
る

こ
と
に
対
し
て
、
守
良
は
「
此
怪
異
に
よ
り
て
早
速
仮
殿
造
替
在
べ
き
を
、
度
々
の
御
沙
汰
も

用
ひ
ず
十
余
年
も
造
替
な
く
、
空
し
く
式
年
を
相
待
け
る
大
司
忠
緒
の
懈
怠
不
忠
を
糺
し
給
は

ざ
る
よ
し
あ
る
に
や
」
と
述
べ
、
時
の
大
宮
司
で
あ
る
大
中
臣
忠
緒
を
批
判
し
て
い
る

（
126
）。

ま
た
、
永
仁
五
年
（
一
二
七
九
）
の
注
進
状

（
127
）に

「
一
可
下
早
且
仰
二
宮
司
長
藤
朝
臣
一、
勤
二
行

仮
殿
一、
且
相
二
忩
調
献
御
沙
汰
一、
被
令
レ
奉
レ
餝
二
替
本
宮
御
装
束
内
四
種
鼠
喰
損
一
事
、」
と

あ
り
、
鼠
に
よ
る
御
装
束
の
被
害
が
理
由
で
あ
る
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

他
に
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
に
心
御
柱
が
鼠
の
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
御
一

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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宿
の
例

（
128
）を

挙
げ
て
い
て
、
同
被
害
が
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
前
半
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が

特
徴
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
守
良
は
諸
々
の
事
例
を
挙
げ
て
、
次
の
二
点
を
書
き
綴
っ
て
い
る

（
129
）。

一
点
目
は
、
天
正
期
以
前
の
殿
舎
は
屋
根
板
が
無
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
檜
の
皮
の
上

に
直
接
萱
を
葺
く
と
い
う
造
営
方
式
で
あ
っ
た
た
め
、
腐
食
が
進
む
と
雨
漏
れ
を
招
き
、
そ
れ

に
伴
う
御
屋
根
の
修
理
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
御
神
座
の
上
部
で
あ
る
御
屋
根
に
上
っ
て

行
き
来
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
補
修
作
業
も
致
し
か
ね
る
た
め
、
仮
殿
へ
遷
御
し
て
正
殿
を

修
繕
し
た
の
で
あ
る
。

二
点
目
は
、
工
匠
の
疎
怠
と
御
用
材
を
水
中
乾
燥
さ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る
。
守
良
は

良
匠
に
御
船
代
に
亀
裂
が
走
り
害
虫
の
出
入
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
尋
ね
、
材
木
に
水
を
蓄
え

て
造
営
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
、
御
用
材
が
暴
れ
た
り
割
れ
た
り
す
る
た
め
、
使
用
し
て
は
い
け

な
い
と
の
結
論
に
至
っ
て
い
る
。
天
正
期
を
境
に
、
仮
殿
遷
宮
は
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
に
な

る
が
、
従
前
の
理
由
か
ら
造
営
が
非
常
に
厳
重
に
な
っ
た
点
を
あ
げ
て
い
る
。

次
に
「
牛
馬
」
の
怪
異
に
つ
い
て
で
あ
る
。
守
良
は
、『
神
宮
雑
例
集
』
に
例
が
見
え
る
こ

と
と
併
せ
て
『
典
略
』
の
「
心
御
柱
」
の
条
に
先
述
し
た
と
記
載
し
て
い
る
が
、
牛
馬
の
類
は

見
当
た
ら
ず
、
た
だ
「
築
立
つ
る
程
は
い
さ
さ
か
も
邪
み
な
く
、
正
し
く
立
奉
る
例
な
り
。
も

し
い
さ
ゝ
か
に
て
も
傾
く
こ
と
あ
れ
ば
、
其
職
人

掌
脱
カ

に
祓
を
課
す
る
事
古
記
に
見
え
た
り
。」
と

述
べ
る
に
留
め
て
い
る

（
130
）。

ち
な
み
に
職
掌
人
は
禰
宜
、
大
物
忌
、
宇
治
大
内
人
、
山
向
内
人
の

事
を
指
し
て
い
る
。

そ
の
『
神
宮
雑
例
集
』
か
ら
は
、
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
十
一
月
十
八
日
夜
中
に
牛
が
侵

入
し
、
外
宮
の
心
御
柱
の
榊
葉
を
喰
い
損
ず
る
こ
と
が
生
じ
、
翌
十
九
日
に
発
覚
し
て
奏
聞
を

経
て
、
翌
年
の
一
月
十
九
日
に
宣
旨
が
下
さ
れ
て
榊
を
改
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
七
月

二
十
日
に
も
同
様
の
事
件
が
発
生
し
、
先
例
と
同
じ
く
「
一
の
禰
宜
等
と
山
向
内
人
」
が
榊
を

奉
飾
し
て
い
る
。
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
に
、
外
宮
の
宮
地
内
に
心
御
柱
を
安
置
し
て
い
た

が
、
同
じ
く
奉
飾
さ
れ
て
い
た
榊
葉
を
牛
が
食
べ
て
し
ま
い
「
康
平
の
例
」
に
基
づ
い
て
宣
下

さ
れ
奉
飾
す
る
に
至
っ
て
い
る

（
131
）。

そ
し
て
、
大
治
元
年
（
一
一
二
六
）
十
二
月
に
「
太
神
宮
仮

殿
遷
宮
也
。
而
心
柱
奉
レ
立
了
後
、
榊
為
レ
鹿
喰
損
。
而
遷
御
日
時
依
レ
有
レ
限
レ、
不
レ
経
二

奏

聞
一、
尋
二
先
例
於
二
宮
一、
奉
レ
替
二
榊
葉
一、
勤
二
行
遷
宮
一
了
。

（
132
）」

の
記
事
か
ら
、
心
御
柱
奉
立
後

に
御
下
囲
い
の
榊
が
鹿
に
よ
る
被
害
に
遭
い
、
取
り
急
ぎ
上
奏
せ
ず
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
て
、

榊
を
改
め
て
い
る
。

最
後
に
「
鴿
」
の
怪
異
に
つ
い
て
は
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
に
外
宮
で
約
一
二
〇
年
振

り
に
正
遷
宮
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
翌
永
禄
七
年
七
月
に
正
殿
東
南
隅
の
萱
屋
根
が
早
く
も
退

落
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
が
、
白
鳩
の
巣
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
同
八
年
六
月

九
日
に
仮
殿
遷
宮
を
行
っ
て
い
る

（
133
）。

当
条
の
最
後
に
、
守
良
は
「
御
殿
の
朽
損
漏
霑
の
事
に
よ
り
て
、
仮
殿
遷
宮
あ
ま
た
旧
記
に

見
ゆ
れ
ど
、
常
例
に
し
て
怪
異
に
あ
ら
ざ
れ
ば
い
は
ず
。
た
ゞ
見
え
つ
る
怪
異
の
例
を
記
せ
る

な
り
。

（
134
）」

と
説
い
て
、
殊
更
「
怪
異
」
を
理
由
と
し
て
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
た
例
を
淡
々
と
引

い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
猶
よ
く
尋
ね
求
め
な
ば
、
か
ゝ
る
類
な
ほ
あ
る
べ
き
な
り
。

（
135
）」

と
結
び
、

掲
げ
た
事
例
に
限
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
怪
異
」
と
雖
も
自
然
災
害
に
よ
る
被
害
と
人
災
、
生
物
に
よ

る
穢
れ
に
順
を
追
っ
て
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、『
典
略
』
中
に
自
身
の
考

証
を
挿
入
し
、
祭
祀
の
厳
修
や
運
営
上
必
要
な
伝
記
も
盛
り
込
ま
れ
、
朝
幕
・
神
宮
双
方
に
関

わ
る
典
拠
を
網
羅
的
に
説
い
て
客
観
視
し
て
い
る
点
も
当
項
の
特
徴
で
あ
る
。

五
、
臨
時
遷
宮
に
つ
い
て

臨
時
遷
宮
に
関
し
て
は
、
全
十
八
行
と
「
式
年
外
遷
宮
」
の
項
目
内
で
は
最
も
少
な
い
。
そ

れ
は
、『
典
略
』
成
立
以
前
の
臨
時
遷
宮
は
、
延
暦
・
嘉
応
・
万
治
・
天
和
年
間
と
、
数
え
て
四

度
に
留
ま
り
、
全
て
内
宮
に
限
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
度
は
、
正
殿
の
御
炎
上
に
関
わ

り
、
一
時
的
な
仮
殿
乃
至
既
存
の
殿
舎
へ
奉
遷
し
、
正
殿
を
新
造
し
て
後
、
仮
殿
よ
り
還
御
申

し
上
げ
る
こ
と
を
臨
時
遷
宮
と
称
し
て
い
る
。
守
良
は
、「
別
に
臨
時
遷
宮
と
云
は
有
べ
き
に
あ

ら
ざ
れ
ど
、
今
い
へ
る
は
式
年
に
も
仮
殿
に
も
あ
ら
ず
、
実
に
時
に
の
ぞ
み
え
や
む
事
な
き
事

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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あ
る
に
よ
り
て
、
正
遷
宮
の
式
を
も
て
新
宮
造
営
あ
り
。
す
べ
て
正
遷
宮
に
異
な
ら
ざ
れ
ど
、

二
十
ヵ
年
の
式
に
あ
ら
ぬ
故
に
、
古
記
に
臨
時
遷
宮
と
い
へ
ば
今
も
そ
れ
に
従
へ
る
な
り
。

（
136
）」

と
述
べ
、
臨
時
遷
宮
を
正
遷
宮
・
仮
殿
遷
宮
に
も
当
た
ら
な
い
が
、
式
年
だ
け
が
正
遷
宮
に
合

致
し
な
い
が
他
の
式
は
正
遷
宮
に
基
づ
い
て
正
殿
を
新
造
し
諸
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

第
二
項
で
も
取
り
上
げ
た
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
に
、
東
宝
殿
に
盗
人
が
侵
入
し
て
後
、
火

の
手
が
廻
り
正
殿
炎
上
に
至
り
、
そ
の
翌
年
の
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
に
行
わ
れ
た
臨
時
遷

宮
を
初
見

（
137
）と

し
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
前
回
正
遷
宮
に
あ
た
る
同
四
年
（
七
八
五
）
の
正

遷
宮
か
ら
十
九
年
後

（
138
）で

あ
る
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
正
遷
宮
を
迎
え
る
べ
き
と
こ
ろ
、

こ
の
大
火
よ
り
数
え
て
十
九
年
後
の
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
正
遷
宮
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
守
良
は
「
延
暦
十
一
年
よ
り
弘
仁
元
年
ま
で
、
二
十
ヶ
年
に
及
べ
ば
式
年
な

り
。
か
ゝ
れ
ば
其
中
間
に
正
遷
宮
あ
る
故
に
臨
時
と
は
云
な
り
。
此
後
な
る
も
准
へ
知
べ
し
」

と
述
べ
て
い
る

（
139
）。

こ
こ
で
は
、
止
む
を
得
な
い
状
況
か
ら
次
期
正
遷
宮
を
待
た
ず
し
て
執
り
行

わ
れ
る
遷
宮
の
事
を
指
し
、「
式
年
の
制
が
乱
れ
た
正
遷
宮
に
準
じ
た
遷
御
」
で
あ
る
こ
と
が

解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
仁
安
の
大
火
の
後
に
行
わ
れ
た
嘉
応
元
年
六
月
十
七
日
の
臨
時
遷
宮
で
は
、『
百

錬
抄
』
同
年
二
月
七
日
条

（
140
）に

「
有
二
仗
議
一、
諸
道
勘
申
、
太
神
宮
以
二
今
年
一
造
営
、
可
レ
為
二
正

遷
宮
一
哉
、
然
者
外
宮
造
替
年
限
、
相
二
隨
内
宮
一
可
二
縮
行
一
哉
事
也
、」
と
あ
り
、
仁
平
二
年

（
一
一
五
二
）
か
ら
式
年
に
あ
た
る
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
に
正
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い
る
。
同
遷
宮
に
つ
い
て
は
、「
か
ゝ
れ
ば
臨
時
遷
宮
あ
り
て
も
、
猶
年
限
は
縮

め
行
は
れ
ざ
り
け
ん
。」
と
考
察
し
て
い
る

（
141
）。

し
か
し
、
延
暦
の
事
例
の
よ
う
に
、
前
回
の
正

遷
宮
か
ら
式
年
と
す
る
の
か
、
臨
時
遷
宮
か
ら
式
年
の
数
え
と
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

そ
の
基
準
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

次
の
万
治
・
天
和
年
間
の
大
火
に
伴
う
臨
時
遷
宮
も
、
前
後
の
式
年
遷
宮
の
中
間
に
値
し
、

嘉
元
期
と
同
じ
よ
う
に
臨
時
遷
宮
を
迎
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
全
て
正
殿
が
焼
亡
す
る

と
い
う
共
通
点
を
持
ち
、
新
造
さ
れ
た
仮
殿
乃
至
既
存
の
殿
舎
か
ら
、
新
た
に
造
営
さ
れ
た
正

殿
に
還
御
さ
れ
た
こ
と
を
臨
時
遷
宮
と
呼
ぶ
。
そ
の
た
め
、
式
年
外
遷
宮
に
該
当
す
る
が
仮
殿

遷
宮
と
は
異
な
る
た
め
、
当
稿
の
末
に
揚
げ
た
図
表
の
如
く
分
類
す
る
に
至
っ
た
。

更
に
言
え
ば
、
臨
時
遷
宮
は
大
き
く
三
つ
の
期
間
に
分
け
ら
れ
る
。

①
、
一
時
的
に
山
中
並
び
に
既
存
の
殿
舎
へ
の
遷
御

②
、
①
か
ら
新
造
の
仮
殿
ま
た
は
既
存
の
殿
舎
へ
の
遷
御

③
、
正
遷
宮
に
準
じ
て
諸
祭
が
斎
行
さ
れ
、
②
よ
り
正
殿
へ
の
還
御

と
そ
れ
ぞ
れ
事
象
毎
に
分
解
し
、
各
項
目
に
分
類
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
事
象

毎
に
触
れ
て
詳
細
に
説
い
て
い
る
点
が
『
典
略
』
の
特
徴
と
言
え
る
。

六
、
儲
殿
遷
宮
に
つ
い
て

最
後
に
「
儲
殿
」
遷
宮
は
、
正
殿
以
下
の
荒
廃
が
著
し
い
時
代
に
殿
舎
等
の
異
常
が
生
じ
た

場
合
、
神
宮
の
私
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
仮
殿
遷
宮
の
こ
と
で
あ
る
。
速
や
か
に
禰
宜
よ
り
宮

司
を
経
て
祭
主
へ
注
進
さ
れ
る
も
、
御
沙
汰
が
な
い
乃
至
造
営
料
の
下
行
が
な
く
特
に
神
宮
の

限
り
に
お
い
て
遷
御
、
修
理
、
還
御
を
挙
行
す
る
こ
と
が
、
其
の
原
則
的
な
基
準
で
あ
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
内
宮
の
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）・
永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）・
天
文
十
一
年

（
一
五
四
二
）・
万
治
元
年（
一
六
五
八
）の
事
例
を
あ
げ
て
い
る
。
外
宮
で
は
延
徳
二
年（
一
四
九
〇
）・

永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）・
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）・
永
禄
七
年
（
一
五
六
五
）
の
事
例
を
掲
げ
、

各
四
度
の
仮
殿
遷
宮
を
儲
殿
遷
宮
と
し
て
い
る
。

当
条
は
全
三
十
八
行
に
亘
り
、
各
項
目
と
も
に
簡
潔
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
他
の
条
目
と

重
複
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
た
め
他
に
譲
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
最
も
情

報
量
が
多
い
の
が
、
そ
の
初
見
に
当
た
る
明
応
年
間
の
事
例
で
あ
る
。
守
良
は
、『
明
応
六
年

内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
造
宮
所
か
ら

の
下
知
文

（
142
）を

引
用
し
て
い
る
。
そ
の
全
文
を
見
る
と
、

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）

― 213―



一
造
宮
所
御
下
知
事

度
々
雖
下
以
二
解
状
一
有
中
注
進
上、
御
沙
汰
令
二
停
滞
一
之
条
、
神
慮
叵
レ
測
者
也
、
縦
近
々

ニ
可
レ
被
レ
成
二
造
替
一
之
旨
雖
レ
被
二
仰
下
一、
御
材
木
着
岸
依
二
山
川
大
儀
一、
日
時
ノ

可
レ
有
二
逗
留
一
之
処
、
剩
御
沙
汰
延
引
之
間
、
可
レ
及
二
御
顛
倒
一
事
勿
論
歟
、
所
詮
先

臨
二
其
期
一
而
可
レ
奉
レ
鎮
二
御
軆
一
儲
殿
ヲ
可
レ
有
二
造
進
一
歟
否
之
由
、
以
二
権
禰
宜
氏
保

神
主
一
被
二
仰
下
一
之
間
、
則
一
禰
宜
守
朝
可
レ
然
之
由
ヲ
被
レ
申
、
仍
氏
保
神
主
頭
工
等

ヲ
招
集
令
二
談
合
一、
御
仮
殿
任
二
度
々
例
一、
東
宝
殿
之
旧
跡
ニ
儲
殿
ヲ
可
レ
有
二
造
進
一

之
由
被
二
申
付
一、
自
二
役
所
一
貳
百
五
拾
貫
文
可
レ
有
二
下
行
一
之
由
被
二
申
合
一
訖
、

（
傍
線
は
筆
者
）

と
あ
っ
て
、
殿
舎
荒
廃
が
進
む
中
、
造
宮
所
の
下
知
に
よ
り
頭
工
等
を
招
集
さ
せ
て
相
談
し
た

結
果
、
先
例
に
任
せ
て
東
宝
殿
の
旧
跡
に
儲
殿
を
造
進
す
べ
き
旨
が
記
さ
れ
、
加
え
て
幕
府
よ

り
造
営
料
の
一
部
で
あ
る
二
五
〇
貫
文
が
下
行
さ
れ
、
申
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
解
さ
れ
る
。
幕

府
と
し
て
は
、
遷
宮
を
遂
行
す
る
意
思
は
見
え
る
が
、
経
済
的
に
疲
弊
し
て
い
た
た
め
か
、
そ

の
多
額
の
不
足
分
を
禰
宜
以
下
が
私
力
で
賄
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
但
し
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま

で
も
儲
殿
の
造
営
に
対
す
る
下
行
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
、
寧
ろ
幕
府
は
正
遷
宮
を
推
し
進
め

る
よ
り
積
極
的
に
儲
殿
制
度
を
利
用
し
て
い
る
。
守
良
は
、
翌
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
九
月

二
十
六
日
条

（
143
）を

引
い
て
「
是
に
よ
り
て
宮
司
神
宮
議
定
の
上
、
用
途
物
神
宮
に
て
儲
具
へ
て
、

仮
に
造
営
な
し
奉
り
き
。
諸
事
率
爾
の
沙
汰
な
り
。」
と
述
べ
て
い
る

（
144
）。

そ
の
後
、『
宮
司
引
付
』

の
同
年
十
月
十
二
日
の
勤
行
文

（
145
）に

、「
宮
司
祢
宜
等

言
上
、

皇
太
神
宮
遷
御
勤
行
状
、
右

依
当
宮

正
殿
御
朽
損
、
御
造
替
御
事
、
及
御
沙
汰
刻
、
御
壁
板
并
御
板
敷
等
令
二
壊
落
一、

至
二

殿
内
於
諸
人
一

致
二

拝
見
一

事
、
依
有
レ

恐
、
為
二

神
宮
一

致
二

了
簡
一、
暫
之
時
御
事
者
、

奉
レ
蔵
二
御
神
躰
一
於
参
二
詣
貴
賤
一
畢
、
以
レ
夜
継
レ
日
、
可
レ
被
二
急
造
替
遷
宮
一
者
也
、
仍
暫
時

之
間
遷
御
勤
行
件
レ
如
、
謹
解
」
と
奉
仕
の
次
第
を
中
央
へ
報
告
し
て
い
る
。
当
然
、
遷
御
に

至
る
経
緯
を
明
記
し
て
い
る
が
、「
仮
殿
遷
宮
」と
し
て
勤
行
文
を
上
申
し
て
い
る
。
た
だ
、『
典

略
』
で
も
「
儲
殿
と
い
ふ
名
目
も
仰
事
の
中
に
見
え
た
り
。」
と
述
べ

（
146
）、「

儲
殿
」
と
い
う
言
い

回
し
は
、
神
宮
に
限
っ
て
定
め
た
言
い
方
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
守
良
は
、
こ
れ
を
「
こ
は

内
宮
儲
殿
の
始
な
り

（
147
）」

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
前
掲
し
た
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮
殿

遷
宮
記
』
造
宮
所
御
下
知
条
の
傍
線
部
で
あ
る
「
御
仮
殿
任
二
度
々
例
一、
東
宝
殿
之
旧
跡
ニ
儲

殿
ヲ
可
レ
有
二
造
進
一
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
例
が
あ
る
と
し
て
い
る
も
、「
仮

殿
＝
儲
殿
」
と
し
て
い
る
こ
と
も
留
意
し
た
い
。
一
方
で
、
同
時
に
本
式
で
あ
る
「
正
遷
宮
」

を
行
い
鎮
め
奉
る
趣
旨
の
解
状

（
148
）を

上
申
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
く
ま
で
臨

時
的
な
処
置
と
の
認
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）
六
月
十
三
日
に
行
わ
れ
た
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
で
あ
る
。

守
良
は
、
そ
の
九
年
前
に
あ
た
る
永
正
九
年
（
一
五
一
二
）
閏
四
月
二
十
七
日
付
の
室
町
幕
府

奉
行
人
連
署
奉
書

（
149
）を

引
い
て
い
る
。

一
、
内
宮
事
、
近
日
既
可
レ
有
二
顛
倒
一
之
旨
、
依
二
注
進
一、
可
レ
被
レ
造
二
進
儲
殿
一
之
段
、

被
二

仰
付
一

之
処
、
云
二

正
遷
宮
一、
云
二

仮
殿
一、
外

宮
之
義
、
相
二

当
順
年
一

之
旨
、

捧
二
正
印
一
歎
申
レ
之
条
、
頗
叶
レ
理
致
者
哉
、
於
二

正
遷
宮
一
者
可
レ
為
二
外
宮
事
一
所

定
也
、
所
詮
両
宮
役
者
、
以
二
私
談
一
之
義
、
不
レ
依
二
年
序
遠
近
一、
不
レ
論
二
内
外
先
一、

当
時
至
二
朽
損

宮
一、
被
レ
造
二
進
儲
殿
一
之
様
被
二
申
調
一
者
、
可
レ
為
二
神
妙
一
之
由
、

所
レ
被
二
仰
下
一
也
、
仍
執
達
如
レ
件

永
正
九
年
閏
四
月
廿
七
日

美
濃
守

摂
津
守

大
宮
司
殿

と
大
宮
司
に
宛
て
て
い
て
、
そ
こ
で
は
幕
府
の
意
向
が
主
に
二
点
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
点
目
は
、
内
宮
に
関
し
て
は
殿
舎
の
朽
損
が
著
し
い
た
め
、
儲
殿
を
造
進
す
べ
き
点
で
あ
る
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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二
点
目
は
、
遷
宮
の
前
後
論
争
に
つ
い
て
で
あ
る
。
内
宮
が
寛
正
期
を
最
後
に
式
年
遷
宮
が
行

わ
れ
て
い
な
い
一
方
、
外
宮
は
そ
れ
よ
り
遡
る
永
享
年
間
以
降
正
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

幕
府
は
、
正
遷
宮
・
仮
殿
遷
宮
共
に
外
宮
側
が
先
行
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
と
正
印
を
捧
げ
て
主

張
し
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
理
に
適
っ
て
い
る
と
の
認
識
で
い
る
。
し
か
し
、
今
は
両
者
間

で
解
決
し
、
殿
舎
朽
損
し
て
い
る
な
ら
儲
殿
、
つ
ま
り
神
宮
の
私
力
で
各
々
造
営
に
あ
た
り
遷

宮
す
る
こ
と
が
仰
せ
下
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
永
正
十
五
年
（
一
五
一
八
）
九
月
に
内
宮
仮
殿
造
営
に
際
し
て
、
幕
府
は
明
応
期

と
同
様
二
五
〇
貫
文
を
下
行
し
、
直
ぐ
に
山
口
祭
を
斎
行
し
て
以
降
、
順
次
諸
祭
が
執
り
行
わ

れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
先
の
「
奉
書
」
か
ら
九
年
の
期
間
を
経
た
永
正
十
八
年
六
月
十
三
日

に
、
両
宮
で
初
め
て
同
日
同
夜
に
仮
殿
へ
遷
御
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
守

良
は
「
此
儲
殿
は
将
軍
の
奉
書
あ
れ
ば
、
用
途
を
い
さ
ゝ
か
給
ひ
し
に
も
や
あ
ら
ん
。
又
仮
殿

と
は
云
な
が
ら
遷
幸
の
式
本
儀
な
ら
ざ
る
事
、
儲
殿
の
詞
に
て
し
ら
れ
た
り
。」
と
述
べ

（
150
）、

一

般
的
に
は
仮
殿
遷
宮
と
言
わ
れ
る
が
、事
実
上
の
儲
殿
遷
宮
で
あ
っ
た
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。

天
文
十
一
年
に
行
わ
れ
た
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
も
、
先
だ
っ
て
同
九
年
に
江
州
の
永
原

氏
か
ら
造
営
費
の
献
納
を
受
け
充
て
て
い
る

（
151
）。

し
か
し
、
朝
廷
の
勅
命
が
な
く
幕
府
か
ら
の
下

行
も
な
い
た
め
、
同
様
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

万
治
年
間
の
儲
殿
は
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
十
二
月
三
十
日
に
発
生
し
た
火
災
が
要
因

で
あ
り
、
そ
の
際
は
新
旧
の
正
殿
以
下
の
焼
失
を
招
い
て
い
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
『
万

治
年
中
仮
殿
遷
宮
記

（
152
）』

に
、
閏
十
二
月
二
日
の
終
日
、
懸
命
な
造
営
に
よ
っ
て
仮
殿
の
完
成
に

至
り
、
奉
遷
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
状
況
を
守
良
は
「
万
治
元
年
回
禄
記

浦
田
蔵
人
長

次
記
な
り （

153
）」

を
引
い
て
い
る
。

宮
庭
悉
為
二
灰
燼
一、
禰
宜
権
任
等
馳
二
参
正
殿
一
己
危
、
瑞
垣
御
門
難
レ
開
、
依
レ
之
長
次

越
レ
垣
入
二
内
院
一
開
レ
之
、
一
禰
宜
戴
二
御
正
體
一、
相
殿
荒
祭
風
宮
酒
殿
等
御
正
體
禰
宜
権

任
等
奉
レ
戴
、
先
奉
レ
避
二
北
御
門
之
東
山
一
之
処
火
己
迫
、
依
レ
之
遷
二
幸
荒
祭
宮
東
方
山

頂
一、
以
レ
榊
作
二
殿
形
一
奉
二
遷
之
一、
宮
司
禰
宜
等
権
禰
宜
宮
奉
行
等
日
夜
奉
二
衛
護
一、
及
二

二
夜
一、
宮
中
焼
亡
之
状
孟
火
如
レ
掃
レ
地
、
不
レ
残
二
一
宇
一、
同
二
日
二
宮
人
夫
工
匠
等
、

急
速
奉
レ
作
二
仮
殿
一、
一
日
畢
、
其
状
以
レ
板
為
レ
屋
為
レ
壁
、
以
二
榊
葉
一
葺
レ
屋
、
拵
以
二

榊
葉
一、
前
竪
二
黒
木
御
門
一、
以
レ
薦
為
レ
屋
以
二
榊
葉
一
為
レ
垣
、
其
殿
之
長
広
二
間
三
間
、

而
其
地
在
二
北
御
門
之
旧
跡
一、
又
番
直
所
有
二
東
北
之
角
一、
九
尺
三
間

作
レ
之
、
簀
子
床
薦
壁
以
二
暮
木

（
榑
カ
）

一

為
レ
屋
、
禰
宜
権
祢
宜
物
忌
各
一
人
、
宮
奉
行
二
人
、

代
官
二
人
、

日
夜
為
二
番
直
一、
同
日
亥
刻
奉
二
遷
仮

殿
一
了
、
件
焼
亡
者
橋
姫
社
之
西
方
紺
染
屋
某
出
火
也
、
後
日
被
二
追
放
一、
依
レ
之
内
宮
之

地
停
二
止
紺
染
屋
一、
又
當
十
二
月
廿
一
日
交
替
御
門
御
鎰
不
レ
合
故
不
レ
開
、
而
為
二
行
事
一

古
老
云
、
御
裏
御
門
不
レ
合
時
者
、
宮
中
不
吉
之
由
所
二
伝
来
一
也
、
果
有
二
此
災
一
云
々

と
あ
っ
て
、
火
災
か
ら
各
宮
社
の
御
正
体
を
奉
護
す
る
た
め
出
御
し
、
荒
祭
宮
の
東
方
山
頂
に
、

榊
で
造
作
し
た
御
殿
に
一
時
的
に
奉
遷
し
た
。
宮
司
以
下
が
昼
夜
問
わ
ず
そ
の
護
衛
を
務
め
る

一
方
で
、
急
い
で
仮
殿
の
造
営
に
あ
た
り
、
そ
の
仮
殿
や
御
垣
は
悉
く
榊
・
榊
葉
乃
至
榑
の
木

が
使
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
御
正
体
を
仮
殿
が
で
き
る
ま
で
の
間
止
む
を
得
ず
山
中
に
鎮
め

奉
る
場
合
に
、
具
体
的
な
場
所
（
山
頂
）・
方
角
（
東
方
）・
御
殿
の
仕
様
（
榊
等
）・
遷
御
の
時

間
帯
（
亥
刻
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
鎮
火
し
た
後
宮
地
を
整
理
し
て
一
日
で
仮
殿
を

設
け
て
い
る
。
そ
の
仕
様
に
つ
い
て
も
、
屋
根
と
壁
面
は
板
葺
き
・
装
飾
は
榊
葉
・
御
門
は
黒

木
で
設
え
、
古
殿
地
北
御
門
に
そ
の
仮
殿
を
設
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
番
直
の
宿
衛
屋

は
仮
殿
の
「
東
北
」
と
あ
る
た
め
、
現
在
の
北
宿
衛
屋
の
位
置
に
相
当
す
る
と
推
察
で
き
る
。

守
良
は
こ
の
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
も
、私
力
で
造
営
し
た
こ
と
か
ら
儲
殿
の
扱
い
と
し
て
い
る
。

一
方
、
外
宮
側
の
儲
殿
遷
宮
に
つ
い
て
も
、
四
度
と
も
内
宮
と
類
似
し
た
経
緯
を
持
つ
。
第

三
項
で
述
べ
た
延
徳
二
年
の
大
火
に
際
し
て
、一
日
で
設
け
ら
れ
た
仮
殿
は
儲
殿
に
分
類
さ
れ
、

永
正
十
八
年
の
儲
殿
遷
宮
は
前
述
の
通
り
、
内
宮
と
同
日
同
夜
に
行
わ
れ
た
遷
宮
を
さ
し
て
い
る
。

次
に
天
文
九
年
六
月
、『
司
家
之
旧
記
』
の
注
進
状

（
154
）に

は
「
當
宮
御
仮
殿
、
依
レ
為
二
以
外
御

朽
損
一、
致
二
数
ヶ
度
注
進
一
雖
レ
奉
レ
待
二
御
造
進
之
節
一、
于
レ
今
不
レ
逮
二
御
沙
汰
一、
然
間
御
頽
落

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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待
レ
日
而
已
矣
、
爰
内
宮
以
二
私
調
法
一
欲
レ
成
二
造
替
一
（
中
略
）
外
宮
亦
以
二
私
議
一
造
料
如
レ
形

致
二
調
法
一
畢
、
早
速
可
レ
遂
二
造
替
一
者
乎
」
と
外
宮
殿
舎
の
朽
損
が
進
む
中
で
、
注
進
し
て
も

御
沙
汰
が
な
い
た
め
、
造
替
の
準
備
を
私
力
で
進
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、「
一
禰
宜

備
彦
神
主
與
二
禰
宜
権
任
一
密
談
、
当
宮
亦
欲
レ
使
下
二
諸
国
武
家
人
一
造
中
替
之
上、
即
以
二
神
宮
連

署
一
注
二
進
之
一
而
度
會
倶
尚
神
主
、
差
二
尾
州
織
田
弾
正
忠
平
信
秀
朝
臣
之
許
一
告
レ
之
、
倶
尚

至
之
夜
、
信
秀
有
二
霊
夢
一、
信
秀
不
レ
及
二
二
言
一、
即
同
心
遂
二
造
替
一
」
と
し
て
織
田
家
の
寄

進
を
得
て
翌
天
文
十
年
に
造
替
に
至
っ
て
い
る
。

下
っ
て
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
に
、
永
享
年
間
以
来
式
年
造
替
の
日
の
目
を
見
る
が
、
そ

の
直
後
で
あ
る
同
八
年
に
仮
殿
遷
宮
を
行
っ
て
い
て
、
そ
の
注
進
状

（
155
）の

中
か
ら
「
就
二
正
殿
御

萱
俄
損
落
一、致
二
注
進
一
之
処
、為
二
神
宮
一
調
法
可
レ
仕
之
旨
被
二
仰
下
一、任
二
叡
慮
一
遂
二
其
沙
汰
一、

六
月
七
日
奉
レ
遷
二
御
仮
殿
一、
其
後
加
二
御
修
理
一、
同
十
六
日
神
事
之
時
、
可
レ
奉
レ
為
二
遷
御
一

之
旨
注
進
言
上
」
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。
私
力
で
仮
殿
を
設
け
て
奉
遷
し
て
御
屋
根
の
落

損
箇
所
を
修
繕
し
た
後
、
還
御
に
至
っ
て
お
り
、
正
遷
宮
再
興
を
迎
え
て
も
儲
殿
の
制
度
が
持

続
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
、
俄
か
に
再
興
を
見
た
と
は
言
い
難
い
状
況
で

あ
っ
た
。

さ
て
、
儲
殿
遷
宮
は
、
大
き
く
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
長
く
見
れ
ば
式
年
遷
宮
中
絶
期
を
中

心
に
一
時
的
な
糊
塗
を
目
的
と
し
た
側
面
と
、
短
期
的
に
は
火
災
に
よ
る
臨
時
的
な
対
処
法
と

い
う
側
面
が
あ
る
。
両
面
の
意
味
合
い
か
ら
神
宮
経
済
下
の
限
り
で
御
殿
を
設
え
、
守
良
は
あ

く
ま
で
も
「
仮
殿
遷
宮
」
の
範
疇
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。「
後
世
に
儲
殿
と
い
ふ
も
出
来

て
種
々
非
例
な
る
事
多
か
り
。」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
156
）の

と
同
時
に
、「
此
儲
殿
の
類
を
遷

宮
次
第
記
に
は
み
な
仮
殿
遷
宮
と
記
せ
り
。
こ
は
仮
殿
と
云
に
は
異
な
る
を
ひ
と
つ
に
混
て
記

せ
る
は
、
委
し
か
ら
ざ
る
な
り
。

（
157
）」

と
述
べ
て
い
る
。
仮
殿
遷
宮
で
は
あ
る
も
の
の
、
詳
し
く

見
て
相
違
点
を
整
理
す
る
必
要
性
が
あ
る
点
を
訴
え
て
い
る
。
し
か
し
、そ
の
定
義
と
し
て
は
、

「
神
宮
の
私
力
」
と
い
う
経
済
的
観
点
に
限
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

大
き
な
相
違
点
と
し
て
は
造
宮
使
（
修
理
使
）
の
発
遣
の
有
無
も
見
ら
れ
、
検
討
の
余
地
が
あ

り
、
仮
殿
遷
宮
の
保
有
す
る
意
味
合
い
に
変
遷
が
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
展
開

し
た
い
。七

、
ま
と
め

当
稿
で
は
、
薗
田
守
良
神
主
著
『
神
宮
典
略
』
に
見
ら
れ
る
初
回
正
遷
宮
に
対
す
る
見
解
と
、

「
式
年
外
遷
宮
」
を
中
心
に
臨
時
的
に
執
り
行
わ
れ
て
き
た
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
き
た
。
守
良
の
説
に
依
れ
ば
、
現
段
階
で
確
証
で
き
る
初
回
の
正
遷
宮
は
、
内
宮
の
延
暦
四

年
（
七
八
五
）
の
遷
宮
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
と
同
時
に
、
守
良
が
神
宮

側
だ
け
で
な
く
朝
廷
側
の
史
料
に
も
重
き
を
置
き
、
律
令
学
者
と
し
て
客
観
的
視
点
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、「
式
年
外
遷
宮
」
の
項
目
の
中
か
ら
「
仮
殿
」

「
以
諸
殿
為
仮
殿
」「
依
怪
異
仮
殿
」「
臨
時
遷
宮
」「
儲
殿
」
を
中
心
に
触
れ
て
き
た
。

「
仮
殿
」
で
は
、
仮
殿
遷
宮
を
執
り
行
う
べ
き
注
進
状
が
、
禰
宜
よ
り
宮
司
・
祭
主
に
上
申

さ
れ
、
更
に
上
奏
を
経
て
日
時
が
選
定
さ
れ
、
準
備
に
遺
漏
な
く
厳
粛
に
行
わ
れ
て
い
る
点
か

ら
、
正
遷
宮
に
準
じ
て
斎
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
仮
殿
の
仕
様
に
つ
い
て
言
え
ば
、
大
嘗

宮
と
同
じ
く
仮
殿
が
黒
木
造
で
あ
っ
た
点
と
、
殿
舎
・
心
御
柱
・
御
船
代
を
は
じ
め
御
神
座
周

り
に
至
る
御
装
束
は
原
則
的
に
す
べ
て
を
新
造
・
新
調
し
て
奉
飾
す
る
と
い
う
点
が
述
べ
ら
れ

て
い
た
。

「
以
諸
殿
為
仮
殿
」
で
は
、
既
存
の
殿
舎
を
仮
殿
と
し
て
奉
遷
さ
れ
た
事
例
を
掲
げ
、
そ
の

理
由
を
種
々
列
挙
し
て
い
た
。
新
御
敷
地
に
お
い
て
、
次
期
式
年
遷
宮
の
造
営
工
事
が
進
め
ら

れ
て
い
る
場
合
、
仮
殿
の
新
造
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
現
宮
地
の
東
宝
殿
に
御
橋
・
高
欄
等

を
設
け
て
仮
殿
と
し
た
。
他
に
も
、
大
風
や
御
炎
上
に
よ
っ
て
、
内
宮
忌
火
屋
殿
・
御
饌
殿
・

古
殿
、
更
に
は
外
宮
調
御
倉
に
も
奉
遷
さ
れ
て
い
た
。

「
依
怪
異
仮
殿
」
で
は
、
中
世
社
会
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
怪
異
を
理
由
に
、
仮
殿
遷
宮
斎
行

の
必
要
性
を
注
進
す
る
事
例
を
種
々
掲
げ
て
き
た
。「
大
風
」「
大
雪
」
に
よ
る
自
然
災
害
、「
狂

人
」「
盗
賊
人
」
参
入
に
よ
る
不
浄
、「
鼠
」「
牛
馬
」「
鴿
」
に
よ
る
被
害
を
す
べ
て
怪
異
と
見

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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做
し
、
七
項
目
に
亘
り
区
分
さ
れ
て
い
た
。

「
臨
時
遷
宮
」
で
は
、
文
化
年
間
ま
で
に
計
四
回
、
延
暦
・
嘉
応
・
万
治
・
天
和
度
の
内
宮

御
炎
上
に
伴
う
正
殿
の
焼
失
に
よ
り
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
臨
時
遷

宮
に
至
る
迄
に
は
、
大
き
く
三
つ
期
間
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
炎
火
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
、
一
時
的
に
山
中
並
び
に
既
存
の
殿
舎
へ
遷
御
さ
れ
、
次
に
仮
殿
を
新
造
す
る
及

び
既
存
の
殿
舎
へ
の
遷
御
を
経
て
、
正
遷
宮
に
準
じ
て
正
殿
を
造
営
し
、
遷
御
を
迎
え
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

「
儲
殿
」
遷
宮
は
、
式
年
遷
宮
中
絶
期
に
お
け
る
殿
舎
等
の
荒
廃
が
著
し
い
際
に
斎
行
さ
れ

る
場
合
と
、
御
炎
上
に
際
し
て
急
造
さ
れ
御
遷
し
し
た
場
合
と
を
例
に
挙
げ
、
禰
宜
よ
り
注
進

さ
れ
宮
司
・
祭
主
よ
り
上
申
さ
れ
る
も
、
御
沙
汰
が
な
い
乃
至
造
営
料
の
下
行
が
な
い
と
い
っ

た
理
由
か
ら
、
神
宮
の
私
力
の
限
り
に
お
い
て
行
わ
れ
る
仮
殿
遷
宮
で
あ
る
。
守
良
は
内
宮
と

外
宮
各
四
度
の
事
例
を
挙
げ
て
分
類
し
、
御
正
体
・
御
神
宝
を
奉
護
す
る
こ
と
は
不
変
で
あ
る

が
、
長
期
的
に
は
中
絶
期
の
対
処
法
、
短
期
的
に
は
火
災
に
よ
る
臨
時
的
な
対
処
法
と
の
見
解

を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
儲
殿
遷
宮
は
仮
殿
遷
宮
の
範
疇
で
は
あ
る
も
の
の
、
前
例
と
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
式
年
外
遷
宮
」
の
各
項
目
に
共
通
し
て
言
え
る
事
は
、
守
良
の
史
料
に
対
す
る
客
観
性
で

あ
る
。
古
代
法
制
に
精
通
し
た
律
令
学
者
で
あ
り
、
特
に
朝
廷
側
の
史
料
を
依
拠
す
る
こ
と
に

重
き
を
置
い
て
い
た
と
言
え
る
。
後
世
に
加
筆
の
可
能
性
が
あ
る
出
口
延
佳
神
主
の
『
伊
勢
二

所
太
神
宮
例
文
』『
二
所
皇
太
神
宮
遷
宮
次
第
記
』
に
留
ま
ら
ず
、
内
宮
神
宮
家
の
記
録
で
あ

る
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
で
あ
っ
て
も
、
古
い
伝
承
部
分
を
慎
重
に
選
定
す
べ
き
と
の
立
場
を

鮮
明
に
し
て
い
る
。

結
論
的
に
、
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
の
類
型
化
が
顕
著
と
な
る
の
は
、
守
良
の
『
典
略
』
で
あ

り
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
一
括
さ
れ
て
き
た

仮
殿
遷
宮
を
式
年
外
遷
宮
と
称
し
、
仮
殿
遷
宮
と
臨
時
遷
宮
に
分
類
し
、
更
に
仮
殿
遷
宮
を
細

分
化
す
る
と
仮
殿
を
新
造
・
既
存
の
諸
殿
舎
を
仮
殿
と
し
て
使
用
・
神
宮
の
私
力
を
以
て
仮
殿

を
設
け
る
（
儲
殿
）
と
い
う
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
式
年
外
遷
宮
」
条
に

基
づ
い
て
類
型
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
図
式
化
し
て
纏
め
と
し
た
い
。


Ⅰ


Ⅱ
①


Ⅱ
②


Ⅱ
③


Ⅲ

遷

宮

正

遷

宮

式
年
外
遷
宮

仮
殿
遷
宮

臨
時
遷
宮

儲

殿

諸

殿

舎

新

造

ま
た
、
末
尾
に
各
遷
宮
を
類
型
化
し
た
一
覧
表
を
掲
げ
て
説
明
に
返
し
た
い
。
ち
な
み
に
、

守
良
が
生
き
た
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
か
ら
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
間
、
仮
殿
遷
宮

が
斎
行
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
奉
仕
の
経
験
が
な
く
、
最
も
近
い
と
こ
ろ
で
言
っ
て
も
、

天
和
年
間
の
内
宮
の
御
炎
上
に
よ
る
仮
殿
遷
宮
と
臨
時
遷
宮
ま
で
遡
る
。
よ
っ
て
幕
府
の
安
定

し
た
造
営
料
足
に
よ
り
式
年
が
守
ら
れ
た
時
代
に
生
き
、
遅
延
す
る
事
無
く
正
遷
宮
が
執
り
行

わ
れ
て
い
た
点
を
付
記
し
た
い
。

第
三
節

仮
殿
遷
宮
の
終
焉

一
、
中
世
的
遷
宮
か
ら
近
世
的
遷
宮
へ
の
移
行
期

守
良
の
仮
殿
遷
宮
研
究
を
踏
ま
え
て
、
い
つ
の
時
代
も
一
貫
し
て
御
正
体
を
奉
護
す
る
こ
と

に
は
変
わ
り
な
く
、仮
殿
遷
宮
は
そ
の
方
法
論
の
相
違
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
を
説
い
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
決
定
的
な
理
由
ま
で
は
説
き
及
ん

で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
今
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
仮
殿
遷
宮
か
ら
み
る
式

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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年
遷
宮
の
変
遷
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節
「
仮
殿
遷
宮
と
正
遷
宮
と
の
比
較
」
の
中
で
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
仮
殿
遷
宮
は
、
正

遷
宮
に
準
じ
て
斎
行
さ
れ
て
き
た
と
結
論
付
け
、
筆
者
は
そ
れ
を
「
中
世
的
遷
宮
」
と
し
て
述

べ
て
き
た
。
し
か
し
、
室
町
期
に
入
る
と
、
仮
殿
遷
宮
の
保
有
す
る
意
味
合
い
に
変
遷
が
見
ら

れ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

例
え
ば
、
明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
斎
行
の
仮
殿
遷
宮
を
記
し
た
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮

殿
遷
宮
記
』
に
、「
明
応
五
年
六
月
廿
一
日
（
中
略
）
木
作
始
以
前
、
如
レ
形
木
本
祭
ヲ
奉
二
執
行
一、

頭
工
等
勤
之
、

（
158
）」

と
心
御
柱
の
奉
採
に
始
ま
り
、
そ
の
後
も
、
立
柱
上
棟
祭
を
始
め
、
御
装
束

裁
縫
行
事
、
洗
清
、
御
船
代
祭
、
鎮
地
祭
と
後
鎮
祭
、
河
原
御
祓
、
宮
飾
御
装
束
奉
粧
、
遷
御
、

更
に
は
古
物
渡
・
取
物
次
第
行
事
・
勤
行
次
第
の
注
進
ま
で
記
さ
れ
て
い
る

（
159
）。

正
遷
宮
と
同
規

模
の
行
事
を
行
っ
て
い
る
と
い
っ
て
良
い
が
、
こ
こ
で
は
御
船
代
祭
を
斎
行
し
て
い
る
こ
と
に

注
目
し
て
お
き
た
い
。

次
の
永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）
で
も
、
そ
の
注
進
状

（
160
）中

に
「
神
殿
損
失
以
外
也
、
顛
倒
之

畏
怖
、
不
レ
期
二
明
日
一
」
と
い
う
正
殿
の
朽
損
を
理
由
に
仮
殿
遷
宮
の
運
び
と
な
る
。
そ
の
諸

行
事
も
、
造
営
工
事
の
開
始
を
意
味
す
る
木
造
始
祭
の
日
時
、
心
御
柱
の
奉
採
と
奉
立
行
事
以

降
、
御
船
代
祭
、
御
戸
立
祭
、
御
装
束
裁
縫
行
事
、
遷
御
時
の
取
物
行
事
次
第
、
祝
詞
文
、
分

配
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
161
）。

ま
た
、「
河
原
御
祓
ノ
時
、
御
川
ニ
テ
仮
ノ
御
樋
代
等
ア
ラ
イ

ス
ヽ
キ
可
レ
奉
ヲ
、
物
忌
等
ア
ラ
イ
清
メ
奉
ラ
ス

（
162
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
御
樋
代
を
奉
製
し
、

洗
い
清
め
て
い
る
。
御
船
代
の
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
明
応
六
年
と
永
正
十
八
年
と
も
に

御
船
代
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
御
船
代
か
仮
御
船
代
か
は
分
か
り
か
ね
る
が
、
何
れ

か
が
奉
製
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
見
て
良
い
。

そ
し
て
、
所
謂
遷
宮
中
絶
期
の
仮
殿
遷
宮
は
、
中
世
的
遷
宮
か
ら
近
世
的
遷
宮
へ
の
移
行
期

に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
分
配
物
事
」
条
に
注
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
163
）

今
度
之
仮
殿
明
応
六
年
儲
仮
殿
之
如
レ
例
、
公
文
所
分
配
、
儲
殿
例
不
レ
可
レ
為
レ
例
、
其

故
者
儲
殿
私
ノ
遷
宮
、
今
度
ハ
仮
殿
ノ
儀
式
、
仮
殿
ハ
宮
司
造
銭
奉
二
請
取
一
頭
工
等
ニ

被
レ
渡
、
今
度
モ
如
二
先
例
一、
官
下
モ
如
二
先
例
一、
然
者
一
禰
宜
於
二
宿
官

（
館
カ
）一、

如
二
先
例
一

分
配
、
儲
殿
ニ
相
違
、
絹
垣
之
役
者
、
公
文
方
種
々
被
レ
申
事
有
歟
、
正
遷
宮
之
時
者
、

絹
垣
御
蚊
屋
御
壁
代
御
幌
御
床
敷
絹
布
公
文
所
分
配
例
有
歟
、
仮
殿
時
者
、
禰
宜
衆
配
分
、

儲
殿
ハ
遷
宮
儀
式
也

と
あ
っ
て
、
永
正
十
八
年
の
仮
殿
遷
宮
は
、
明
応
六
年
の
前
例
に
基
づ
い
て
公
文
所
か
ら
分
配

と
な
る
こ
と
に
対
し
て
、
永
正
期
は
「
仮
殿
の
儀
式
」
で
あ
る
か
ら
大
宮
司
の
責
任
に
お
い
て

行
わ
れ
た
た
め
、
一
禰
宜
で
あ
る
荒
木
田
守
兼
神
主
の
宿
館
で
、
そ
の
分
配
が
行
わ
れ
る
べ
き

旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
儲
殿
の
諸
行
事
は
正
遷
宮
と
同
様
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
仮
殿
遷
宮

の
範
疇
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

そ
の
続
き
に
「
守
則
代
守
晨
自
筆
之
注
進
文
」
と
し
て
、
薗
田
守
晨
神
主
が
儲
殿
に
つ
い
て

の
見
解
を
示
し
て
い
る

（
164
）。

右
大
宮
司
廣
長
申
状
之
旨
、
致
二
披
見
一
訖
、
抑
仮
殿
之
儀
、
申
二
付
大
宮
司
一
之
段
、
勿

論
也
、
然
儲
殿
事
、
准
二
仮
殿
一
可
二
存
知
一
之
処
、
伊
忠
被
二
申
付
一
之
由
、
訴
申
之
歟
、

既
明
応
六
年
内
宮
幷
文
亀
元
年
外
宮
儲
御
殿
造
進
、乍
二
両
度
一
不
レ
申
二
付
大
宮
司
一
者
也
、

爰
被
レ

号
二

儲
殿
一

事
非
二

伊
忠
所
意
一、
禰
宜
等
令
二

評
定
一

者
也
、
於
二

仮
殿
一

者
無
二

捎
儀
式

（
指
、
経
雅
本
）

一、
至
二
正
遷
宮
一
者
数
十
年
御
延
引
之
間
、
神
宮
後
生
之
輩
、
神
殿
之
所
役
、
神

秘
以
下
之
規
式
可
二
退
転
一
之
条
、
神
拝
等
為
二
習
礼
一、
称
二
儲
殿
一、
奉
二
正
遷
宮
之
作
法
一

訖
者
也
、
末
略
之

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
守
晨
は
仮
殿
遷
宮
が
大
宮
司
の
責
任
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
、
儲
殿
に
つ

い
て
も
仮
殿
遷
宮
に
准
し
て
行
わ
れ
る
と
の
見
解
で
あ
る
。
五
禰
宜
と
し
て
実
際
に
守
晨
が
奉

仕
し
た
明
応
六
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
、
ま
た
外
宮
の
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
仮
殿
遷
宮
は
祭
主

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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藤
波
伊
忠
が
大
宮
司
に
申
付
け
を
行
わ
ず
、
禰
宜
連
中
が
協
議
の
上
、「
儲
殿
」
と
号
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
正
遷
宮
が
数
十
年
間
延
引
し
て
い
る
中
で
、
後
世
の
人
々
が
祭
儀
の
規
式

が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
り
、
神
秘
に
関
わ
る
こ
と
が
不
明
に
な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
、「
習
礼
」

と
し
て
正
遷
宮
と
同
じ
作
法
を
以
て
奉
仕
す
る
こ
と
を
儲
殿
と
指
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
節
「
儲
殿
遷
宮
に
つ
い
て
」
で
、
守
良
の
「
儲
殿
」
に
対
す
る
見
解

を
「
神
宮
の
私
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
仮
殿
遷
宮
の
こ
と
」
と
し
て
き
た
。
守
良
は
、
同
項
目

内
で
の
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
、
そ
の
典
拠
を
『
宮
司
引
付
』
の
「
室
町
幕
府

奉
行
人
連
署
奉
書
」
に
求
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
典
拠
に
対
し
て
客
観
的
視
点
を
持
っ
て
い
た

守
良
が
、
こ
の
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
の
解
題

（
165
）に

あ
る
通
り
「
古
写
本
ハ
久
邇
宮

家
ニ
一
本
ヲ
蔵
セ
ラ
ル
。」
で
あ
る
と
共
に
、
中
川
経
雅
神
主
が
書
写
し
て
松
木
家
に
所
蔵
し

た
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
守
晨
の
儲
殿
に
関
す
る
所
感
を
知
り
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
現
に
『
典
略
』
内
の
「
式
年
外
遷
宮
」
に
同
書
が
典
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
た

め
、
こ
れ
を
確
認
し
て
い
れ
ば
、
守
良
の
儲
殿
に
対
す
る
見
解
も
大
い
に
影
響
を
受
け
た
と
考

え
得
る
。

依
っ
て
、
次
の
三
点
を
主
な
要
因
と
し
て
中
世
的
遷
宮
か
ら
近
世
的
遷
宮
へ
の
移
行
期
と
し

て
捉
え
た
い
。

一
、
鎌
倉
期
は
正
遷
宮
の
翌
年
に
は
古
殿
を
解
体
し
て
い
た
が
、
寛
正
三
年
の
内
宮
正
遷
宮
に

お
け
る
古
殿
を
三
年
存
置
し
た
こ
と
。（
第
二
節
第
三
項
の
既
存
殿
舎
の
使
用
に
つ
い
て
）

二
、
明
応
六
年
内
宮
の
仮
殿
遷
宮
で
は
、
造
宮
使
（
修
理
使
）
の
任
命
が
無
く
、
大
宮
司
の
責

任
の
下
挙
行
さ
れ
る
。
そ
の
行
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
仮
殿
遷
宮
に
は
見
え
な
い
木
本
祭
や

御
船
代
祭
等
が
見
え
、
御
樋
代
・
御
船
代
も
改
め
て
ら
れ
て
、
正
遷
宮
同
様
の
行
事
を
以

て
進
め
ら
れ
た
。

三
、
儲
殿
に
対
す
る
薗
田
守
晨
の
見
解
が
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
に
示
し
て
い
る

通
り
、「
神
拝
等
為
二
習
礼
一、
称
二
儲
殿
一、
奉
二
正
遷
宮
之
作
法
一
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
行
事
作
法
を
受
け
継
ぐ
た
め
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。

造
宮
使
ま
た
は
修
理
使
等
の
補
任
を
経
て
正
遷
宮
に
準
じ
て
執
行
さ
れ
る
仮
殿
遷
宮
に
よ
る

式
年
遷
宮
の
維
持
期
間
で
あ
る
中
世
的
遷
宮
期
よ
り
、
以
上
の
三
つ
点
の
要
因
か
ら
移
行
期
を

迎
え
た
と
し
た
い
。

二
、
近
世
的
遷
宮
の
成
立

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
、
初
め
て
同
年
に
両
宮
に
て
正
遷
宮
が
執
り
行
わ
れ
た
。
こ

の
造
営
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
事
な
る
点
が
見
ら
れ
、
福
山
敏
男
氏
が
『
神
宮
―
第
六
十
回

神
宮
式
年
遷
宮
―

（
166
）』

の
中
で
、「
天
正
以
降
で
は
、
寛
正
以
前
の
古
制
を
忘
れ
て
、
変
化
し
た

部
分
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
垂
木
の
上
端
に
打
っ
た
木
舞
の
上
に
厚
い
縦
板
を
葺
き
、

そ
の
上
に
萱
を
葺
い
て
、
雨
漏
り
を
警
戒
し
た
の
は
天
正
以
後
の
仕
事
で
、
そ
の
た
め
昔
の
よ

う
に
萱
葺
の
と
き
殿
内
に
針
返
役
人
が
入
っ
て
萱
を
結
ぶ
作
業
は
不
可
能
に
な
っ
た
。」
と
述

べ
て
い
る
。
針
返
役
人
に
つ
い
て
は
、
守
良
も
『
典
略
』
の
中
で
「
正
殿
の
御
屋
は
檜
皮
を
差

し
、
其
表
に
萱
を
葺
き
、
蕨
縄
を
下
な
る
桟
に
徹
し
縫
て
堅
む
る
事
な
れ
ば
、
番
匠
工
は
屋
上

よ
り
縄
針
を
徹
せ
ば
、
殿
内
よ
り
表
へ
其
針
を
返
す
を
い
ふ
。
殿
内
は
工
夫
の
漫
に
参
昇
す
べ

き
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
此
針
返
役
人
を
定
て
此
人
の
針
を
返
す
事
古
よ
り
の
例
な
り
。

（
167
）」

と
記
さ

れ
照
合
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
、
守
良
は
「
か
く
て
天
正
慶
長
の
造
営
よ
り
正
殿
は

厚
板
を
も
て
屋
と
し
て
、
表
萱
を
の
み
葺
奉
る
如
く
な
り
来
り
し
か
ば
、
此
針
返
所
役
も
絶
て

忌
鍛
冶
内
人
進
れ
る
針
を
も
て
堅
む
れ
ば
、
古
式
と
は
何
事
も
立
ま
さ
り
て
今
の
世
の
如
く
い

か
し
き
大
宮
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

（
168
）」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
論
的
に
針
返
役
人
は
断
絶
し
て
し

ま
う
。
屋
根
に
厚
板
を
敷
く
こ
と
に
よ
り
、
針
が
屋
根
裏
か
ら
表
へ
通
ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ

の
英
断
に
よ
っ
て
屋
根
の
耐
久
性
が
飛
躍
的
に
向
上
し
、
正
殿
内
が
萱
の
朽
損
に
伴
っ
て
雨
ざ

ら
し
の
状
態
に
な
り
、修
繕
を
理
由
に
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

「
怪
異
を
理
由
と
す
る
仮
殿
遷
宮
に
つ
い
て
」
で
前
述
し
た
守
良
の
指
摘
と
同
じ
で
あ
る
。

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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ま
た
、
福
山
氏
は
他
に
変
更
点
と
し
て
、
妻
飾
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

（
169
）。

棟
木
を
支
え

る
短
い
柱
で
あ
る
宇
立
を
「
御
形
束
」、
御
形
木
の
横
材
を
「
押
木
」、
縦
材
を
「
押
束
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
扠
首
と
宇
立
の
間
に
あ
る
細
い
角
材
「
妻
塞
押
木
」
の
忘
却
、
梁
が
太

く
な
り
桁
の
上
に
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
等
を
挙
げ
て
い
る
が
、
肯
定
的
に
「
他
の
神
社

の
本
殿
の
現
在
形
式
に
く
ら
べ
る
と
、
き
わ
だ
っ
て
整
っ
て
お
り
、
鰹
木
を
除
け
ば
、
す
べ
て

直
線
的
な
構
成

（
170
）」

に
よ
る
威
厳
さ
を
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
天
正
期
の
造
営

再
興
に
あ
た
り
、
同
氏
は
「
工
匠
の
苦
心
の
造
形
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

再
興
を
見
せ
た
同
式
年
遷
宮
以
降
、
万
治
・
天
和
の
御
炎
上
を
除
き
、
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ

た
の
は
、
内
宮
で
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）、
外
宮
で
は
同
じ
く
慶
長
三
年
と
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
の
計
三
度
で
あ
る
。
慶
長
期
の
注
進
状
を
見
る
と
「
注
進
、
可
下
被
経
二
次
第
上

奏
一、当
宮
御
殿
御
萱
葺
就
二
御
朽
損
一
従
二
殿
下
一
御
修
理
被
二
仰
出
一、仮
遷
御

（
殿
カ
）

造
進
之
間
之
事（
中

略
）
任
二
先
例
一
注
進
言
上
如
レ
件

（
171
）」

と
あ
り
、
早
く
も
萱
屋
根
の
朽
損
が
見
え
て
い
る
。
残
念

な
が
ら
、
同
書
に
は
遷
御
当
日
の
式
次
第
や
取
物
の
一
覧
は
残
っ
て
い
る
が
、
還
御
ま
で
の
修

理
状
況
の
記
載
が
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
類
推
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
縦
横
に
走
る

垂
木
に
屋
根
板
を
打
ち
付
け
、
そ
の
上
か
ら
桧
皮
を
差
し
て
萱
を
葺
い
て
い
た
が
、
そ
の
萱
の

部
分
が
両
宮
と
も
同
時
に
抜
け
落
ち
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
、
萱
屋
根
の
朽

損
が
原
因
で
仮
殿
遷
宮
を
行
う
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。

そ
の
後
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
の
内
宮
並
外
宮
の
正
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
、
江
戸
幕
府

と
い
う
統
一
的
且
安
定
的
な
政
権
下
で
、
以
後
式
年
が
守
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
天
正
・
慶
長
の

造
営
が
近
世
的
遷
宮
へ
の
転
換
期
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
仮
殿
遷
宮
の
終
焉
を
迎
え
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
の
仮
殿
遷
宮
の
研
究
は
、
遷
宮
の
斎
行
が

難
し
い
場
合
の
糊
塗
と
し
て
の
要
素
に
主
眼
が
置
か
れ
、
式
年
の
延
引
に
よ
る
殿
舎
の
朽
損
や

中
世
社
会
に
お
け
る
怪
異
と
い
う
特
質
的
な
事
由
を
含
め
、
神
事
の
違
例
を
中
心
に
目
が
向
け

ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
式
年
遷
宮
の
中
絶
期
の
殆
ど
は
、
そ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は

守
良
も
是
認
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
他
方
、
中
世
的
遷
宮
は
禰
宜
か
ら
次
第
を
注
進
し
て
宮

司
・
祭
主
を
経
て
上
奏
さ
れ
、
占
断
を
仰
い
で
宣
旨
が
仰
せ
下
さ
れ
て
後
、
正
遷
宮
に
準
じ
て

準
備
に
遺
漏
な
く
厳
粛
に
行
わ
れ
て
い
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
僅
か
御
一
宿
の
遷
御
だ
っ
た

と
し
て
も
、
心
御
柱
を
奉
立
し
、
御
神
座
周
り
の
御
装
束
類
の
新
調
と
奉
飾
を
行
い
、
川
原
大

祓
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
は
、
仮
殿
遷
宮
を
斎
行
す
る
上
で
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る

と
指
摘
し
た
い
。

し
か
し
、
寛
正
三
年
の
正
遷
宮
以
降
、
式
年
遷
宮
は
中
絶
期
を
迎
え
、
中
世
的
遷
宮
よ
り
近

世
的
遷
宮
へ
と
移
行
し
て
い
く
時
期
を
迎
え
る
。
鎌
倉
期
に
翌
年
解
体
し
て
い
た
古
殿
を
、
寛

正
三
年
の
際
に
は
臨
時
に
備
え
て
三
年
存
置
し
、
少
し
下
っ
て
明
応
六
年
に
は
造
宮
使
の
任
命

が
無
く
、
大
宮
司
の
責
任
下
で
仮
殿
遷
宮
が
執
行
さ
れ
る
。
そ
の
行
事
次
第
は
、
こ
れ
ま
で
と

異
な
り
木
本
祭
や
御
船
代
祭
等
も
行
わ
れ
、
御
樋
代
・
御
船
代
も
改
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
儲
殿
に
対
す
る
薗
田
守
晨
の
「
神
拝
等
為
二
習
礼
一、
称
二
儲
殿
一、
奉
二
正
遷
宮
之

作
法
一
」
と
い
う
見
解
の
通
り
、
儲
殿
は
正
遷
宮
に
準
じ
た
祭
儀
を
執
り
行
い
、
そ
の
行
事
作

法
を
受
け
継
ぐ
た
め
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
天
正
と
慶
長
期
の
造
営
を
迎
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
正
殿
修
理
に
あ
た
り
奉
仕
に
あ

た
っ
た
針
返
役
人
は
断
絶
し
、
屋
根
に
厚
板
を
敷
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
英
断
に
よ
っ
て
屋

根
の
耐
久
性
が
向
上
し
、
福
山
敏
男
氏
も
「
工
匠
の
苦
心
の
造
形
」
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

正
殿
の
萱
の
朽
損
を
理
由
と
す
る
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
江
戸
幕
府
と
い

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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う
統
一
的
且
安
定
的
な
政
権
下
で
、
式
年
遷
宮
は
運
営
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

正
殿
を
始
め
諸
殿
舎
等
に
異
常
が
あ
れ
ば
、
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
禰
宜
が
注
進
し
て
御
正

体
を
奉
護
す
る
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
守
良
も
、
古
法
を
重
ん
じ
る
だ

け
で
な
く
、『
典
略
』
の
書
き
振
り
か
ら
も
分
か
る
様
に
、
極
め
て
客
観
的
な
立
場
を
重
ん
じ

る
と
共
に
、
祭
祀
の
厳
修
に
必
要
で
且
つ
具
体
的
な
伝
記
等
を
掲
載
し
、
そ
の
姿
勢
を
通
貫
し

て
い
た
と
推
察
す
る
。
御
一
宿
で
あ
っ
て
も
諸
祭
遺
漏
な
く
周
到
に
行
わ
れ
た
仮
殿
遷
宮
を
見

て
「
古
よ
り
此
二
大
宮
は
い
と
尊
き
ほ
ど
明
か
な
ら
ず
や
」
と
い
う
守
良
の
言
葉
に
、
仮
殿
遷

宮
の
本
質
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
仮
殿
遷
宮
の
持
つ
本
来
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
以
降
更
に
十
分
な
検
討
が
必
要

と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
建
物
の
仕
様
が
大
嘗
宮
と
同
じ
く
黒
木
造
で
、
板
葺
き
の
屋
根
、
そ

の
大
き
さ
に
関
し
て
も
同
規
模
と
類
推
さ
れ
る
が
、
そ
の
類
似
性
だ
け
で
な
く
、
抑
も
な
ぜ
黒

木
を
使
用
す
る
か
と
い
う
点
も
考
察
の
余
地
が
あ
る
。
両
者
の
共
通
点
か
ら
推
察
が
許
さ
れ
る

の
で
あ
れ
ば
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
白
鳳
十
四
年
の
「
官
符
、
二
所
大
神
宮
殿
舎
御
門
垣
等

破
損
時
、
宮
司
令
二
修
補
一
承
前
例
也
」
と
の
記
述
か
ら
「
随
破
修
繕
」
を
古
儀
と
し
て
見
做

す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
遡
っ
て
神
宮
の
御
鎮
座
当
時
の
姿
を
求
め
る
こ
と
が

出
来
る
と
考
え
得
る
。

本
稿
で
は
薗
田
守
良
著
『
神
宮
典
略
』
の
「
式
年
外
遷
宮
」
を
抽
出
し
て
扱
っ
て
き
た
が
、

他
の
項
目
か
ら
見
る
薗
田
守
良
像
、
他
の
神
宮
祠
官
が
仮
殿
遷
宮
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

の
か
を
考
究
し
、
比
較
検
討
行
っ
て
い
く
点
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
課
題
と
し
て
潜
考
し
た
い
。

註

（
1
）
鎌
田
純
一
氏
「
中
世
に
お
け
る
神
宮
仮
殿
遷
宮
（
上
・
中
・
下
）」『
大
倉
山
論
集
』
第
二
十
七
（
平

成
二
年
）・
二
十
八
（
平
成
二
年
）・
三
十
号
（
平
成
三
年
）、
中
西
正
幸
氏
「
伊
勢
の
式
年
外
遷
宮
」

『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
』
第
四
十
四
号
（
平
成
二
十
四
年
）、『
伊
勢
市
史
』
第
二
巻
中
世
編

第
一
章
第
二
節
「
鎌
倉
時
代
の
遷
宮
と
神
宮
祠
官
」
第
二
項
「
仮
殿
遷
宮
」（
多
田
實
道
氏
執
筆
、

平
成
二
十
三
年
）
等
が
あ
る
。

（
2
）
山
田
雄
司
氏
「
室
町
時
代
の
災
害
と
伊
勢
神
宮
」『
史
林
』
第
九
十
六
巻
第
一
号
（
平
成
二
十
五
年
）

（
3
）『
神
宮
遷
宮
記
』
第
一
巻
所
収
『
建
久
元
年
内
宮
遷
宮
記
』（
神
宮
司
庁
編
、
国
書
刊
行
会
、
平
成

四
年
）、
一
～
二
九
頁

（
4
）
前
註
（
3
）
三
頁

（
5
）
前
註
（
3
）
五
頁

（
6
）
前
註
（
3
）
一
一
頁

（
7
）
前
註
（
3
）
三
一
～
三
五
頁

（
8
）
前
註
（
3
）『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
解
題

（
9
）
前
註
（
3
）
三
頁

（
10
）
前
註
（
3
）
四
頁

（
11
）
前
註
（
3
）
所
収
『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
二
一
～
一
三
二
頁

（
12
）
前
註
（
3
）
所
収
『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』

（
13
）
前
註
（
3
）
所
収
『
安
貞
二
年
内
宮
遷
宮
記
』

（
14
）
前
註
（
3
）
所
収
『
宝
治
元
年
内
宮
遷
宮
記
』

（
15
）『
神
宮
遷
宮
記
』
第
二
巻
所
収
『
元
亨
三
年
内
宮
遷
宮
記
』（
神
宮
司
庁
編
、
国
書
刊
行
会
、
平
成

四
年
）、
二
八
～
四
三
頁

（
16
）
前
註
（
3
）
所
収
『
仁
治
三
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
三
五
五
～
三
六
七
頁

（
17
）
大
神
宮
叢
書
『
神
宮
典
略
』
前
篇
（
神
宮
司
庁
編
、
臨
川
書
店
、
昭
和
五
十
一
年
）、
四
四
五
～

四
六
六
頁

（
18
）『
伊
勢
の
宮
人
』（
中
西
正
幸
著
、
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
年
）、
七
四
頁

（
19
）
前
註
（
17
）
一
頁

（
20
）
前
註
（
17
）
三
三
五
頁

（
21
）
神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道
大
系
』
神
宮
編
一
所
収
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、

昭
和
五
十
四
年
）、
三
一
九
頁

（
22
）
大
神
宮
叢
書
『
度
会
神
道
大
成
』
前
篇
（
神
宮
司
庁
編
、
臨
川
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
）、
三
〇

三
頁

（
23
）『
群
書
類
従
』
第
一
輯
所
収
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
例
文
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
四
十
六
年
）、

二
一
九
頁

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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（
24
）
日
本
古
典
文
学
大
系
68
『
日
本
書
紀
』
下
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
年
）、
三
九
〇
頁
、
天
武
天

皇
元
年
六
月
二
十
六
日
条

（
25
）
前
註
（
22
）
四
六
頁

（
26
）
前
註
（
22
）
四
七
頁

（
27
）
前
註
（
22
）
四
八
頁

（
28
）『
二
所
皇
太
神
宮
遷
宮
次
第
記
』
第
一
巻
（
神
宮
文
庫
蔵
二
二
〇
六
号
）、
八
丁
オ

（
29
）『
群
書
類
従
』
第
五
輯
所
収
『
中
臣
氏
系
図
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
十
二
年
）、
二
四
七

頁
に
弟
投
の
尻
付
に
「
伊
賀
守
従
五
下
弟
投
、
大
中
臣
朝
臣
養
子
也
、
造
宮
補
任
云
。
延
暦
四
年

九
月
太
神
宮
遷
宮
使
神
祇
大
祐
正
六
上
弟
牧
ト
云
此
人
事
歟
。」
と
あ
る
も
、
守
良
は
『
典
略
』

の
本
文
中
（
三
三
六
頁
）
で
は
「
大
中
臣
系
本
に
、
造
宮
使
中
臣
弟
牧
と
云
人
見
え
た
り
。」
と

述
べ
、「
弟
牧
」
と
あ
て
て
い
る
。

（
30
）
前
註
（
17
）
三
三
六
頁

（
31
）
前
註
（
17
）
三
三
六
頁

（
32
）
前
註
（
17
）
三
四
二
頁

（
33
）
前
註
（
17
）
三
四
二
頁

（
34
）
前
註
（
17
）
四
四
五
～
四
六
六
頁

（
35
）
前
註
（
21
）
三
四
〇
頁

（
36
）
前
註
（
21
）
六
八
～
六
九
頁

（
37
）『
増
補
史
料
大
成
』
巻
二
十
一
所
収
『
兵
範
記
』
巻
四
（
増
補
史
料
大
成
刊
行
会
編
、
臨
川
書
店
、

昭
和
五
十
六
年
）、
二
六
八
頁
、
仁
安
三
年
十
二
月
二
十
四
日
条
に
「
去
廿
一
日
申
剋
太
神
宮
正

殿
焼
失
、
従
権
神
主
師
朝
宿
館
猛
火
出
来
、
炎
煙
熾
盛
不
レ
能
二
禦
滅
一、
於
御
正
体
者
無
事
奉
レ
出
、

暫
奉
二
鎮
忌
屋
殿
一
了
」
と
見
え
、
斎
館
よ
り
出
火
し
て
正
殿
の
焼
失
を
招
き
、
御
正
体
を
し
ば
ら

く
奉
遷
し
て
後
、
忌
火
屋
殿
へ
奉
遷
し
て
い
る
こ
と
が
解
さ
れ
る
。

（
38
）『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
十
一
所
収
『
百
錬
抄
』
第
八
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
二
年
）、
八
四
頁
、

六
月
十
七
日
条
に
「
今
日
、
太
神
宮
遷
宮
也
、
炎
上
以
後

所
二
造
営
一
也
」
と
あ
る
。

（
39
）
前
註
（
17
）
四
四
五
頁

（
40
）
前
註
（
21
）、
長
久
四
年
四
月
三
日
条
（
四
一
三
～
四
一
四
頁
）
に
「
抑
撿
二
先
例
一、
二
所
太
神
宮
、

及
七
所
別
宮
、
御
湿
損
之
時
、
以
二

次
第
解
状
一

上
奏
、
申
二

請
修
理
使
一、
隨
二

宣
旨
一、
奉
二

仕
仮
殿

遷
宮
一
之
例
也
。
而
祭
主
永
輔
朝
臣
、
不
レ
上
二
奏
於
公
家
一、
以
二
私
物
一、
奉
二
仕
御
修
理
一
（
後
略
）」

と
修
理
使
に
つ
い
て
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

（
41
）
前
註
（
3
）
所
収
『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
一
〇
二
頁

（
42
）
前
註
（
15
）
所
収
『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
二
三
一
～
二
三
二
頁
に
、
嘉
元
二
年
二
月

二
十
七
日
注
進
条
「
東
宝
殿
天
井
、
御
樋
代
、
御
床
、
御
橋
、
簀
子
等
、
杣
山
、
庭
作
単
功
、
并

工
等
員
数
事
」
に
「
料
黒
木
大
小
七
十
枝
」
と
あ
る
。

（
43
）『
神
宮
遷
宮
記
』
第
三
巻
所
収
『
応
永
二
十
五
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』（
神
宮
司
庁
編
、
国
書
刊
行

会
、
平
成
四
年
）、
四
四
七
頁
に
「
注
進
、
御
仮
殿
東
宝
殿
四
面
大
床
高
欄
御
橋
等
料
黒
木
事
」

と
あ
る
。

（
44
）
前
註
（
43
）
四
六
五
～
四
六
六
頁
に
、「
仮
殿
遷
宮
司
中
分
工
交
名
事
」
条
参
照
の
こ
と
。

（
45
）
薗
田
守
晨
著
『
永
正
記
』
は
全
二
巻
で
、
書
名
は
成
立
時
永
正
年
間
で
あ
っ
た
た
め
。
前
巻
は
触

穢
・
禁
忌
・
忌
火
物
事
等
三
十
条
、
後
巻
は
一
二
〇
条
か
ら
成
る
神
明
遺
勅
や
奉
仕
規
範
と
い
っ

た
内
容
に
な
り
、
殿
舎
の
仕
様
に
対
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

（
46
）
訳
注
日
本
史
料
『
延
喜
式
』
上
（
虎
尾
俊
哉
編
、
集
英
社
、
平
成
十
二
年
）、
巻
第
七
践
祚
大
嘗
祭
、

第
二
十
二
条
大
嘗
宮
条
（
四
一
二
頁
）
に
悠
紀
殿
の
仕
様
が
記
載
さ
れ
、
第
二
十
三
条
（
四
一
五

頁
）
に
廻
立
殿
の
仕
様
に
つ
い
て
の
記
載
が
確
認
で
き
る
。

（
47
）
前
註
（
17
）
四
四
五
頁

（
48
）『
続
日
本
古
典
全
集
』
所
収
『
貞
観
儀
式
』（
荷
田
在
満
校
訂
、
現
代
思
潮
社
、
昭
和
五
十
五
年
）、

一
五
七
頁
、「
神
坐
殿
者
構
以
二
黒
木
一、
用
レ
萱
、
倒
葺
内
構
二
楉
棚
一
敷
レ
席
其
上
更
亦
敷
絁
高
萱
御

倉
者
、
以
二
四
枝
黒
木
一
為
レ
柱
、
用
レ
葺
片
葺
薦
為
二
壁
代
一
」
よ
り
抜
粋
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
49
）
前
註
（
17
）
四
四
六
頁

（
50
）
前
註
（
37
）
所
収
『
永
昌
記
』、
一
九
八
頁
、
大
治
元
年
二
月
十
六
日
条
に
「
被
レ

勘
二

豊
受
宮
仮

殿
遷
宮
日
時
一、
木
作
、
今
月
廿
六
日
、
竪
二

心
柱
一、
二
月
二
日
、
奉
レ

渡
二

御
体
於
仮
殿
一、
四
月

十
一
日
、
加
二

修
理
一、
同
日
、
奉
レ

移
二

御
体
於
正
殿
一、
同
日
（
中
略
）
山
口
祭
木
本
祭
日
時
、

可
レ
被
レ
勘
者
、
案
レ
之
、
廿
年
一
度
正
遷
宮
被
レ
勘
レ
之
如
レ
此
」
と
見
え
て
、
選
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
、
ま
た
同
時
に
『
伊
勢
勅
使
部
類
記
』（『
神
道
大
系
』
神
宮
編
三
、
神
道
大
系
編
纂

会
、
昭
和
五
十
六
年
）
一
八
五
～
一
八
六
頁
）
の
天
永
元
年
十
月
二
十
七
日
に
仗
議
が
行
わ
れ
、

十
二
月
十
七
日
に
宣
旨
が
下
さ
れ
、
二
十
四
日
に
仮
殿
へ
奉
遷
し
て
間
も
な
く
心
御
柱
を
改
立
し
、

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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翌
二
十
五
日
に
は
還
御
を
迎
え
て
い
る
。

（
51
）
前
註
（
37
）
所
収
『
兵
範
記
』
巻
五
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
に
あ
る
。
ち
な
み
に
、
還
御
の
日
時

も
続
い
て
「
奉
レ
移
二
御
体
於
正
殿
一
日
時
、
同
日
庚
子
、
時
亥
二
点
、」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）
前
註
（
17
）
四
四
六
頁

（
53
）
前
註
（
17
）
四
四
六
頁

（
54
）
前
註
（
17
）
四
四
六
頁

（
55
）
前
註
（
3
）『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
七
八
～
七
九
頁
に
「
奉
レ
渡
二
御
体
於
仮
殿
一
日
時
」

が
六
月
七
日
か
十
六
日
を
予
定
し
て
い
た
が
、
同
書
八
二
頁
の
注
進
状
に
、

注
進
当
宮
仮
殿
御
遷
宮
任
二
重
日
時
勘
文
一、為
二
立
レ
柱
上
一
レ
棟
、頭
工
等
拝
二
見
宮
地
一
処
、

心
御
柱
相
違
事

右
件
仮
殿
御
遷
宮
事
、重
任
下
被
二

宣
下
一
日
時
勘
文
上、今
月
一
日
為
二
奉
立
レ
柱
上
一
レ
棟
、

頭
工
等
拝
二
見
宮
地
一、
去
四
月
廿
四
日
奉
レ
立
心
御
柱
、
寄
二
東
方
一
四
寸
、
寄
二
北
方
一
二

寸
三
分
、
相
違
之
由
依
二
言
上
一、
宮
司
禰
宜
等
相
共
見
知
之
処
有
二
其
実
一、
此
旨
爲
レ
隨
二

勅
定
一、
当
日
柱
立
棟
上
事
延
引
畢
、
爰
尋
二

先
例
一、
去
天
仁
三
年
、
豊
受
太
神
宮
心
柱

朽
損
顛
倒
、
可
二
立
改
一
否
事
、
被
レ
行
二
公
卿
僉
議
一、
被
レ
問
二
諸
道
一
之
間
、
去
応
和
二
年
、

太
神
宮
心
御
柱
相
二

違
旧
例
一、
去
二

正
中
一

寄
レ

傍
奉
レ

立
事
、
改
二

立
彼
柱
一

之
条
甚

可
レ
恐
之
由
、
左
大
臣
依
レ
被
二
定
申
一、
不
レ
令
二
立
改
一
之
旨
具
也
、
而
当
時
相
違
御
柱
事
、

不
レ

経
二

言
上
一

者
、
輙
依
レ

難
二

左
右
一

所
レ

注
二

進
子
細
一

也
、
就
レ

中
依
二

件
御
柱
事
一、
仮

殿
立
柱
上
レ

棟
日
時
既
延
引
畢
、
此
旨
不
レ

可
レ

不
二

言
上
一

者
、
然
則
早
為
レ
被
二

裁
下
一

勒
二
子
細
一
注
進
如
レ
件
、

建
久
九
年
六
月
一
日

と
見
え
て
、
四
月
二
十
四
日
に
心
御
柱
を
奉
建
す
る
も
、
六
月
一
日
に
そ
の
位
置
に
相
違
が
見
ら

れ
る
こ
と
が
発
覚
し
、
先
例
に
任
し
て
日
時
を
延
引
し
、
改
め
て
遷
御
の
日
時
を
選
定
す
る
よ
う

注
進
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
書
九
四
～
九
五
頁
に
七
月
十
六
日
に
日
時
が
選
定
さ
れ
御
沙
汰
が

あ
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
56
）
前
註
（
3
）『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
一
一
二
～
一
一
六
頁
に
見
え
る
「
御
出
間
次
第
行
事
」

条
と
「
還
御
行
事
」
に
四
度
見
え
る
。

（
57
）
前
註
（
17
）
で
あ
る
『
典
略
』
四
四
七
頁
に
は
、
前
註
（
15
）
所
収
『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』

の
四
〇
三
～
四
〇
四
頁
よ
り
「
従
二
正
殿
一
御
出
時
」
の
祝
詞
で
あ
る
「
度
會
乃
宇
治
乃
五
十
鈴
乃
河

上
乃
下
津
石
根
仁
、
大
宮
柱
太
敷
立
天
、
高
天
原
仁
千
木
高
知
天
、
皇
御
麻
乃
命
稱
辭
定
奉
留
皇
太
神
乃

廣
前
仁
、
恐
み
恐
み
毛
申
給
ハ
久
、
為
レ

奉
二

御
殿
修
理
一
仁
東
宝
殿
仁
奉
二

移
渡
一
留
状
乎
、
平
久
安
久
知

食
と
申
」
と
引
い
て
い
て
、
本
文
は
続
い
て
、「
東
宝
殿
奉
レ
鎭
時
」「
従
二
東
宝
殿
一
御
出
時
」「
本

宮
令
二
鎭
御
坐
一
時
」
の
祝
詞
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
58
）『
神
道
大
系
』
神
宮
編
三
所
収
『
伊
勢
勅
使
部
類
記
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
六
年
）、

一
八
四
頁

（
59
）
前
註
（
43
）
所
収
『
御
一
宿
仮
殿
遷
宮
記
』
八
一
頁
に
「
正
嘉
二
年
御
一
宿
仮
殿
日
記
云
、
八
月

十
三
日
、
御
船
代
、
直
会
殿
奉
レ

入
、
為
二

頭
工
等
之
沙
汰
一

雇
人
夫
奉
二

持
入
一、
禰
宜
各
於
二

玉
串

所
一
有
二
拝
見
一、
彼
殿
仁
板
敷
天
於
二
其
上
一
奉
レ
作
之
（
後
略
）」
と
あ
る
。

（
60
）
前
註
（
17
）
四
四
七
頁

（
61
）
前
註
（
17
）
四
四
七
頁

（
62
）
前
註
（
3
）『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
六
五
～
七
一
頁

（
63
）
前
註
（
3
）『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
〇
七
頁

（
64
）
前
註
（
17
）
四
四
七
頁

（
65
）
前
註
（
3
）『
建
久
九
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
六
五
頁

（
66
）
前
註
（
15
）『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
二
二
〇
頁

（
67
）『
神
宮
遷
宮
記
』
第
四
巻
所
収
『
寛
正
三
年
造
内
宮
記
』（
神
宮
司
庁
編
、
国
書
刊
行
会
、
平
成
四

年
）、
一
〇
九
頁

（
68
）
前
註
（
17
）
四
四
八
頁

（
69
）
前
註
（
28
）
十
五
丁
ウ

（
70
）
前
註
（
28
）
十
四
丁
ウ

（
71
）
前
註
（
17
）
四
四
八
頁

（
72
）
前
註
（
17
）
四
四
八
～
四
四
九
頁

（
73
）『
神
道
大
系
』
神
宮
編
二
所
収
『
神
宮
雑
例
集
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
五
年
）、
六
八
頁

（
74
）
前
註
（
73
）
六
八
～
六
九
頁

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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（
75
）
前
註
（
17
）
四
四
九
頁

（
76
）
前
註
（
17
）
四
四
九
頁

（
77
）
前
註
（
73
）
六
九
～
七
〇
頁

（
78
）
前
註
（
17
）
四
四
九
頁

（
79
）
前
註
（
15
）『
嘉
元
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
二
一
七
～
二
一
八
頁

（
80
）
前
註
（
28
）
第
四
巻
、
十
七
丁
オ

（
81
）
前
註
（
43
）
所
収
『
応
永
七
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
応
永
六
年
四
月
十
八
日
条
（
三
八
一
頁
）、

同
年
五
月
六
日
の
注
進
条
（
三
八
五
～
三
八
六
頁
）
に
各
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
82
）
前
註
（
43
）
所
収
『
文
安
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
五
八
五
頁

（
83
）
前
註
（
17
）
四
五
〇
頁

（
84
）
前
註
（
43
）
所
収
『
応
永
七
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
三
七
八
頁

（
85
）
前
註
（
17
）
四
五
一
頁

（
86
）
前
註
（
23
）
二
二
二
頁
の
「
内
宮
仮
殿
遷
宮
東
宝
殿
」
の
記
事
を
引
用
し
て
、
前
註
（
17
）
四
四
九

頁
中
の
割
注
で
記
さ
れ
て
い
る
。

（
87
）
前
註
（
17
）
四
五
八
～
四
六
四
頁

（
88
）
前
註
（
17
）
四
五
八
頁

（
89
）
増
補
大
神
宮
叢
書
『
二
宮
叢
典
』
所
収
『
外
宮
子
良
館
旧
記
』（
神
宮
司
庁
編
、
吉
川
弘
文
館
、

平
成
二
十
五
年
）、
九
五
〇
頁
に
は
、「
十
二
月
廿
四
日
、
一
の
禰
宜
宮
後
の
朝
敦
子
良
の
館
の
二

臈
大
夫
を
め
さ
れ
候
て
、
古
殿
仮
殿
へ
う
つ
し
御
申
候
」
と
あ
る
。

（
90
）
前
註
（
17
）
四
六
二
～
四
六
三
頁

（
91
）
前
註
（
89
）
九
四
九
～
九
五
〇
頁
の
十
二
月
二
十
日
条
に
「
宇
治
と
国
司
と
一
所
に
な
り
て
候
て
、

国
司
お
ん
む
き
候
、
さ
れ
共
弓
矢
ハ
山
田
よ
く
候
て
、
国
司
方
の
人
を
七
八
百
人
討
取
候
、
か
み

の
城
に
国
司
方
の
人
数
こ
も
り
居
申
候
あ
ひ
た
二
三
度
か
つ
き
候
へ
共
、
其
日
ハ
お
ち
す
候
間
、

宮
山
に
た
ま
ら
す
候
て
お
ち
候
、
榎
倉
の
人
数
計
、
御
殿
の
御
下
に
八
人
籠
候
て
、
機
を
ま
ち
為

候
処
に
、
宇
治
衆
此
由
き
ゝ
候
て
甲
五
百
計
に
て
よ
セ
、
又
軍
勢
も
上
セ
候
て
取
籠
候
を
、
宇
治

衆
を
一
円
に
切
通
に
て
落
越
し
候
て
、
や
か
て
御
殿
へ
火
を
か
け
候
て
、
掃
部
と
申
者
腹
を
き
り

申
候
、
の
こ
り
七
人
ハ
応
て
敵
を
お
ひ
の
け
候
て
、
か
み
の
我
城
へ
う
ち
入
候
て
き
を
も
う
ち
我

も
や
か
て
み
な
討
た
れ
候
、
こ
れ
ハ
十
二
月
廿
二
日
な
り
、
掃
部
は
や
か
て
御
殿
の
う
し
と
ら
の

す
み
に
て
は
ら
を
き
り
申
候
、
山
田
之
地
下
ハ
一
円
や
け
申
候
、
其
時
の
忌
ハ
百
日
に
て
候
、
仮

殿
ハ
文
明
十
九
年
四
月
に
御
立
候
、（
中
略
）
か
り
殿
出
来
候
て
ち
や
う
き
や
う
元
年
九
月
三
日

ニ
御
遷
宮
候
」
と
詳
細
に
記
載
が
見
ら
れ
、
内
容
が
一
致
す
る
。

（
92
）『
三
重
県
史
』
資
料
編
中
世
1
（
上
）
所
収
『
氏
経
卿
引
付
』（
三
重
県
、
平
成
九
年
）、
二
四
四
頁

（
93
）
前
註
（
23
）
二
二
六
頁

（
94
）
前
註
（
89
）
巻
十
八
、「
延
徳
元
年
八
月
十
八
日
条
」
九
五
一
頁
、
ま
た
「
延
徳
二
年
九
月
十
四

日
条
」
は
九
五
一
～
九
五
二
頁
に
掲
載
。

（
95
）
前
註
（
89
）
巻
十
八
、
九
五
二
頁
に
「
や
か
て
九
月
十
五
日
た
ゝ
一
日
に
御
造
作
仕
候
て
、
同
御

ふ
な
し
ろ
も
先
と
り
あ
へ
す
の
事
に
て
候
間
、
本
の
御
木
合
ふ
ま
し
き
と
て
、
相
殿
御
用
に
木
と

り
を
つ
く
り
た
て
候
て
、
う
つ
し
御
申
候
」
と
あ
る
。

（
96
）
前
註
（
17
）
四
六
四
頁

（
97
）
前
註
（
17
）
四
六
四
頁

（
98
）
前
註
（
17
）
四
六
一
～
四
六
二
頁

（
99
）『
神
宮
遷
宮
記
』
第
五
巻
所
収
『
天
和
三
年
内
宮
臨
時
遷
宮
之
覚
』
上
（
神
宮
司
庁
編
、
国
書
刊

行
会
、
平
成
四
年
）、
三
八
一
頁
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
の
註
（
100
）

の
『
氏
富
記
』
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
、
文
字
に
異
同
が
あ
る
。

（
100
）『
神
宮
編
年
記
』
第
四
十
二
巻
（
神
宮
文
庫
蔵
一
門
第
一
五
九
一
三
号
）
所
収
『
氏
富
記
』
天
和

元
年
十
二
月
十
三
日
条
に
、

一
同
十
三
日
之
夜
子
上
刻
、
正
殿
并
東
西
宝
殿
炎
上
、
正
殿
東
之
御
棟
千
木
之
下
よ
り
出
火
、

板
垣
不
レ

残
焼
失
併

御
正
体
無
二

御
恙
一

出
御
、
左
右
相
殿
之
御
正
体
同
前
奉
レ

出
レ

之
、

其
外
公
方
様
よ
り
御
奉
納
之
御
太
刀
四
箱
并
神
財
等
少
々
取
二
出
之
一
候
、
此
時
四
祢
宜
経

在
、
七
経
冬
、
九
守
貞
、
権
任
物
忌
宮
奉
行
年
寄
等
追
々
走
寄
、
御
鏁
取
放
御
戸
を

奉
レ
開
右
之
通
也
、
扨

御
正
体
之
儀
予
氏
富
奉
レ

戴
レ

之
、
御
政
印
之
水
ノ
上
之
山
陰
ニ

し
て
古
殿
之
御
船
代
を
敷
二

覆
榊
一、
奉
レ

遷
レ

之
并
相
殿
之
御
霊
御
神
宝
等
同
所
ニ
安
レ

之
、

正
権
祢
宜
物
忌
等
、
奉
レ

衛
上

護
之
中

以
二

幔
幕
一

圍
下
二

四
方
一、
于
レ

時
自
二

小
林
一

和
地
儀
左

衛
門
尉
参
入
扨
江
戸
注
進
之
書
付
、
杯
持
参
可
レ

申
之
由
ニ
候
、
故
十
祢
宜
経
晃
修
理
氏

守
宮
奉
行
之
会
所
へ
儀
左
衛
門
尉
同
道
、
申
二
書
附
并
絵
図
一
各
相
認
渡
レ
之
其
按

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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と
あ
り
、
正
殿
の
東
の
千
木
付
近
よ
り
出
火
し
、
正
殿
両
宝
殿
を
始
め
、
最
も
外
側
の
垣
根
で
あ

る
板
垣
ま
で
も
焼
失
に
見
舞
わ
れ
る
が
、
御
正
体
と
相
殿
神
を
出
御
す
る
と
共
に
、
将
軍
奉
納
刀

や
御
神
宝
類
を
取
り
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
御
政
印
用
の
朱
肉
に
使
用
す
る
た
め
の
水
を
採
っ

て
い
る
山
の
陰
（
恐
ら
く
荒
祭
宮
東
側
の
山
頂
付
近
か
）
へ
奉
遷
し
、
幔
幕
で
囲
っ
て
奉
護
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
山
田
奉
行
所
へ
書
附
と
絵
図
を
添
え
て
報
告
し
、
後
に
古
殿
を
仮
殿
と
し
て

御
遷
し
し
、
臨
時
遷
宮
を
行
う
よ
う
注
進
す
る
。

（
101
）
前
註
（
100
）『
氏
富
記
』
天
和
元
年
十
二
月
十
五
日
条

（
102
）『
伊
勢
神
宮
の
祖
型
と
展
開
』（
櫻
井
勝
之
進
著
、
国
書
刊
行
会
、
平
成
三
年
）、
二
一
八
～
二
三
〇
頁

（
103
）
前
註
（
102
）
二
二
六
頁

（
104
）
前
註
（
102
）
二
二
一
頁

（
105
）
前
註
（
17
）
四
五
二
頁

（
106
）
前
註
（
21
）
四
一
〇
頁

（
107
）
前
註
（
38
）
第
四
、
二
十
頁
に
「
大
風
、
伊
勢
豊
受
大
神
宮
正
殿
幷
東
西
宝
殿
瑞
垣
悉
以
顛
倒
、（
中

略
）
延
暦
、
神
宮
炎
上
之
時
、
神
躰
懸
レ

木
、
今
度
有
二

顛
倒
之
今
中
一、
但
御
躰
不
二

動
傾
一、

奉
レ
渡
二
膳
殿
一
」
と
あ
る
。

（
108
）
前
註
（
37
）
所
収
『
春
記
』
の
九
十
四
頁
、
長
暦
四
年
八
月
条
に
「
豊
受
宮
顛
倒
事
、
永
輔
解
状
、

今
日
奏
聞
事
定
事
」
と
あ
る
。

（
109
）
前
註
（
38
）
十
八
巻
所
収
『
古
事
談
』
第
五
、
九
十
五
頁
に
「
長
久
元
年
七
月
廿
七
日
夜
、
大
風

大
雨
之
間
、
子
刻
許
、
伊
勢
大
神
宮
正
殿
、
及
東
西
宝
殿
、
神
宮
瑞
垣
、
御
門
等
、
皆
悉
転
倒
、

已
如
レ
掃
レ
地
云
々
」
と
あ
る
。

（
110
）
前
註
（
38
）
十
二
巻
所
収
『
扶
桑
略
記
』
第
三
十
、
三
三
二
頁
に
「
大
風
、
諸
国
洪
水
、（
中
略
）

伊
勢
太
神
宮
宝
殿
一
宇
、
幷
四
面
廊
等
、
皆
為
二
大
風
一
顛
倒
、」
と
あ
る
。

（
111
）
前
註
（
38
）
第
五
、
四
十
一
頁
に
「
八
月
四
日
、
大
風
、
太
神
宮
西
寶
殿
、
豊
受
宮
東
西
宝
殿
等

顛
倒
、」
と
あ
る
。

（
112
）
前
註
（
17
）
四
五
二
頁

（
113
）『
史
料
纂
集
』
所
収
『
公
衡
公
記
』
第
一
（
続
群
書
類
従
完
成
会
編
、
昭
和
四
十
三
年
）、
五
四
頁
、

弘
安
十
一
年
一
月
十
一
日
「
神
祇
官
卜
恠
異
等
事
」
条
。
ま
た
、『
典
略
』
の
文
中
に
は
当
宮
の

こ
と
を
「
内
宮
」
と
加
筆
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
外
宮
の
誤
り
か
。

（
114
）
前
註
（
37
）『
勘
仲
記
』
二
巻
、
二
四
一
～
二
四
二
頁

（
115
）
前
註
（
28
）
三
丁
オ
に
、
伏
見
天
皇
の
正
応
元
年
九
月
二
日
条
「
外
宮
仮
殿
遷
宮
御
一

宿

」
と
あ
る
。

（
116
）
前
註
（
38
）
第
八
、
九
〇
頁
の
四
月
三
十
日
条
に
「
有
二
仗
議
一、（
中
略
）
又
去
年
外
宮
宝
殿
簀
子

狂
男
上
事
等
也
、」
と
あ
り
、
同
件
が
仗
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
、「
大
雪
の
怪
異
」
同
様
、

仮
殿
遷
宮
の
一
因
の
範
疇
と
考
え
ら
れ
る
。

（
117
）『
図
書
寮
叢
刊
』
所
収
九
条
家
本
『
玉
葉
』
巻
三
（
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
平
成
六
年
）、
六
〇
頁
、

五
月
二
日
条
に
「
二
日
戊
子
天
晴
（
中
略
）
去
月
晦
日
有
二

仗
議
一、
三
ヶ
条
事
也
、
一
者
、
神
宮

外
男
蹈
二
隠
所
一、
可
二
作
改
一
哉
否
、
并
番
直
者
可
レ
有
二
罪
科
一
哉
事
」
と
簀
子
を
作
り
改
め
る
か
否

か
と
い
う
点
と
番
直
者
に
罰
則
を
与
え
る
か
否
か
を
仗
議
し
て
い
る
。
同
書
二
二
六
頁
に
、
翌
安

元
元
年
（
一
一
七
五
）
六
月
二
十
八
日
条
「
来
月
五
日
云
々
、
彼
日
可
レ
参
レ
陣
也
、
可
レ
存
二
其
旨
一、

伊
勢
事
、（
中
略
）
下
下
豊
受
宮
狂
男
所
二
昇
居
一
之
正
殿
簀
子
可
二
造
替
一
之
事
文
上
仰
云
、」
と
見
え

る
事
か
ら
造
替
す
る
こ
と
が
仰
せ
下
さ
れ
て
、
同
じ
く
二
七
〇
頁
、
同
年
十
月
十
七
日
に
「
今
日

仮
殿
遷
宮
也
、
仍
修
レ
祓
、
雖
レ
不
レ
可
二
必
然
一、
為
レ
致
二
敬
神
一
也
、」
と
一
連
の
運
び
が
見
え
る
。

（
118
）
前
註
（
37
）
所
収
『
平
戸
記
』、
二
〇
六
～
二
〇
七
頁

（
119
）
前
註
（
28
）
十
八
丁
ウ
に
「
仁
治
二
年
辛丑
十
月
十
七
日
癸酉
外
宮
仮
殿
遷
宮
」
と
あ
る
。

（
120
）
大
神
宮
叢
書
『
神
宮
年
中
行
事
大
成
』
前
篇
所
収
『
太
神
宮
司
神
事
供
奉
記
』（
神
宮
司
庁
編
、

臨
川
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
）、
三
四
～
三
五
頁
の
仁
治
四
年
（
二
月
改
元
「
寛
元
」）
四
月
二
十
八

日
条
に
「
外
宮
仮
殿
御
遷
宮
」
と
あ
り
、
同
日
中
に
「
同
夕
、
還
御
」
と
あ
る
。
更
に
、
本
文
で

も
掲
げ
て
い
た
箇
所
の
前
後
を
見
る
と
、「
抑
今
度
御
遷
宮
非
二
殿
内
漏
湿
之
儀
一、
去
年
三
月
十
日

狂
人
美
濃
国

住
人
、
参
二
昇
正
殿
大
床
一
之
間
、
為
二
御
簀
子
御
階
造
替
一、
又
同
七
月
十
九
日
大
風
之
時
、
大

松
顛
倒
之
間
、
破
二
損
西
宝
殿
南
檐
一、
仍
彼
等
為
レ
奉
二
造
替
一
也
、
今
日
日
中
神
拝
奉
三
拝
二
見
御
修

理
一、」
と
あ
っ
て
、
殿
内
の
御
装
束
類
の
湿
損
で
は
な
く
、
狂
人
の
侵
入
や
台
風
の
被
害
等
を
受

け
た
こ
と
に
よ
る
複
合
的
な
理
由
か
ら
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
た
と
見
て
良
い
。

（
121
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
十
六
巻
所
収
『
続
日
本
紀
』
巻
五
、（
巻
第
四
十
）（
岩
波
書
店
、

平
成
元
年
）
五
〇
七
頁
、
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
八
月
三
日
条
に
「
夜
、
盗
有
り
て
、
伊
勢
大
神

宮
の
正
殿
一
宇
、
財
殿
二
宇
、
御
門
三
間
、
瑞
垣
一
重
を
焼
け
り
。（
中
略
）
ま
た
、
使
を
遣
し
て
、

こ
れ
を
修
め
造
ら
し
む
。」
と
見
え
る
。
ま
た
、
第
二
項
で
も
少
し
く
触
れ
た
が
『
神
道
大
系
』

神
宮
編
一
所
収
、『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
三
四
〇
頁
に
は
、「
太
神
宮
正
殿
、
東
西
宝
殿
、
并
重
々

仮
殿
遷
宮
の
研
究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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御
垣
御
門
、
及
外
院
殿
舎
等
、
併
掃
レ
地
焼
亡
須
。
爰
御
正
躰
、
并
左
右
相
殿
御
躰
、
同
以
従
二
猛

火
之
中
一、
飛
出
御

ま
し
ま
し

天
、
御
前
乃
黒
山
頂
、
放
二

光
明
一

天
懸
御
世
利
。
錦
綾
色
々
御
装
束
、
幣
物

乃
辛
櫃
八
合
、
調
絹
千
四
百
疋
、
同
糸
四
百
六
十
絇
、
太
刀
六
百
九
十
腰
、
弓
箭
桙
楯
、
御
鏡
、

種
々
神
宝
物
等
、
千
万
併
焼
亡
畢
。
仍
宮
司
且
急
造
二

仮
殿
一、
奉
レ

鎮
二

御
躰
一、
且
注
二

具
由
一、
言
二

上
於
神
祇
官
一。
隨
則
上
奏
。（
後
略
）」
と
あ
る
。

（
122
）
前
註
（
43
）
所
収
『
応
永
七
年
仮
殿
遷
宮
記
』、
三
七
七
頁
に
み
え
る
。
抑
々
、
応
永
五
年
閏
四

月
二
日
の
注
進
状
（『
同
書
』
三
六
七
～
三
六
八
頁
）
に
は
「
去
月
廿
四
日
朝
、
字
彦
次
郎
男
弘
継

参
宮
人
指
南
之
時
、
正
殿
御
戸
被
レ
開
御
之
由
、
拝
見
之
趣
（
中
略
）
正
殿
之
御
戸
雌
戸

西
方
被
レ
開
給
、

御
鏁
之
打
立
元
金
雌
戸

西
方
抜
給
、其
外
盗
人
推
参
之
粧
在
之
、忩
遂
二
検
知
一
可
レ
被
レ
差
二
固
御
鏁
一
之
由
、

宮
司
忠
澄
令
二
告
知
一、
以
二
同
廿
六
日
一、
彼
代
官
召
二
具
家
郷
神
主
一、
任
レ
例
禰
宜
等
大
麻
令

（
床
カ
）

二
参
昇
一、

先
奉
レ

推
二

立
御
戸
一

訖
、
但
於
二

氏
茂
一

者
、
当
時
依
レ

為
二

所
労
一

不
参
、
次
以
二

今
月
一
日
一

宮
司

致
二

検
知
一
（
後
略
）」
と
あ
っ
て
、
内
宮
長
官
で
あ
っ
た
氏
茂
神
主
以
下
で
検
知
し
て
、
閏
四
月

一
日
に
は
宮
司
以
下
で
検
知
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
123
）
前
註
（
38
）
第
十
五
、
一
九
五
頁
の
九
月
二
十
日
条
に
「
今
夜
、
有
二

仗
議
一、
太
神
宮
御
船
代
干

透
鼠
出
入
有
二
其
恐
一
可
レ
被
二
造
替
一
哉
事
也
、」
と
あ
る
。

（
124
）
外
宮
に
お
け
る
建
長
期
の
鼠
に
よ
る
被
害
は
、
前
註
（
38
）『
百
錬
抄
』
第
十
六
、
二
三
三
頁
に
「
権

中
納
言
公
光
卿
被
レ
行
二
軒
廊
御
卜
一、
伊
勢
外
宮
御
装
束
已
下
為
レ
鼠
喰
損
事
、」
と
見
え
る
。

（
125
）
前
註
（
58
）
所
収
「
康
安
元
年
外
宮
心
御
柱
落
餝
事
一
」、
一
七
五
頁

（
126
）
前
註
（
17
）
四
五
四
頁

（
127
）
前
註
（
15
）
所
収
『
永
仁
五
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
一
五
頁

（
128
）
前
註
（
38
）
十
三
巻
所
収
『
続
史
愚
抄
』（
前
編
）
第
十
七
、
四
六
三
頁
の
元
亨
元
年
七
月
二
十
三

日
条
に
「
有
二
内
宮
仮
殿
迁
坐
一、
是
心
柱
纏
布
鼠
喰
損
故
云
」
と
あ
る
。

（
129
）
前
註
（
17
）
四
五
四
頁

（
130
）
前
註
（
17
）
三
六
九
頁

（
131
）
前
註
（
73
）
六
一
～
六
二
頁
に

一
奉
レ
覆
榊
畜
類
喰
損
事
忩

康
平
元
年
十
一
月
十
八
日
、
奉
レ

立
二

外
宮
造
替
遷
宮
心
柱
一

畢
。
或
云

十
月
。
同
十
九
日
、

上
レ

棟
奉
レ

葺
之
間
、
以
二

同
廿
八
日
夜
一、
従
二

梏
中
一

牛
入
来
、
喰
二

損
榊
葉
一

之
由
、
針

返
内
人
有
松
、
同
廿
九
日
辰
時
所
二

見
付
一

也
。
仍
経
二

奏
聞
一

之
後
、
依
二

同
二
年
正
月

十
九
日

宣
旨
一、
奉
レ

替
レ

榊
畢
。
先
レ

是
被
レ

行
二

御
卜
一。
神
祇
官
陰
陽
寮
勘
申
云
、

奉
二
為
公
家
一
無
レ
咎
、
本
所
神
事
違
例
所
レ
致
也
云
々
。

康
平
二
年
七
月
廿
日
夜
、
外
宮
心
御
柱
奉
レ
覆
榊
、
為
レ
牛
被
二
喰
損
一
畢
。
仍
造
宮
使
元

範
朝
臣
上
奏
之
処
、
早
可
レ

立
二

替
榊
一

之
由
、
被
レ

下
二

宣
旨
一

了
。
即
如
レ

前
一
禰
宜

等
與
二
山
向
内
人
一
奉
レ
替
レ
之
。

寛
治
三
年
十
一
月
廿
四
日
、
被
レ

下
二

宣
旨
一、
十
二
月
一
日
、
外
宮
仮
殿
心
柱
従
レ

杣

造
出
、
安
二

置
宮
処
一。
同
廿
四
日
為
レ

奉
レ

立
、
同
三
日
令
二

掃
除
一

次
拝
見
処
、
奉
レ

覆
二

件
心
柱
一

榊
葉
被
二

喰
損
一

也
。
如
二

見
在
跡
一

為
レ

牛
被
二

喰
損
一

也
。
辰
時
見
二

付
之
一、

不
レ

奉
レ

立
二

心
柱
一、
即
日
上
奏
之
後
、
被
レ

行
二

御
卜
一

也
。
隨
殊
致
二

祈
祷
一、
可
レ

攘
二

除

其
難
一

之
由
、
同
年
十
二
月
廿
四
日
被
レ

下
二

宣
旨
一

也
。
同
十
一
月
十
四
日
、
且
改
二

下
仮
殿
事
始
日
時
一、
且
心
柱
榊
葉
事
、
任
二

康
平
例
一、
可
二

宛
用
一

之
由
、
被
レ

下
二

宣

旨
一
也
。

と
あ
る
。

（
132
）
前
註
（
73
）
六
二
頁

（
133
）
前
註
（
28
）
第
五
巻
、
八
丁
オ

（
134
）
前
註
（
17
）
四
五
五
頁

（
135
）
前
註
（
17
）
四
五
五
頁

（
136
）
前
註
（
17
）
四
五
五
頁

（
137
）
前
註
（
73
）
所
収
『
皇
代
記
』、
一
四
八
～
一
四
九
頁
に
、
延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
に
臨
時
遷

宮
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
記
述
が
見
え
る
。

（
138
）
式
年
の
異
例
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
前
回
遷
宮
よ
り
数
え
て
二
十
年
目
を
式
年
と
し
て
い
た
が
、

康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
の
内
宮
式
年
遷
宮
以
降
、
満
二
十
年
を
迎
え
る
二
十
一
年
目
を
遷
御
の

年
と
定
め
ら
れ
た
。
大
外
記
中
原
師
茂
注
進
の
「
伊
勢
太
神
宮
遷
宮
今
年
就
延
引
被
行
例
」
に
式

年
式
月
延
引
の
旨
が
記
さ
れ
、
後
世
に
中
川
経
雅
神
主
著
『
大
神
宮
儀
式
解
』
に
「
元
享
正
中
の

比
ま
で
は
古
の
ご
と
く
廿
年
一
度
遷
宮
な
り
け
る
に
、
康
永
貞
和
の
遷
宮
よ
り
式
年
に
た
が
ひ
、
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廿
一
年
に
あ
た
り
て
造
替
す
る
事
起
れ
り
。」
と
述
べ
、
康
永
期
を
境
に
式
年
の
年
限
に
異
同
が

見
ら
れ
る
。

（
139
）
前
註
（
17
）
四
五
五
頁

（
140
）
前
註
（
38
）
八
三
頁

（
141
）
前
註
（
17
）
四
五
五
頁

（
142
）
前
註
（
67
）
所
収
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
四
五
～
一
四
六
頁

（
143
）
前
註
（
67
）
一
四
八
～
一
四
九
頁
の
明
応
六
年
九
月
二
十
六
日
条
に
「
件
御
遷
宮
事
、
為
二
廳
載
一

雖
レ

有
二

議
定
一、
天
下
ヲ
モ
不
レ

被
レ

経
私
ト
シ
テ
可
レ

有
二

御
沙
汰
一

事
、
且
神
慮
之
恐
、
旦
天
下
ヨ

リ
ノ
御
訝
、
又
ハ
御
装
束
ノ
絹
布
、
其
外
地
鎮
後
鎮
以
下
ノ
祭
物
等
定
テ
可
レ
為
二
不
足
一
（
中
略
）

次
弟
神
事
之
祭
物
等
不
足
ア
リ
、
雖
レ
為
二
新
儀
一
儲
殿
ニ
奉
レ
鎮
二
御
身
一
云
々
」
と
見
え
て
、
同
書

（
一
六
〇
頁
以
降
）
十
月
十
二
日
条
に
御
出
行
事
と
し
て
遷
御
の
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
144
）
前
註
（
17
）
四
五
六
頁

（
145
）
前
註
（
92
）
所
収
『
宮
司
引
付
』、
一
一
六
～
一
一
七
頁
、
明
応
六
年
十
月
十
二
日
条

（
146
）
前
註
（
17
）
四
五
七
頁

（
147
）
前
註
（
17
）
四
五
七
頁

（
148
）
前
註
（
67
）
所
収
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
七
八
～
一
八
〇
頁
に
「
去
十
二
日

奉
レ
蔵
二
御
神
躰
於
諸
人
一
畢
、
件
了
簡
誠
是
蹔
時
儀
也
、
以
レ
夜
継
レ
日
被
レ
急
二
造
替
一、
奉
レ
鎭
二
御

神
躰
於
本
式
一

者
、
神
慮
之
快
然
御
神
忠
之
瑞
一
御
祈
祷
之
専
一
、
天
下
之
政
何
事
如
之
哉
、
仍

注
進
如
レ
件
、
以
解
」
と
あ
る
。

（
149
）
前
註
（
92
）
七
五
～
七
六
頁

（
150
）
前
註
（
17
）
四
五
七
頁

（
151
）
守
良
は
、
内
宮
へ
近
江
国
永
原
氏
の
造
営
費
の
寄
進
が
あ
っ
た
こ
と
を
『
豊
受
皇
大
神
宮
遷
御
近

例
』（
神
宮
文
庫
蔵
一
門
五
八
八
三
号
）「
天
文
十
年
仮
殿
遷
宮
事
」
の
条
「
去
歳
自
内
宮
神
主
一

祢
宜
守
兼
命
二
近
江
国
永
原
某
官
一、
有
下
内
宮
可
レ
遂
二
御
造
替
一
之
沙
汰
上
」
よ
り
引
い
て
い
る
。
そ

し
て
、
前
註
（
67
）
所
収
の
『
天
文
十
一
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
に
も
下
行
に
関
す
る
記
載
が
見

当
た
ら
な
い
が
、
近
江
の
武
士
で
あ
る
永
原
越
前
守
の
特
志
に
よ
る
寄
進
等
か
ら
諸
祭
が
進
め
ら

れ
、
翌
十
一
年
十
二
月
一
日
に
仮
殿
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
儲
殿
遷
宮
に
分
類
し
た

と
思
わ
れ
る
。

（
152
）『
万
治
年
中
仮
殿
遷
宮
記
』（
神
宮
文
庫
蔵
一
門
一
一
七
二
四
号
）
の
万
治
元
年
閏
十
二
月
三
日
の

注
進
状

（
153
）
同
名
の
文
書
が
見
当
た
ら
ず
、
異
名
同
本
と
考
え
得
る
『
浦
田
家
旧
蔵
資
料
』（
神
宮
文
庫
蔵
一

門
一
七
三
一
〇
号
）
に
も
、
そ
の
記
載
が
見
当
た
ら
な
い
。

（
154
）『
司
家
之
旧
記
』
巻
二
（
神
宮
文
庫
蔵
一
門
七
四
二
六
号
）

（
155
）
前
註
（
28
）
第
五
巻
、
八
丁
オ
～
ウ
に
「
永
禄
七
年
日
記
云
（
中
略
）
永
禄
八
年
五
月
豊
受
太
神

宮
神
主
注
進
」
に
続
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
156
）
前
註
（
17
）
四
四
七
頁

（
157
）
前
註
（
17
）
四
五
八
頁

（
158
）
前
註
（
67
）
所
収
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
四
六
頁

（
159
）
前
註
（
67
）
所
収
『
明
応
六
年
内
宮
臨
時
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
四
五
～
一
七
六
頁

（
160
）
前
註
（
67
）
所
収
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
八
七
頁

（
161
）
前
註
（
67
）
所
収
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
一
八
七
～
二
一
九
頁

（
162
）
前
註
（
67
）
所
収
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
二
二
三
頁

（
163
）
前
註
（
67
）
所
収
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
二
一
八
～
二
一
九
頁

（
164
）
前
註
（
67
）
所
収
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
二
一
九
頁

（
165
）
前
註
（
67
）
所
収
『
永
正
十
八
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』
解
題

（
166
）
福
山
敏
男
氏
、『
神
宮
―
第
六
十
回
神
宮
式
年
遷
宮
―
』
所
収
「
神
宮
の
建
築
と
そ
の
歴
史
」（
相

賀
徹
夫
編
、
小
学
館
、
昭
和
五
十
年
）
の
「
両
宮
正
殿
の
形
式
」
に
お
け
る
「
皇
大
神
宮
正
殿
の

形
式
」、
一
五
九
頁

（
167
）
前
註
（
17
）
三
九
一
頁

（
168
）
前
註
（
17
）
三
九
二
頁

（
169
）
前
註
（
166
）
一
五
九
頁

（
170
）
前
註
（
166
）
一
五
九
頁

（
171
）
前
註
（
67
）
所
収
『
慶
長
三
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』、
六
二
七
頁

（
ほ
り
か
わ

ひ
で
の
り
・

神
宮
宮
掌
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推
進
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神
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研
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殿
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宮
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究

薗
田
守
良
の
論
説
を
中
心
に

（
堀
川
）
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『
神
宮
典
略
』
に
見
え
る
両
宮
正
遷
宮
及
び
式
年
外
遷
宮
一
覧
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皇

大

神

宮

分
類
正
遷
宮

年

月

日

造

宮

使

備

考

Ⅰ

1

延
暦

四
年

九
月

十
八
日
造
宮
使
神
祇
大
祐
正
六
位
上
中
臣
弟
牧

Ⅱ
①

延
暦

十
年

八
月

Ⅲ

延
暦

十
一
年

Ⅰ

2

弘
仁

元
年

九
月

十
六
日
造
宮
使

Ⅰ

3

天
長

六
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

4

嘉
祥

二
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

5

貞
観

元
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

6

仁
和

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
散
位
大
中
臣
朝
臣
罕
雄

Ⅰ

7

延
喜

五
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

8

延
長

二
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

9

天
慶

六
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

10

応
和

二
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

11

天
元

四
年

九
月

十
七
日

Ⅰ

12

長
保

二
年

九
月

十
六
日

Ⅰ

13

寛
仁

三
年

九
月

十
七
日

Ⅰ

14

長
暦

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
従
五
位
下
為
信

Ⅱ
①

長
久

四
年

四
月

四
日

祭
主
永
輔

Ⅰ

15

天
喜

五
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
従
五
位
下
出
羽
守
永
清

Ⅱ
①

治
暦

二
年

八
月
二
十
五
日

Ⅰ

16

承
保

三
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
伯
従
三
位
親
定

Ⅱ
①

寛
治

四
年

十
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

寛
治

六
年

依
二
大
風
一
西
宝
殿
顛
倒

Ⅱ
①

嘉
保

元
年

Ⅰ

17

嘉
保

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
常
陸
守
親
仲

Ⅱ
①

康
和

五
年

依
二
心
御
柱
立
替
一

Ⅱ
①

天
永

元
年
十
一
月
二
十
七
日

御
殿
修
補
、
奉
レ
立
二
心
御
柱
一

御
一
宿

Ⅱ
②

永
久

二
年

東
宝
殿
（
※
1
）

Ⅰ

18

永
久

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
参
議
正
三
位
清
親

Ⅱ
①

大
治

元
年
十
二
月

奉
レ
立
二
替
心
御
柱
一

Ⅰ

19

長
承

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
少
副
清
宣

Ⅱ
①

久
安

二
年
十
一
月

十
六
日

Ⅰ

20

仁
平

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
少
副
清
宣

豊

受

大

神

宮

分
類
正
遷
宮

年

月

日

造

宮

使

備

考

Ⅰ

1

延
暦

六
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

2

弘
仁

三
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

3

天
長

八
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

4

仁
寿

元
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

5

貞
観

十
二
年

九
月

Ⅰ

6

寛
平

元
年

九
月

Ⅰ

7

延
喜

七
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

8

延
長

四
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

9

天
慶

七
年
十
二
月

Ⅰ

10

康
保

元
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

11

永
観

元
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

12

長
保

四
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
佐
国

Ⅰ

13

治
安

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
大
司
為
公

Ⅱ
②

長
暦

四
年

七
月
二
十
七
日

依
二
大
風
洪
水
一
奉
二
遷
御
饌
殿
一

Ⅱ
①

長
暦

四
年

八
月

七
日

Ⅰ

14

長
暦

四
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
大
司
明
輔

Ⅱ
①

天
喜

元
年

四
月
二
十
八
日

Ⅰ

15

康
平

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
神
祇
少
輔
元
範

Ⅰ

16

承
暦

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
上
野
介
永
実

Ⅱ
①

寛
治

四
年
十
二
月
二
十
四
日

（
※
4
）

Ⅰ

17

承
徳

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
神
祇
大
副
輔
清

Ⅱ
①

天
永

元
年
十
二
月
二
十
四
日

依
二
心
御
柱
朽
損
一
被
二
改
替
一

Ⅰ

18

永
久

四
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
従
五
位
下
永
信

Ⅱ
①

大
治

元
年

四
月

十
一
日

Ⅰ

19

保
延

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
従
三
位
親
章

Ⅰ

20

久
寿

元
年

九
月

十
五
日
同
上

Ⅱ
①

嘉
応

元
年
十
二
月

十
九
日

依
二
正
殿
低
傾
一

Ⅱ
①

承
安

元
年

Ⅱ
①

承
安

二
年

二
月
二
十
三
日

Ⅰ

21

承
安

三
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
為
定

Ⅱ
①

承
安

四
年

Ⅱ
①

元
暦

二
年

四
月
二
十
一
日

Ⅰ

22

建
久

三
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
宜
経

Ⅱ
①

正
治

二
年

三
月
二
十
五
日

Ⅱ
①

建
永

二
年

四
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

承
元

三
年

四
月

十
日

Ⅱ
①

承
元

四
年

三
月

六
日

Ⅰ

23

建
暦

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
親
継

Ⅱ
①

建
保

三
年

四
月

二
日

Ⅱ
①

建
保

五
年

四
月

十
八
日

Ⅱ
①

承
久

二
年

七
月

十
六
日

Ⅱ
①

嘉
禄

元
年

四
月

十
四
日

Ⅱ
①

嘉
禄

二
年

四
月

十
九
日

Ⅱ
①

寛
喜

元
年

四
月

六
日

（
※
5
）

Ⅰ

24

寛
喜

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
隆
通

Ⅱ
①

嘉
禎

元
年

十
月

八
日

Ⅱ
①

仁
治

二
年

十
月

十
九
日

Ⅱ
①

寛
元

元
年

四
月
二
十
八
日

Ⅱ
①

寛
元

四
年
十
二
月
二
十
七
日

Ⅱ
①

宝
治

二
年

七
月

十
日

Ⅰ

25

建
長

元
年

九
月
二
十
六
日
造
宮
使
権
大
副
知
経

Ⅱ
①

建
長

四
年

四
月
二
十
一
日

Ⅱ
①

建
長

五
年

三
月

四
日

Ⅱ
①

建
長

七
年

四
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

正
嘉

二
年

八
月
二
十
八
日

Ⅱ
①

弘
長

元
年
十
二
月

十
八
日

Ⅱ
①

文
永

元
年

六
月
二
十
八
日

Ⅱ
①

文
永

四
年

三
月
二
十
五
日

Ⅰ

26

文
永

五
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
定
世

Ⅱ
①

文
永

八
年

七
月

六
日

Ⅱ
①

文
永

十
一
年

十
月

一
日

Ⅱ
①

弘
安

三
年

九
月

Ⅱ
①

弘
安

七
年

三
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

弘
安

八
年

Ⅰ

27

弘
安

十
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
為
継

Ⅱ
①

正
応

元
年

九
月

二
日

（
※
6
）

Ⅱ
①

永
仁

四
年

Ⅱ
①

永
仁

五
年

三
月

十
九
日
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Ⅱ
①

長
寛

元
年

Ⅱ
②

仁
安

三
年
十
二
月
二
十
一
日

奉
二
遷
忌
火
屋
殿
一
依
二
炎
上
一
也

Ⅱ
①

嘉
応

元
年

六
月

十
七
日

依
二
炎
上
一

Ⅲ

嘉
応

元
年
十
二
月

十
六
日
造
宮
使
永
親

Ⅰ

21

承
安

元
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
権
大
副
宣
隆

Ⅱ
①

治
承

三
年

Ⅱ
②

建
久

元
年

八
月
二
十
五
日

東
宝
殿
、
依
二
心
御
柱
朽
損
一
奉
二
立
替
一
也

Ⅰ

22

建
久

元
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
権
大
副
清
定

Ⅱ
①

建
久

七
年

四
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

建
久

九
年

七
月

十
六
日

修
二
理
正
殿
一

Ⅱ
①

元
久

元
年
十
二
月
二
十
七
日

Ⅱ
①

元
久

二
年

四
月

三
日

（
※
2
）

Ⅰ

23

承
元

三
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
正
四
位
上
権
大
副
為
定

Ⅱ
①

建
保

六
年

四
月

十
九
日

Ⅱ
①

承
久

二
年
十
一
月

十
八
日

Ⅱ
①

嘉
禄

元
年
十
一
月
二
十
三
日

Ⅰ

24

安
貞

二
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
権
少
祐
清
経

Ⅱ
②

延
応

元
年

二
月

十
六
日

古
宮
、
心
御
柱
御
飾
錯
乱

Ⅱ
①

仁
治

三
年

十
月
二
十
二
日

依
二
御
装
束
濕
損
一

Ⅰ

25

宝
治

元
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
従
四
位
下
権
大
副
棟
長

Ⅱ
①

宝
治

二
年

四
月

十
七
日

御
被
奉
二
改
替
一

Ⅱ
①

建
長

六
年

七
月
二
十
六
日

改
二
立
心
御
柱
一

御
一
宿

Ⅱ
①

文
応

元
年

七
月

十
六
日

Ⅰ

26

文
永

三
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
神
祇
権
大
副
為
継

Ⅱ
①

弘
安

二
年

二
月

十
一
日

修
二
補
正
殿
一

Ⅱ
①

弘
安

六
年

Ⅰ

27

弘
安

八
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
同
前

Ⅱ
①

正
応

三
年

九
月

十
一
日

Ⅱ
①

正
応

五
年

十
月

Ⅱ
①

永
仁

五
年

五
月

九
日

依
二
御
装
束
鼠
喰
一
也

Ⅱ
②

嘉
元

二
年

十
月
二
十
四
日

東
宝
殿
、
依
二
御
装
束
湿
損
一
也

Ⅰ

28

嘉
元

二
年
十
二
月
二
十
二
日
造
宮
使
神
祇
権
大
副
久
世

Ⅱ
①

応
長

元
年
十
二
月
二
十
八
日

正
殿
修
補

Ⅱ
①

元
亨

元
年

七
月
二
十
三
日

依
二
心
御
柱
纏
布
鼠
喰
一
也

御
一
宿

Ⅰ

29

元
亨

三
年

九
月

十
六
日
造
宮
使
正
三
位
隆
実

Ⅱ
①

元
徳

二
年
十
二
月

十
三
日

立
二
替
心
御
柱
一

豊

受

大

神

宮

分
類
正
遷
宮

年

月

日

造

宮

使

備

考

Ⅰ

1

延
暦

六
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

2

弘
仁

三
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

3

天
長

八
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

4

仁
寿

元
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

5

貞
観

十
二
年

九
月

Ⅰ

6

寛
平

元
年

九
月

Ⅰ

7

延
喜

七
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

8

延
長

四
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

9

天
慶

七
年
十
二
月

Ⅰ

10

康
保

元
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

11

永
観

元
年

九
月

十
五
日

Ⅰ

12

長
保

四
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
佐
国

Ⅰ

13

治
安

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
大
司
為
公

Ⅱ
②

長
暦

四
年

七
月
二
十
七
日

依
二
大
風
洪
水
一
奉
二
遷
御
饌
殿
一

Ⅱ
①

長
暦

四
年

八
月

七
日

Ⅰ

14

長
暦

四
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
大
司
明
輔

Ⅱ
①

天
喜

元
年

四
月
二
十
八
日

Ⅰ

15

康
平

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
神
祇
少
輔
元
範

Ⅰ

16

承
暦

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
上
野
介
永
実

Ⅱ
①

寛
治

四
年
十
二
月
二
十
四
日

（
※
4
）

Ⅰ

17

承
徳

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
神
祇
大
副
輔
清

Ⅱ
①

天
永

元
年
十
二
月
二
十
四
日

依
二
心
御
柱
朽
損
一
被
二
改
替
一

Ⅰ

18

永
久

四
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
従
五
位
下
永
信

Ⅱ
①

大
治

元
年

四
月

十
一
日

Ⅰ

19

保
延

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
従
三
位
親
章

Ⅰ

20

久
寿

元
年

九
月

十
五
日
同
上

Ⅱ
①

嘉
応

元
年
十
二
月

十
九
日

依
二
正
殿
低
傾
一

Ⅱ
①

承
安

元
年

Ⅱ
①

承
安

二
年

二
月
二
十
三
日

Ⅰ

21

承
安

三
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
為
定

Ⅱ
①

承
安

四
年

Ⅱ
①

元
暦

二
年

四
月
二
十
一
日

Ⅰ

22

建
久

三
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
宜
経

Ⅱ
①

正
治

二
年

三
月
二
十
五
日

Ⅱ
①

建
永

二
年

四
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

承
元

三
年

四
月

十
日

Ⅱ
①

承
元

四
年

三
月

六
日

Ⅰ

23

建
暦

元
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
親
継

Ⅱ
①

建
保

三
年

四
月

二
日

Ⅱ
①

建
保

五
年

四
月

十
八
日

Ⅱ
①

承
久

二
年

七
月

十
六
日

Ⅱ
①

嘉
禄

元
年

四
月

十
四
日

Ⅱ
①

嘉
禄

二
年

四
月

十
九
日

Ⅱ
①

寛
喜

元
年

四
月

六
日

（
※
5
）

Ⅰ

24

寛
喜

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
隆
通

Ⅱ
①

嘉
禎

元
年

十
月

八
日

Ⅱ
①

仁
治

二
年

十
月

十
九
日

Ⅱ
①

寛
元

元
年

四
月
二
十
八
日

Ⅱ
①

寛
元

四
年
十
二
月
二
十
七
日

Ⅱ
①

宝
治

二
年

七
月

十
日

Ⅰ

25

建
長

元
年

九
月
二
十
六
日
造
宮
使
権
大
副
知
経

Ⅱ
①

建
長

四
年

四
月
二
十
一
日

Ⅱ
①

建
長

五
年

三
月

四
日

Ⅱ
①

建
長

七
年

四
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

正
嘉

二
年

八
月
二
十
八
日

Ⅱ
①

弘
長

元
年
十
二
月

十
八
日

Ⅱ
①

文
永

元
年

六
月
二
十
八
日

Ⅱ
①

文
永

四
年

三
月
二
十
五
日

Ⅰ

26

文
永

五
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
定
世

Ⅱ
①

文
永

八
年

七
月

六
日

Ⅱ
①

文
永

十
一
年

十
月

一
日

Ⅱ
①

弘
安

三
年

九
月

Ⅱ
①

弘
安

七
年

三
月
二
十
二
日

Ⅱ
①

弘
安

八
年

Ⅰ

27

弘
安

十
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
為
継

Ⅱ
①

正
応

元
年

九
月

二
日

（
※
6
）

Ⅱ
①

永
仁

四
年

Ⅱ
①

永
仁

五
年

三
月

十
九
日
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Ⅰ

30

康
永

二
年
十
二
月
二
十
八
日
造
宮
使
大
中
臣
親
忠

Ⅱ
②

貞
治

二
年

六
月
二
十
六
日

東
宝
殿

Ⅰ

31

貞
治

三
年

二
月
二
十
六
日
造
宮
使
祭
主
親
世

Ⅱ
②

明
徳

二
年

六
月
二
十
二
日

東
宝
殿

御
一
宿

Ⅰ

32

明
徳

二
年
十
二
月

二
十
日

Ⅱ
②

応
永

七
年

六
月
二
十
七
日

東
宝
殿
、
依
二
盗
装
束
紛
失
事
一

御
一
宿

Ⅰ

33

応
永

十
八
年
十
二
月

Ⅱ
①

応
永
二
十
五
年

八
月
二
十
一
日

依
二
正
殿
千
木
折
一

御
一
宿

Ⅱ
②

応
永
二
十
七
年

東
宝
殿

Ⅰ

34

永
享

三
年
十
二
月

十
八
日
造
宮
使
従
三
位
宗
直

Ⅱ
①

文
安

二
年

九
月

十
八
日

依
二
心
御
柱
御
飾
錯
乱
一

Ⅰ

35

寛
正

三
年
十
二
月
二
十
七
日
造
宮
使
従
三
位
秀
忠

Ⅱ
③

明
応

六
年

十
月

十
二
日

依
二
正
殿
朽
損
一

Ⅱ
③

永
正

十
八
年

六
月

十
三
日

Ⅱ
③

天
文

十
一
年
十
一
月

一
日

Ⅱ
①

天
正

三
年

三
月

十
六
日

Ⅰ

36

天
正

十
三
年

十
月

十
三
日
造
宮
使
祭
主
慶
忠

Ⅱ
①

慶
長

三
年

六
月

一
日

依
二
御
萱
修
補
一

Ⅰ

37

慶
長

十
四
年

九
月
二
十
一
日
造
宮
使
祭
主
種
忠

Ⅰ

38

寛
永

六
年

九
月
二
十
一
日
造
宮
使
祭
主
友
忠

Ⅰ

39

慶
安

二
年

九
月
二
十
五
日
同
上

Ⅱ
③

万
治

元
年
閏
十
二
月

二
日

依
二
炎
上
一

Ⅱ
①

万
治

二
年

四
月

十
八
日

Ⅲ

万
治

二
年
十
一
月
二
十
五
日
造
宮
使
大
司
精
長

Ⅰ

40

寛
文

九
年

九
月
二
十
六
日
造
宮
使
祭
主
景
忠

Ⅱ
②

天
和

元
年
十
二
月

十
三
日

古
殿
（
※
3
）

Ⅲ

天
和

三
年

三
月

十
日

Ⅰ

41

元
禄

二
年

九
月

十
日
造
宮
使
祭
主
景
忠

Ⅰ

42

宝
永

六
年

九
月

二
日
造
宮
使
祭
主
景
忠

Ⅰ

43

享
保

十
四
年

九
月

三
日

和
忠

Ⅰ

44

寛
延

二
年

九
月

三
日
同
上

Ⅰ

45

明
和

六
年

九
月

三
日
造
宮
使
祭
主
季
忠
依
レ
仮
大
司
長
光

Ⅰ

46

寛
政

元
年

九
月

一
日

Ⅰ

47

文
化

六
年

九
月

一
日

Ⅱ
①

正
安

元
年
十
一
月

二
日

Ⅰ

28

嘉
元

四
年
十
二
月

造
宮
使
祭
主
隆
実

（
※
7
）

Ⅱ
①

正
和

二
年

Ⅰ

29

正
中

二
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
権
大
副
隆
基

Ⅱ
①

嘉
暦

二
年

八
月

十
三
日

Ⅰ

30

貞
和

元
年
十
二
月
二
十
七
日

Ⅰ

31

康
暦

二
年

九
月

八
日
造
宮
使
従
三
位
忠
直

（
※
8
）

Ⅱ
①

嘉
慶

二
年

Ⅱ
①

応
永

四
年

（
※
9
）

Ⅱ
①

応
永
二
十
九
年
十
二
月
二
十
四
日

Ⅱ
①

永
享

元
年
十
二
月
二
十
五
日

Ⅰ

32

永
享

六
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
従
四
位
上
清
国

Ⅱ
①

享
徳

元
年
十
二
月

十
九
日

Ⅱ
②

文
明

十
八
年
十
二
月
二
十
四
日

依
二
炎
上
一
奉
二
遷
古
殿
一

Ⅱ
①

長
享

元
年

九
月

三
日

Ⅱ
③

延
徳

二
年

九
月

十
六
日

依
二
炎
上
一

Ⅱ
①

文
亀

元
年

九
月

十
六
日

Ⅱ
③

永
正

十
八
年

六
月

十
三
日

Ⅱ
③

天
文

十
年

九
月
二
十
六
日

Ⅰ

33

永
禄

六
年

九
月
二
十
三
日

Ⅱ
③

永
禄

八
年

六
月

九
日

Ⅱ
②

天
正

九
年

十
月
二
十
七
日

古
殿
（
※
10
）

Ⅰ

34

天
正

十
三
年

九
月

十
五
日
造
宮
使
祭
主
慶
忠

Ⅱ
①

慶
長

三
年

六
月

六
日

Ⅰ

35

慶
長

十
四
年

九
月
二
十
七
日
造
宮
使
祭
主
種
忠

Ⅰ

36

寛
永

六
年

九
月
二
十
三
日
造
宮
使
祭
主
友
忠

Ⅰ
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前
提
と
し
て
当
表
は
『
典
略
』
掲
載
の
も
の
を
活
字
化
し
、
他
に
認
め
ら
れ
る
物
を
含
め
ず
延
暦
期
か

ら
文
化
期
ま
で
の
各
遷
宮
を
列
挙
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
正
遷
宮
の
回
数
は
、
採
用
方
法
が
異
な
り
現
在

と
齟
齬
が
見
ら
れ
る
と
同
時
に
、
応
永
年
間
の
正
遷
宮
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
注
を
付
け
て
指
摘
し
て

お
き
た
い
。
加
え
て
、
分
類
に
あ
た
り
優
先
順
位
と
し
て
、
正
遷
宮
、
臨
時
遷
宮
、
仮
殿
遷
宮
の
諸
殿
舎
・

儲
殿
の
順
に
分
類
し
、
そ
れ
以
外
の
遷
宮
を
す
べ
て
新
造
の
仮
殿
遷
宮
と
し
て
分
類
し
た
。

※
1

『
神
宮
典
略
』
中
で
、
東
宝
殿
で
斎
行
さ
れ
た
初
見
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

※
2

元
久
三
年
か
。（『
弘
安
二
年
内
宮
仮
殿
遷
宮
記
』）

※
3

十
三
日
は
山
中
へ
奉
遷
し
た
日
で
、
仮
殿
を
新
造
し
遷
御
し
た
日
は
翌
十
四
日
。

※
4

嘉
保
二
年
に
御
饌
殿
奉
遷
の
記
述
が
あ
り
、
Ⅱ
②
と
分
類
で
き
る
。

※
5

正
遷
宮
の
前
年
に
あ
た
り
、
既
存
の
殿
舎
に
奉
選
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

※
6

九
月
二
日
と
な
っ
て
い
る
が
、『
師
守
記
』
に
は
八
月
二
十
三
日
と
見
え
る
。

※
7

十
二
月
二
十
日
か
。（『
実
躬
卿
記
』）

※
8

二
月
八
日
か
。（『
康
暦
二
年
外
宮
遷
宮
記
』）

※
9

応
永
七
年
二
月
二
十
八
日
（『
皇
代
記
付
年
代
記
』）、
応
永
二
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
（『
二
所

太
神
宮
例
文
』）
の
正
遷
宮
が
欠
落
か
。

※
10

櫻
井
勝
之
進
氏
の
『
伊
勢
神
宮
の
祖
型
と
展
開
』「
第
五
、
神
宮
祭
祀
の
諸
問
題
」「
三
、
古
殿
の

存
置
」
に
、「
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
六
月
、
御
萱
頽
落
に
よ
る
仮
殿
遷
宮
に
も
古
殿
を
充
て

た
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
の
仮
殿
を
古
殿
と
称
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

※
11

九
月
四
日
か
。（『
寛
政
元
年
外
宮
遷
宮
記
』）
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Research on the transfer of the kami of Ise Jingu
to temporary sanctuary:

with a focus on an argumentation by Mr. Moriyoshi Sonoda
the priest of Ise Jingu in the Edo period

HORIKAWA Hidenori

《Summary》

This paper is a study of the history of the Shikinen Sengu at Ise Jingu. I would like to indicate

the results of my research on the transfer of the kami enshrined in the main sanctuary to the

temporary palace while the main sanctuary is being repaired.

The Holy Mirror (a symbol of Amaterasu-Omikami) is moved to the temporary sanctuary by the

Jingu priests. In this case, it is called “Temporary Palace Sengu”.

And I would like to examine it from the Middle Ages to the Early Modern period.

There is no noteworthy record of “Temporary Palace Sengu” before the 『Jingu Tenryaku』

written by Moriyoshi Sonoda in the late Edo period.

In that record, we can understand from the twelfth to the sixteenth century, while conducting

the “Temporary Palace Sengu”, the main sanctuary and kami has been protected. However,

various changes were made during the long period when Shikinen Sengu could not be carried out,

and at the same time, the significance of “Temporary Palace Sengu” has been in transition.

The first point, the head of the “Temporary Palace Sengu” was transitioned from an imperial

envoy to the chief priest of the Ise Jingu.

Secondly, Ise Jingu has conducted its own “moukedono-sengu”, which refers to the

implementation of “Temporary Palace Sengu”.

This is because they did not only repair the main sanctuary, but also perform the same Shikinen

Sengu rituals so that they could continue to do so for future generations.

Finally, a wise decision was made to have wooden shingles laid under the thatched roof. The

durability of the main sanctuary was greatly improved, and the “Temporary Palace Sengu” came

to an end.

After that, the ceremonial relocation of the Ise Jingu under the stable government of the Edo

shogunate can be classified as “Modern Shikinen Sengu”.
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